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１.地籍調査事業費について 
 

（１）地籍調査事業の概要 

国土調査法（昭和２６年６月１日制定）に基づき一筆ごとの土地の所有者・地番・地目・

境界（筆界）・面積を調査し、立会い及び測量を実施することで、境界並びに面積等が明確

となり、災害等復旧の迅速化や社会資本整備の円滑化が見込まれる。 

 

（２）地籍調査事業の実施方針 

南海トラフ地震による発災後、速やかに境界が復元できるよう、津波浸水が想定される

沿岸部の人口集中地区において実施するとともに、北勢バイパスの事業進捗を図るため、

国と連携し事業区域の地籍調査事業に取り組んでいる。 

なお、令和８年度は沿岸部において高浜町・東新町及び尾上町ほか４町、北勢バイパス

の事業区間内において川島町・小生町で実施する。 

 

（３）地籍調査事業費の増額について 

      地籍調査事業は、１地区を３か年で実施しており、そのうち２年目工程は測量や現地立

会いなどを実施するため、委託料が他の年と比べて高額となる。令和８年度は令和７年度

に比べて、２年目工程の実施面積が大幅に増加したため、委託料が増額となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年度委託料 

工程 1 年目工程 2 年目工程 3 年目工程 

地区名 高浜町・東新町 尾上町ほか４町 川島町・小生町 

実施面積 0.26 ㎢ 0.34 ㎢ 0.18 ㎢ 

予算額（千円） 7,520 98,840 6,640 

合計(千円) 113,000 

 
令和７年度委託料 

工程 1 年目工程 2 年目工程 3 年目工程 

地区名 尾上町ほか４町 川島町・小生町 稲葉町・高砂町 

実施面積 0.34 ㎢ 0.18 ㎢   0.14 ㎢ 

予算額（千円） 5,920 51,543 6,840 

合計(千円) 64,303 

 

(参考）地籍調査事業の業務内容 

調査工程(1 年目) 立会い工程(2 年目) 閲覧工程(3 年目) 

資料調査、資料作成 説明会、現地立会い、測量 図面作成、閲覧、成果の送付 

 

地籍調査事業費の内訳 

年度 全体（千円） 委託料（千円） その他（千円）※ 

令和８年度 119,491 113,000 6,491 

令和７年度 70,042 64,303 5,739 

※人件費、消耗品費など     
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２.生活に身近な道路整備事業の執行状況について 

 

（１）事業の概要 

道路に関する土木要望事業において、住民を主体としたまちづくりの推進を

目的とし、地域関係者で構成された『自主選定組織』により地域の要望実施箇所

を自ら選定していただく方式を取り入れた『生活に身近な道路整備事業』の運用

を平成１９年度より行っている。 

この事業では、まず、地域から出された全ての要望箇所について、市がそれぞ

れにかかる概算金額を算出したうえで、市内に２４箇所ある地区市民センター

管内ごとの人口や面積などに応じて各地区に予算額を配分した『地区別配分額』

の範囲内において、各地区の自主選定組織が要望実施箇所を選定し、それを市が

実施するものである。 

 

（２）地域からの要望件数及びその概算金額（全体要望額）に対する執行率 

（過去 3年分） 

 地域から出された全ての要望件数のうち執行した件数について、また、全ての

要望件数にかかる概算金額合計（全体要望額）のうち執行した金額について、そ

れぞれの執行率は以下の表の通りとなる。 

 

 年度
要望件数
（件）

執行件数
（件）

執行率
全体要望額

（円）
執行額（予算額）

（円）
執行率

令和４年度 950 508 53.5% 4,573,375,000 723,000,000 15.8%

令和５年度 972 495 50.9% 4,609,661,800 723,000,000 15.7%

令和６年度 960 500 52.1% 4,914,290,600 758,000,000 15.4%
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３.交通安全啓発推進費について 

 

（１）事業の概要について 

交通事故の防止及び市民の交通安全意識の高揚を図るため、交通安全啓発活動を実施する。

また、三重県や三重県警察などで構成された三重県交通対策協議会が行う四季の交通安 

全運動などの取り組みと連携し、地域や学校における交通安全活動を推進する。 

     

（２）事業の内訳について 

事業の内訳は、交通安全の研修会等への参加に係る旅費、交通安全啓発品及び横断旗等

の購入費である需用費、並びに交通安全立看板の製作費である委託料となっている。 

 

【交通安全啓発推進費内訳】                       単位：円 

項目 用途 R7予算額 R8予算額 

旅費 研修会等の参加に係る旅費 104,000 81,000 

需用費 交通安全啓発品等の購入費 318,000 322,000 

委託料 交通安全立看板製作費 82,000 82,000 

負担金 交通安全教育指導者研修会参加費 3,000 - 

合計 507,000 485,000 
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４.放置自転車対策事業費について 

 

（１） 事業の概要について 

公共の場所における自転車等の放置を防止することにより、通行機能の確保及び市民生

活の安全を図るとともに、良好な都市環境を保持することを目的としており、自転車等の

整理・巡視・撤去・保管・返還等の業務を行う。 

 

（２）事業の内訳について 

 

 

（３）放置自転車等撤去台数について 

 

（令和 7年度は令和 7年 12月 31日時点） 

項目 用途 R7予算額 R8予算額 

 

 

 

 

 

委託料 

放置禁止区域における放置自転車等の巡視撤去・ 

保管返還業務（指定管理者） 
10,060,000 10,293,000 

四日市市近鉄四日市駅南自転車等駐車場及び 

四日市市近鉄四日市駅北自転車等駐車場等施設管理業務 

（指定管理者） 

6,198,000 6,728,000 

湯の山線高架下自転車等駐車場管理業務（指定管理者） 866,000 890,000 

自転車等駐車場管理清掃業務委託 

（シルバー人材センター） 
17,644,000 18,800,000 

放置自転車等移送業務委託（シルバー人材センター） 988,000 1,254,000 

近鉄四日市駅北自転車等駐車場防水改修工事ほか 

設計業務委託 
1,515,000 - 

各駅自転車等駐車場案内看板設置業務委託 - 1,500,000 

使用料及び

賃借料 

土地使用料 (自転車等駐車場用地賃貸借料) 

※近鉄 8駅分、JR4駅分 
6,624,000 6,836,000 

家屋使用料 

(JR四日市駅駅舎内レンタサイクルポート使用料) 
36,000 61,000 

器具使用料 (防犯カメラ賃貸借料) 8,830,000 9,955,000 

工事請負費 近鉄四日市駅北自転車等駐車場防水改修工事 - 28,000,000 

その他報酬等 会計年度任用職員報酬等 4,043,000 3,486,000 

合計 56,804,000 87,803,000 

  R5 R6 R7 

放置禁止区域 499 229 130 

各駅駐輪場 452 605 184 

市道上 170 215 110 

合計 1,121 1,049 424 

単位：円 

年度 

単位：台 

区域 
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５.歩行者自転車空間整備事業について 

 

歩行者自転車空間整備事業は、東海道における安全に歩きやすい歩行空間の

整備と駅周辺などにおける自転車利用者の安全性と利便性の向上を図るため自

転車通行空間の整備を行うものである。 

 

（１）東海道整備について 

① 事業目的 

 大矢知地区から内部地区まで約１６ｋｍを縦断する東海道は、歴史が感じら

れる街道の散策に訪れる方などが多くみられる一方で、国道１号の抜け道とし

て利用され、通過車両と歩行者が輻輳している状況である。 

このため本市では歩行者が安全に通行できるよう、蓋付側溝の整備とあわせ

て区画線の引き直しにより歩行空間を広げるとともに、路肩部分をカラー化し

て通行車両の歩行者に対する注意喚起ならびに速度抑制を図り、安全・安心の確

保に努めている。 

 

② 整備状況 

 東海道の整備は平成２１年度から富田小学校付近と日永小学校付近の整備に

着手し、これまで当事業費や国の交付金を活用して羽津地区や常磐地区、内部地

区などで整備を進め、令和６年度末時点で約９．３ｋｍの整備が完了している。 

令和７年度は、現時点で富田地区や内部地区、橋北地区において、７６３ｍの

整備が完了している。 

 なお、国道及び県道区間の整備については、国や県に対し整備に向けて働きか

けを行っており、令和６年度に富田地区の県道区間の整備が完了している。 

 

③ 令和８年度の整備予定 

 令和８年度は、歩行者自転車空間整備事業費にて海蔵地区の三ツ谷８号線で

１００ｍの整備を予定している。このほか防災・安全交付金事業費（交安）にて

富田地区の大矢知富田１号線で４６０ｍの整備と内部地区の釆女９号線ほか１

線で測量・設計業務を予定している。 

 

（２）自転車通行空間整備について 

① 事業目的 

本市では、安全で安心して通行できる道路空間を創出することを目的に、平成

２４年度に国のガイドラインに基づき「自転車ネットワーク計画」を策定し、こ

の計画をもとに自転車通行空間の整備を進めている。 

この整備では、自転車交通量が多く、事故の危険性が高い区間や自転車乗入台

数が多い駅周辺の区間、既に整備されている自転車通行空間と接続する区間な

どを選定し整備を進めることで、自転車ネットワークの形成を図っている。 
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② 整備状況 

自転車通行空間は、平成２２年度に四日市中央線の市民公園から堀木日永線

までの北側歩道の一部を自転車道として整備し、その後は矢羽根型路面表示等

による整備を進め、堀木日永線や午起末永線、赤堀小生線など令和６年度末時点

で約１０ｋｍの整備が完了している。 

 令和７年度は、整備済みの午起末永線と四日市中央線を結ぶ高浜昌栄線にお

いて、７３０ｍの整備を進めている。 

 なお、国道及び県道区間の整備については、国や県に対し整備に向けて働きか

けを行っている。 

 

③ 令和８年度の整備予定 

令和８年度は、引き続き高浜昌栄線の国道１６４号交差点付近から四日市中

央線との交差点付近まで４７０ｍの整備を予定している。 

 

 

（３）歩行者自転車空間整備事業費の増減について 

 

令和７年度に対する令和８年度事業費の増減について、整備路線毎の内訳を

以下に示す。 

 

路 線 名 令和 7年度 令和 8年度 

東海道整備 

海蔵川諏訪線 
事 業 費  38,000（千円） － 

整備延長 L= 125 ｍ － 

富田金場線 
事 業 費 33,900（千円） － 

整備延長 L= 380 ｍ － 

三ツ谷８号線 
事 業 費 － 18,800（千円） 

整備延長 － L= 100 ｍ 

事業費小計（千円） ① 71,900（千円） 18,800（千円） 

自転車通行空間整備 

高浜昌栄線 
事 業 費 19,400（千円） 13,200（千円） 

整備延長 L= 730 ｍ L= 470 ｍ 

事業費小計（千円） ② 19,400（千円） 13,200（千円） 

事業費合計（千円） ①＋② 91,300（千円） 32,000（千円） 
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釆女９号線ほか１線

現地測量 一式

詳細設計 一式

三ツ谷８号線

道路工（側溝工等） Ｌ＝１００ｍ

大矢知富田１号線

道路工（側溝工等） Ｌ＝４６０ｍ

釆女５１号線

整備前 整備後

中浜田南浜田線

位置図（東海道整備）

大矢知富田１号線

整備後整備前

整備後整備前

四日市市役所

橋北地区市民センター

海蔵地区市民センター

羽津地区市民センター

富田地区市民センター

大矢知地区市民センター

日永地区市民センター

内部地区市民センター

凡　　　　　例

令和6年度まで

令和7年度

令和8年度

国及び三重県
鈴鹿市

川越町

朝日町
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矢羽根による整備例

伊坂ダム

暁学園前駅

常磐中学校

川原町駅

三滝公園

自転車道（平成22年度 四日市中央線）

矢羽根型路面表示（平成29年度 堀木日永線）

JR四日市駅

四日市

市役所

日永駅

伊勢松本駅

中川原駅

矢羽根型路面表示（令和5年度 午起末永線）

図書館

近
鉄
四
日
市
駅

位置図（自転車通行空間整備）

西日野駅

赤堀駅

南日永駅

高浜昌栄線

矢羽根型路面表示工 Ｌ＝４７０ｍ

中央通り再編事業

凡　　　　例

令和6年度まで

令和7年度

令和8年度
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６．ため池監視カメラと水位計の設置位置について 

 

（１）概要 

自然災害による被災を未然に防止するため、防災重点農業用ため池※３８池に監

視カメラ及び水位計を設置するとともに、市民への情報伝達としてメール配信など

を用いた情報提供システムを構築する。 

※防災重点農業用ため池：ため池が決壊した場合、浸水区域に家屋や公共施設などが存在し、人的

被害を与えるおそれのあると判断されたため池 

 

（２）効果 

・大雨など災害が予想される際、映像や水位データからため池の水位の現状把握が

可能となり、直接現地を確認する必要が無くなり現地の被災リスクが回避できる。 

・ため池の水位が上昇し危険水位に達すると四日市市安全安心防災メールを通じ

てアラートが配信され迅速な避難対応が可能となる。  

 

 

（３）監視カメラ及び水位計設置位置図 

令和８年度は、防災重点農業用ため池 38池のうち想定浸水家屋数が多い 10池を

実施する。 

 

 
※番号は想定浸水家屋数順とする。
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７．河川改良費の増減額内訳について 

 

河川改良費は、準用河川や普通河川、排水路の改修や準用河川堀川の内水対策

事業を行うなど、流下能力を向上させる施設を整備し治水安全度の向上を図るも

のである。 

 

（１）事業内容 

・準用河川改修事業 ： 国の交付金を活用して河川の断面拡幅工事を行い流下能

力の向上を図る。 

・河川改良事業及び ： 河川や排水路の断面拡幅などの整備を行い、流下能力の 

排水路改良事業    向上を図る。 

・堀川内水対策事業 ： 三重県が行う三滝川分派整備業に併せて海蔵川に流入す

る準用河川堀川の内水対策として放水路と排水機場の整

備を行う。 

 

（２）増減額内訳 

・河川改良費の対前年度比が 182.0％となる主な理由は、三重県が行う三滝川分派

整備の令和８年度竣工に併せて整備する準用河川堀川の内水対策として放水路

工事（740,000千円）や排水機場築造工事（1,563,000千円）の予算を計上した。 

・河川改良事業費や排水路改良事業費についても、より一層の治水安全度向上を目

指し必要な予算を計上した。 

・河川改良費の対前年比について予算事業名別の増減額を以下に示す。 

 

予算 

科目 
予 算 事 業 名 

事業費 
増減額 備 考 

令和 7 年度 令和 8 年度 

河
川
改
良
費 

準用河川改修事業費 429,000 363,000 △ 66,000   

 朝明新川  309,000 309,000 0 企業庁工業用水管移転補償費 

 源の堀川   120,000 54,000 △ 66,000 護岸工（L=110m）・用地買収 

堀川内水対策事業費 880,000 2,303,000 1,423,000 放水路・排水機場整備 

河川改良事業費 124,995 160,740 35,745 水沢谷川ほか市内一円の河川整備 

排水路改良事業費 233,783 236,170 2,387 北山町ほか市内一円の排水路整備 

河川改良事業事務費 

（市単独分人件費等） 
31,243 28,799 △ 2,444 

  

 事業費計 前年度比 182.0% 1,699,021 3,091,709 1,392,688   
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８.ふれあいモール維持管理費について 

 

（１）事業の概要について 

ふれあいモールは、本市の中心市街地において駅東西を結ぶ主要な歩行者通路であり、

安全で快適な歩行空間を維持するため、平成７年度に四日市市と近畿日本鉄道株式会社

が協定を締結し、協力して維持管理を行っている。なお、会社分割等により、現在は四

日市市、近鉄不動産株式会社及び株式会社近鉄百貨店の三者協定となっている。 

 

（２）事業の内訳について 

                                  単位：円                          

項目 用途 R8予算額 

電気料金 照明灯の電気料金 1,677,000 

上下水道料金 花壇への散水にかかる上水道料金 18,000 

清掃委託料 日常清掃、樹木の手入れ等 4,673,000 

負担金 ふれあいモール内公衆トイレの日常清掃・電気料金等の費用 663,000 

合計 7,031,000 

※内訳に示す費用の負担については、協定に基づき各々が負担している。 

 

（３）ふれあいモール維持管理の範囲図  

 

ト
ナ
リ
エ
四
日
市

公衆トイレ

・・・ふれあいモール維持管理範囲

※着色箇所のうち、黒枠で囲った箇所は、

近畿日本鉄道株式会社の所有地
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９.近鉄高架下土地管理費について 

 

（１）事業の概要について 

道路と鉄道との連続立体交差化によって生じた高架下について、公衆用便所や自転車等

駐車場などの公共利用を行うため、公衆用便所の管理費及び土地使用料を計上している。 

 

（２）事業の内訳について                        単位：円 

 項目 用途 R8予算額 

公衆用便所 

消耗品費 公衆用便所パッキン等の部品購入 5,000 

電気料金  149,000 

上下水道料金  523,000 

施設修繕 公衆用便所機器の取替等修繕費 141,000 

清掃委託料 
清掃等業務委託料 

※シルバー人材センターに委託 
775,000 

土地使用料 土地使用料 
近鉄四日市駅高架下賃貸借料（合計 16筆） 

川原町駅高架下賃貸借料（合計 4筆） 
49,300,000 

合計 50,893,000 

 

（３）近鉄高架下土地管理費の位置図 

   近畿日本鉄道株式会社と借地契約している土地は別紙位置図のとおりである。 
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・・・借地箇所

近鉄

川原町駅

放置自転車置場

自転車等駐車場、広場

自転車等駐車場、公園

広場

位置図（近鉄川原町駅周辺）
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10.公共交通ネットワーク維持・再編事業費について 

 

（１）公共交通ネットワーク維持・再編事業費の概要 

基幹的な公共交通と端末交通が連携した効率的で持続可能な公共交通ネットワークを構築する。 

 

（２）令和７年度と８年度の事業費比較について 

①こにゅうどうくんライナー運行事業 

人件費や燃料費の高騰により、運行経費の増加が見込まれるため令和 7年度に比べ増額。 

 

②デマンドタクシー事業 

令和 8年度から、満 18 歳以上 69 歳以下の運転免許証非保有者を新たに制度の対象者に加え

ることによる運行費用の増額。 

 

③バス待ち環境整備事業補助金 

事業者へのバス待合所等整備予定数および内容の聞き取りにより減額。 

 

④乗り継ぎ拠点整備 

令和 7年度は、バスの乗り継ぎ拠点や待機場整備に向けた調査・検証費を計上。 

令和 8年度は、引き続きバスの乗り継ぎ拠点整備に向けた測量設計費を計上。 

 

⑤バス路線再編等検討業務 

令和 7 年度は河原田地区における AI 活用型乗合デマンド交通実証事業、及び市内交通空白

地域の移動需要を分析するための基礎データを取得。 

令和 8年度は、今後の「 バスタ四日市」の整備に合わせて、令和７年度に実施した実証事業

のデータや基礎データを活用し、市内バス路線再編等の検討を実施する。 

 

【当初予算額の比較】 

項 目 
令和 7年度 

【当初】 

令和 8年度 

【当初】 
差 額 

①こにゅうどうくんライナー運行事業 5,207,000 円 5,534,000 円 ＋327,000 円 

②デマンドタクシー事業 4,604,000 円 5,378,000 円 ＋774,000 円 

③バス待ち環境整備事業補助金 3,250,000 円 2,965,000 円 △285,000 円 

④乗り継ぎ拠点整備 9,218,000 円 5,400,000 円 △3,818,000 円 

⑤バス路線再編等検討業務 

(※令和 7年度はデマンド交通実証事業含む) 
52,948,000 円 12,500,000 円 △40,448,000 円 

合 計 75,227,000 円 31,777,000 円 △43,450,000 円 
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11.四日市市デマンドタクシーの利用実績について 

 

（１）四日市市デマンドタクシーの概要 

 市街化調整区域内の交通空白地域における公共交通利用環境の改善を図る。  

利用対象者：市街化調整区域の交通空白地域※に住む満 70 歳以上の方 

      ※：鉄道駅から直線距離で 800ｍを除く地域 

バス停から直線距離で 300ｍを除く地域（１日４往復未満のバス停を除く） 

利 用 券：利用登録者に年間 96 枚の利用券を配布 

(令和６年度から試験的運用として最大で 96 枚追加し、最大で 192 枚配布) 

      利用券 1枚でタクシー料金から 500 円を割引 

      １人１乗車につき、利用券を最大２枚まで使用可 

運行開始日：令和３年 10 月１日 

 

（２）各年度の利用実績 

 

 

利用実績 令和５年度 令和６年度 
令和７年度 

（～R8.1.31） 

令和７年度 

（～R8.3.31見込） 

利用登録者数 220人 243人 268人 270人 

実利用者数 121人 137人 145人 147人 

利用枚数 3,606枚 4,047枚 3,813枚 4,575枚 

 

（３）令和８年４月１日からの変更予定 

 変更前（～R8.3.31） 変更後（R8.4.1～） 

利用 

対象者 

市街化調整区域の交通空白地域に住む 

満 70歳以上の方 

市街化調整区域の交通空白地域に住む 

満 70歳以上の方、または満 18歳以上 

69歳以下の運転免許非保有者 

利用券 追加配布あり（年間最大で 192枚配布） 追加配布なし（年間最大で 96枚配布） 

 

220
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3,813 

3,500

4,000

4,500
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50
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200

250

300

令和5年度 令和6年度 令和7年度

（～R8.1.31）

四日市市デマンドタクシーの利用実績

利用登録者数 実利用者数 利用枚数

(人) (枚) 

(R7 見込) 

4,575 
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12.ＡＩ活用型乗合デマンド交通の実証事業について 

 

（１）ＡＩ活用型乗合デマンド交通実証事業の概要 

市街化区域の約６割が交通空白地域となっている河原田地区において、日常の移動手段を確

保するため、令和６年度からＡＩ活用型乗合デマンド交通の実証事業を実施。 

 

（２）実証事業の実施概要（下線部は拡充内容） 

 令和６年度 令和７年度 

実施期間 R6.11.15～R7.2.7 R7.9.16～R8.2.6 

運行範囲 
河原田地区、塩浜地区、内部地区 

日永地区の一部 

河原田地区、塩浜地区、内部地区 

日永地区、鈴鹿市の一部 

運行日・時間 月～金曜 6：30～20：00 
月～金曜 6：30～20：00 

土曜   9：00～16：00 

車両台数 ワンボックスカー１台 

月～金曜  ワンボックスカー１台 

乗用車１台 

土曜     乗用車１台 

乗降場数 19ヶ所 31ヶ所 

運賃 

同一エリア内 300円、エリア間移

動 400円。小学生、障害者及び一

部公共交通機関に乗り継ぎの場合

はその半額 

令和６年度同額 

半額対象者に免許返納者を追加 

定期券を導入 

予約方法 アプリ、電話 

 

（３）実証事業の実績 

 令和６年度 令和７年度（速報値） 

運行日数 ５５日     １１３日   

延べ利用者数 ３９２人  ７０９人  

実利用者数 ８５人  ７９人 

利用登録者数（累計） ２６７人  ３８６人  

１日当たりの平均利用者数 ７．１人  
６．３人  

（平日 7.1人 土曜 2.4人）  

定期券の利用者 ―  １人   

乗合率※１ １０％  ４％  

稼働率※２ ７％  ５％  
※１：乗合をしている時間 ／ 乗客が乗車をしている時間（稼働時間）  ※２：稼働時間 ／ 運行時間 

 

（４）今後の対応について 

地域の要望に応じて令和７年度に事業内容を拡充したが、平均利用者数の増加には繋がら

なかった。稼働率が低いことから、稼働時間に応じた費用負担となるような交通体系の構築

が必要と考えられる。 

実証事業は令和７年度をもって一旦終了し、令和８年度にこれまで実施した２カ年の実証

事業の内容を検証する。 
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13.令和８年度四日市あすなろう鉄道運行事業費について 

（１）四日市あすなろう鉄道運行事業費の概要 

四日市あすなろう鉄道の第三種鉄道事業者として、日々の線路・電路・車両の維持管理等を行うとと

もに、鉄道施設の更新を計画的に行うことで安全運行を図る。 

 

（２）令和８年度四日市あすなろう鉄道運行事業費の内訳 

単位：千円 

事業内容 内訳 区分 事業費 

工事 設備更新工事 

・信号保安設備（遮断機等）、電路設備（電柱等） 

 ・停車場設備（ホーム改良）【南日永駅】 

 ・まくらぎ改良（PC、FFU 化） 

補助（国 1/2、県 1/10） 

 
 
 

143,610 
 

 ・トイレ洋式化【あすなろう四日市駅】 補助（国 1/3、県 1/6） 

施設修繕工事 

 ・ホーム上屋補修等【泊駅】 
補助（国 1/2、県 1/10） 

 
 

36,630 
  ・踏切版補修等 市単 

委託 車両検査に係る費用 補助（国 1/3、県 1/6） 27,068 

あすなろう鉄道への保守業務委託 市単 95,000 

内部車庫更新計画検討業務委託 市単 14,707 

備品購入 信号保安設備（転てつ機等） 市単 5,340 

合 計 322,355 
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１．令和８年度予算額の差異について 

「四日市市総合計画 令和８年度推進計画 No.79 「ワミチ よっかいち」中央通り再

編事業」における事業費は、中央通りの道路・デッキ工事等に加え、都市公園（鵜の

森公園・諏訪公園）の再整備費用を合算したものとなっている。 

一方で、令和８年度当初予算資料については「中央通り再編事業（P150）」のみの

予算額を示していることから差異が生じている。 

なお、令和８年度当初予算資料の「中央通り再編事業（P150）」と、「都市公園整備

事業費（P152-153）」の両事業の予算額を合計すると推進計画（No.79）の事業費と同

額となる。 

 

・四日市市総合計画令和８年度推進計画 

No.79「ワミチ よっかいち」中央通り再編事業 ５，７２７，２１５千円 

 

・令和８年度当初予算資料 

P150    中央通り再編事業      ５，２５０，６１５千円 

P152-153 都市公園整備事業費         ４７６，６００千円 

                      合計 ５，７２７，２１５千円 

 

２．事業概要の記載内容の差異について 

推進計画（No.79）における事業概要の記載については「ワミチ よっかいち」とい

う政策パッケージ全体を示すものであるため、中央通りの再編（デッキや道路工事）

に加え、都市公園の再整備（鵜の森公園・諏訪公園）についても明記し、エリア全体

の主な取り組みを包括的に記載している。 

一方、当初予算資料（P150、P152-153）については、予算執行の事業単位ごとに個

別に作成しており、各事業の実施内容をより詳細に記載しており、資料間でピックア

ップしている事業内容や表現に違いがある。 

「ニワミチよっかいち」中央通り再編事業について 

令和 8 年 2 月定例月議会 

政策推進課、市街地整備課、公園緑政課 

四日市市総合計画令和 8 年度推進計画 P17 

予算書 P232～235、当初予算資料 P150、152～153 ＜追加資料＞ 

【当初予算資料(追加分)Ｐ.10 再掲】 
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14.令和７年度有償ボランティア制度による実証実験について 

 

（１）実施している団体 

令和 7年 7月に『公園、緑地の維持管理に関する有償ボランティア試行要領』 

（別紙参照）を定め、8月から有償ボランティア制度を希望する 9団体に制度説 

明を行った。 

そのうち、申し出のあった下記の 5団体と委託契約を締結し、実証実験を実施 

している。    

    
実施に至らなかった 4団体からは制度の活用を希望したものの、改めて体制面 

を検討した結果、実施することは困難である等の報告があった。 

   

（２）除草面積ごとの委託金額  

    

    ※委託金額には保険料を含む。 

団体名 実施場所 状 況

① 陽光台浮橋自治会
陽光台北部緑地、陽光台北公園
陽光台中央公園、陽光台西公園

R7.8.25 ～ R7.12.1

② 大治田自治会 大治田公園 R7.11.2 ～ R7.11.9

③ 堀木第一自治会 堀木公園 R7.10.1 ～ R7.11.30

④ 富田一色連合自治会 富田一色海浜緑地 R7.10.22 ～ R8.3.31

⑤ 浜田地区連合自治会 浜田１号緑地、浜田２号緑地 R7.12.1 ～ R8.3.31

工　　期

完  了

実施中

委託金額

500 ㎡以上 ～ 1,000 ㎡未満 86,000

1,000 ㎡以上 ～ 1,500 ㎡未満 116,000

1,500 ㎡以上 ～ 2,000 ㎡未満 146,000

2,000 ㎡以上 ～ 2,500 ㎡未満 176,000

2,500 ㎡以上 ～ 3,000 ㎡未満 206,000

3,000 ㎡以上 ～ 3,500 ㎡未満 236,000

3,500 ㎡以上 ～ 4,000 ㎡未満 266,000

4,000 ㎡以上 ～ 4,500 ㎡未満 296,000

4,500 ㎡以上 ～ 5,000 ㎡未満 326,000

5,000 ㎡以上 ～ 5,500 ㎡未満 356,000

5,500 ㎡以上 ～ 6,000 ㎡未満 386,000

6,000 ㎡以上 ～ 6,500 ㎡未満 416,000

6,500 ㎡以上 ～ 7,000 ㎡未満 446,000

7,000 ㎡以上 ～ 7,500 ㎡未満 476,000

面　　　　　　　　積

（単位：円）
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公園、緑地の維持管理に関する有償ボランティア試行要領 

 

令和７年７月１６日施行 

 

 

（目的） 

第１条 この要領は、自分たちのくらす地域に根差し親しまれている公園、緑地において、

美しく快適な公園、緑地にするための維持管理活動を市と地域住民等が対等なパートナ

ーシップを組んで積極的に推進することを目的として、市が管理する公園、緑地で行う

維持管理活動を有償ボランティア団体に委託する実証実験を行うにあたり、必要な条項

を定めるものである。 

 

（対象とする施設及び作業内容） 

第２条 この要領において、対象とする施設は、市が管理する 500 ㎡以上の公園及び緑地

とし、作業の内容は、契約を行う公園又は緑地の草刈りとする。 

 

（実施方法） 

第３条 草刈りを行おうとする有償ボランティア団体は、草刈り作業実施申出書（様式 1）

により市長に申し出るものとする。 

２ 市長は、委託を決定したときは、業務担当命令書（様式 2）により業務担当者を選任

し、業務担当者は申し出があった公園又は緑地の調査を行い、刈り取り面積及び業務委

託料の算定を行うものとする。 

３ 市長は、決定した刈り取り面積及び業務委託料を委託業務決定通知書（様式 3）によ

り契約書類の送付にあわせて有償ボランティア団体に通知するものとする。 

４ 市長は、事業を実施するに当たっては、有償ボランティア団体と草刈り作業委託契約

書（様式 4 及び様式 5）により委託契約を締結するものとし、「地方自治法施行令」第 167

条の 2 第 1 項第 1 号（規則で定める額を超えないものをするとき）及び同項第 7 号（時

価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みがあるとき）により、

随意契約とする。 

 

 

26/144



（契約内容） 

第４条 一契約につき複数の公園及び緑地を対象とできるものとするが、合計面積は、「四

日市市契約施行規則」に定める随意契約の額（50 万円）を超えない範囲で契約できる面

積とする。 

２ 有償ボランティア団体は、第１条の目的の趣旨を鑑み、業務の全部又はその主たる部

分を一括して第三者に委託してはならない。 

３ 有償ボランティア団体は、業務の一部を第三者に委託しようとするときは、あらかじ

め市長の承諾を得なければならない。ただし、業務の一部であっても公益社団法人四日

市市シルバー人材センターに委託してはならない。 

４ 契約することができる公園又は緑地は、原則として当該有償ボランティア団体の活動

区域内とする。 

５ 1 契約の刈り取り回数は 1 回とし、複数回刈り取りを行った場合も 1 回分の業務委託

料とする。 

６ 有償ボランティア団体は、刈り取った草を原則として四日市市クリーンセンターに搬

入し処理することとし、野焼きや堆肥化してはならない。なお、四日市市クリーンセン

ターへの搬入は、月曜日から金曜日（祝日を含む）の 9 時～12 時及び 13 時～16 時のみ

可能とする。 

７ 有償ボランティア団体は、刈り取った草の処理料を運搬車両 1 台毎に現金にて支払い、

処理が完了した証として計量票を保管し、市長の請求があった場合は、提示すること。 

８ 市長は、有償ボランティア団体が四日市市クリーンセンターにて刈り取った草を処理

するため、有償ボランティア団体に草刈り作業委託証明書を必要数発行する。 

９ 有償ボランティア団体が業務により四日市市クリーンセンターに搬入することができ

るものは、枝・葉・草に限る。なお、これ以外を不正に搬入した場合は「廃棄物の処理

及び清掃に関する法律」並びに同法律施行令及び同法律施行規則に基づき罰則を科され

ることがある。 

10 有償ボランティア団体は、四日市市クリーンセンターへ搬入する際、運搬車両 1 台毎

に草刈り作業委託証明書を携帯し、四日市市クリーンセンター職員の指示に従うこと。 

11 有償ボランティア団体が自ら搬入する際は、事前に自治会名又は市民緑地管理団体名

で廃棄物搬入許可を取得すること。 

12 有償ボランティア団体は、第９項における枝について、太さ 5cm 以下のものは長さ 50cm

以下とし、太さ 5cm を超えるものは長さ 1m 以下とすること。 
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13 有償ボランティア団体は、業務完了後速やかに廃棄物搬入許可の廃止届を提出し、草

刈り作業委託証明書を返却すること。 

14 有償ボランティア団体は、作業に当たって保険（傷害、賠償）に加入すること。ただ

し、既に加入している場合はこの限りではない。 

 

（契約額） 

第５条 一契約の契約額は、別表によるものとする。 

２ 有償ボランティア団体に委託する場合は、原則的に消費税は算定しないこととするが、

有償ボランティア団体が課税事業者であると確認できた場合は、消費税を加えて委託す

るものとする。 

３ 前項において消費税を加えて委託する場合、第４条第１項における面積は、消費税を

含み 50 万円を超えない範囲で契約できる面積とする。 

 

（完了届） 

第６条 有償ボランティア団体は、業務が完了したときは直ちに草刈り作業完了報告書（様

式 6）を提出しなければならない。 

 

（支払） 

第７条 当該有償ボランティア団体は草刈り作業完了報告書とともに、速やかに業務委託

料請求書（様式 7）を提出するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に委託

料を支払わなければならない。 

 

（その他） 

第８条 この要領に定めのない事項は、業務担当課と協議すること。 

２ この要領に基づき草刈りを実施した公園又は緑地については、原則として、当該年度

における市による草刈りは行わないものとする。 

３ この要領に基づき草刈りを実施した公園又は緑地については、原則として、当該年度

において有償ボランティア団体からの「草刈作業消耗品等申請書」の提出は行えないも

のとする。 

４ この要領を利用した一年度における契約は、一団体一契約までとする。 
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附則 

 この要領は、令和７年７月１６日から施行する。 
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15.市民に親しまれる公園ボランティア支援事業費について 

  

 

「市民に親しまれる公園ボランティア支援事業費」は、公園や緑地等の維持管理を目

的に市民ボランティア団体の活動を支援するための予算である。 

令和 7 年度は有償ボランティア制度による実証実験について、既決予算を活用し、

申し出のあった団体と委託契約を進めてきた。 

令和 8 年度は過去の実績を踏まえ、公園ボランティア支援に伴う草刈り機の替え刃

等の消耗品費や肥料等の原材料費を一部減額したものの、新たに有償ボランティアに

関する制度づくりに伴う除草業務委託費（5,000千円）を計上したことにより、令和 8

年度予算は令和 7年度に比べ 3,800千円の増額となった。 

 

【Ｒ７年度予算】6,000千円 ⇒ 【Ｒ８年度予算】9,800千円 （＋3,800千円） 
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16.住み替え支援促進事業補助金の実績について 
 
 
（１）目的 

  定住促進や子育て環境の向上、空き家・空き地の有効活用を図るため、子育て世帯等に
対して、親世帯との近居や同居をはじめとする住み替えについて支援するとともに、旧耐
震住宅除却促進等、空き家・空き地の利活用を促進する。 

 
（２）過去３年分の住み替え支援促進事業における各補助金の実績内訳 

区 分 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

子育て・若年夫婦世帯の住み替え支援補助金 
中古住宅の 

取得補助 
 4件 27件 22件 

子育て・若年夫婦世帯の近居支援補助金 
中古住宅の 

取得補助 
 6件 10件 13件 

三世代同居等支援補助金 リフォーム補助 15件  7件 8件 

狭小宅地改善及び同居等支援補助金 敷地増し補助  0件  0件 0件 

旧耐震空き家除却促進補助金 

旧耐震基準の 

空き家の除却 

促進補助 

 8件  11件 10件 

空き家・空き地バンク登録奨励金 
バンクへの 

登録・成約奨励金 
12件  24件 14件 

空き家流通促進補助金 

リフォーム補助 

家財処分 

建物状況調査 

―   3件 2件 

空き家取得活用補助金 リフォーム補助 ―   9件 8件 

市街化調整区域における空き家賃貸活用補助

金 

許可申請書類 

作成補助 

リフォーム補助 

―   0件 0件 

令和 7年度は申請件数 

 

（３）市街化調整区域における空き家賃貸活用補助金の拡充について 

市街化調整区域における空き家を賃貸住宅に用途変更する際に必要な許可申請書類作成

費について、実情に合わせた手続き費用に対応すべく、現行の上限 10万円を令和 8年度

から上限 30万円に拡充し、既存集落の維持・地域再生に取り組んでいく。 
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17.市営住宅の高齢者・障害者向け住宅改良事業費について 

 

 

・ 高齢者・障害者向け住戸の改修について 

 

急速に進行する高齢化社会などに対応するため、市営住宅を高齢者・障害者向

けに改修する事業は、高齢者・障害者向け住宅改良事業及び市営住宅整備事業

において実施している。 

高齢者・障害者向け住宅改良事業は、既存の一般世帯向け住戸のトイレ及び浴

室などに手すりを設置するとともに、浴室や玄関の段差を極力解消し、高齢者・障害

者が安心して暮らすための改良を行うものである。 

令和７年度は、２部屋の改良工事を１９，７９４千円で行い、令和８年度は、今後、

改修する２部屋の改良工事設計業務を２，２００千円で予算計上している。 

   なお、長寿命化計画による外壁改修のほか、高齢者・障害者に対応する既存住

戸の改修などを行う市営住宅整備事業において、高齢者世帯向けとして提供して

いた住戸を全面的に改修して、トイレや浴室などへの手すり設置や段差の解消など、

現在の高齢者の仕様にする改修を行っている。令和 7 年度は、１部屋分の改修工

事設計業務を９６７千円で行い、令和８年度は、１部屋分の改修工事を９，４５０千円

で予算計上している。 

 

 

         

  【高齢者・障害者向け住宅改良事業において改修した事例】 

 玄関部手すり・ステップ設置 洋式トイレと手すり設置 台所流し設置 

ユニットバス設置（段差無） 

32/144



18.土地区画整理事業費について 

（１）本市の土地区画整理事業 

土地区画整理事業は、道路や公園などの公共施設の整備と宅地の利用増進を目的と

して、換地手法により土地の区画形質を変更する手法であり、本市においても市街地

整備の基本的な手法として広く活用されてきた。 

以下の者が事業を施行することができる。 

・県や市などの公共団体 

・土地の所有者等が一人あるいは数人共同による個人 

・７人以上共同して設立する組合 等 

◇四日市市で施行された土地区画整理事業 

施行者 地区数 施行面積(ha) 施行地区 

県 ４ 604.0 臨海、戦災復興、南部丘陵、浜田 

市 ３ 192.2 西浦、浜田第二、末永・本郷 

計 ７ 796.2  

個人・共同 ７ 19.6 中里、笹川南、山城・東山 他４地区 

組合 ２９ 262.3 釆女、伊坂、波木・釆女、別山 他２５地区 

計 ３６ 281.9  

 

（２）垂坂町における地区画整理事業の概要 

下図に示す垂坂町の区域において、組合による土地区画整理事業の施行を目的に、

令和７年１１月に準備組織が発足した。 

土地利用については、予定箇所の大半を占める用途地域（第一種低層住居専用地

域）に合致する住居系となる予定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施行面積：約 14ha 

地権者数：約 65名 

ハイテク工業団地 
四日市 

クリーンセンター 

予定箇所 

33/144



 

（３）土地区画整理事業への助成について 

土地区画整理事業を円滑に促進させ、健全な市街地の造成を図ることを目的に四日市

市土地区画整理事業助成規則を設け、組合などの事業の施行者に対して助成を行ってき

た。 

今回、垂坂町における新たな組合による土地区画整理事業の施行予定者（準備組織）

に対して、助成規則に基づき、組合設立認可申請に必要な経費（測量・調査・設計等）

の助成を行うものである。【下表参照】 

令和８年度は組合設立申請に必要な経費のうち、現地測量や基本構想の作成などに要

する費用４５，７００千円について、助成を行うため予算計上している。 

今後についても、事業の進捗に応じて助成を行う予定である。 
 

◇四日市市土地区画整理事業助成規則 助成区分と範囲抜粋 

区   分 助成の範囲 

組合設立認可申請※に必要な経費 市が必要と認めた経費の１０分の１０以内 

緑化 植樹工事費の２分の１以内 

幅員６メートル以上の区画道路 築造（側溝等を含む）及び舗装の経費の２分の１以内 

公園 整地及び施設(遊具を除く。）の整備費の２分の１以内 

上幅１メートル以上又は内径０．６

メートル以上の水路 

築造費の２分の１以内 

洪水調整池 築造費の２分の１以内 

下水道布設 汚水管布設に要する経費の２分の１以内 

 

※組合設立認可申請に必要なもの：定款、事業計画書、地権者同意書 

 
(参考) 
〇定款（土地区画整理法第十五条関係） 

・組合の名称 

・施行の地区 

・事業の範囲 

・事務所の所在地 

・参加組合員に関する事項 

・費用の分担に関する事項 

・役員の定数、任期、職務の分担並びに選挙及び選任の方法に関する事項 

・総会に関する事項 

・総代会を設ける場合においては、総代及び総代会に関する事項 

・事業年度 

・公告の方法 

 

〇事業計画書（土地区画整理法第十六条関係） 

・施行区域 

・設計の概要 

・事業施行期間 

・資金計画 
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追加資料 

 
 

 

 

 

 

都市整備部 
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１. 地域維持型道路・河川等維持修繕業務委託（単価契約）契約の相手方 

について 

(１) 目的 

   緊急時における迅速な対応の強化や業務の効率化を図るため、土木関係の工種を集

約し、本市北部８地区、中部８地区及び南部８地区の地区市民センター管内における

道路・河川等の維持修繕を実施する。 

 

(２) 概要 

   道路・河川等維持修繕業務 一式 

道路 （道路維持、舗装補修、交通安全施設、 

路面標示、雪氷対策） 

    河川等（河川水路維持、溜池維持、 

調整池維持） 

(３) 契約方法 

随意契約（公募型プロポーザル方式） 北部、中部、南部 各１社 

 

(４) 参加資格要件（抜粋） 

本市北部、中部及び南部に本店を有し、地域維持型共同企業体の代表者となる者は、

土木一式工事Ａランク、代表者を除く構成員は、土木一式工事（ランク指定なし）と

し、すべての構成員は、国家資格者又は実務経験者を主任技術者として適正配置でき

る者とする。また、構成員数は、代表者を含め 3 者以上 12 者以下とする。 

(５) 契約の相手方（過去３ヵ年分） 

   ㈱中村組（代表者） 福道建設㈱（代表者） 信藤建設㈱（代表者）

㈱久志本組 アイトム建設㈱ ㈱五十嵐建設

㈱サンエイ工務店 朝日土木㈱ ㈱伊勢森建設

三和建工㈱ 高砂建設㈱ 岡田工業㈱

㈲服部組 生川建設㈱ ㈱河北組

㈱穂積建設 森崎建設㈱ 北三重技建㈱

㈱丸谷建設 西出建設㈱ 新陽工業㈱

守成建設㈱ 中央建設㈱ ㈱杉本組

㈱富洋組 日進建設㈱

㈱リョーケン 別府建設㈱

東邦地水㈱

構成員数 8 構成員数 11 構成員数 10

㈱穂積建設（代表者） 森崎建設㈱（代表者） 信藤建設㈱（代表者）

㈱久志本組 アイトム建設㈱ ㈱五十嵐建設

㈱サンエイ工務店 朝日土木㈱ ㈱伊勢森建設

三和建工㈱ 高砂建設㈱ 岡田工業㈱

㈱中村組 生川建設㈱ ㈱河北組

㈲服部組 福道建設㈱ 北三重技建㈱

㈱丸谷建設 西出建設㈱ ㈱杉本組

守成建設㈱ 中央建設㈱ 日進建設㈱

㈱富洋組 別府建設㈱

㈱リョーケン

東邦地水㈱

構成員数 8 構成員数 11 構成員数 9

㈱伊藤興業（代表者） 中央建設㈱（代表者） 信藤建設㈱（代表者）

㈱清倉商店 アイトム建設㈱ ㈱五十嵐建設

㈱新美興業 朝日土木㈱ ㈱伊勢森建設

㈲古市興業 高砂建設㈱ 岡田工業㈱

㈲東海ライズ 生川建設㈱ ㈱河北組

㈲服部建設工業 福道建設㈱ 北三重技建㈱

㈱ニイミ 森崎建設㈱ ㈱杉本組

㈱ヤマダ設備工業 ㈱富洋組 日進建設㈱

㈱リョーケン 別府建設㈱

東邦地水㈱

構成員数 8 構成員数 10 構成員数 9

契約年度 委託名
各ブロック　構成員

北部 中部 南部

令和６年度
～令和８年度

令和６年度～令和８年度
地域維持型道路・河川等維持修繕業務委託

令和４年度
～令和６年度

令和４年度～令和６年度
地域維持型道路・河川等維持修繕業務委託

令和５年度
～令和７年度

令和５年度～令和７年度
地域維持型道路・河川等維持修繕業務委託
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２.市中心部における駐車場および共同住宅の状況について 

 

令和７年９月１２日の豪雨による被害を受け、緊急で実施した市中心部での月極駐車場

の契約状況調査の結果及び当該区域内における共同住宅（マンション等）の立地状況は次

のとおりである。 

（１）月極駐車場について 

 ・収容台数：3,509台（令和 7年 10月下旬時点） 

  ⇒上記のうち、ヒアリング調査を実施し、回答が得られた 1,749 台分について、ほぼ

空きはない状況（契約率 98.6%） 

（２）共同住宅について 

 ・施設数：約 120棟 

 ・世帯数：約 2,100世帯（令和 6年 4月時点） 

（３）附置義務駐車場※について 

調査範囲において、中心市街地再開発プロジェクトが本格的に動き出した令和元年以降

に着手した、附置義務の対象となる延べ面積 2,000m2 以上の共同住宅の状況は以下のと

おり。 

・着手数 ：8棟 

・戸数  ：636戸 

・駐車場数：216台 

・うち附置義務駐車場数：76台 

●調査範囲位置図 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ｊ
Ｒ
四
日
市
駅 

※附置義務駐車場 

駐車場法に基づく「四日市市建築物における駐車施設の附置等に関する条例（以下、「附

置義務条例」という。）」により、一定規模以上の建築物の新築・増築を行う場合、建築面

積に応じて駐車施設の設置を義務付けるもの。 

マンション等の住民のための駐車場は主たる対象ではなく、宅配などの外部からの駐車

需要を対象としており、附置義務駐車場台数は戸数より少ない台数となる。 

凡 例 

調査範囲 

附置義務対象の共同住宅 
(令和元年以降に着手) 

月極駐車場 
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（４）附置義務条例について 

①対象区域 

駐車場整備地区・商業地域（臨港地区は除く）・近隣商業地域 

②対象建築物 

1)特定用途建築物(店舗・事務所・ホテル・病院・工場等(駐車場法施行令第 18条)) 

⇒延べ面積 1,000 ㎡を超えるものが対象 

2)非特定用途建築物（特定用途以外の用途：住宅・集合住宅） 

⇒延べ面積 2,000 ㎡を超えるものが対象 

③特定・非特定用途附置義務台数の計算例 

用途 
延べ面積 

1,010 2,010 3,000 4,000 5,000 10,000 
算定に用いる除数 

特定 

用途 

150㎡ 
(百貨店その他店舗の用途に供する部分) 

1 9 16 24 32 67 

200㎡ 
(事務所の用途、特定用途に供する部分) 

1 7 12 18 24 50 

非特定 

用途 

450㎡ 
(市長が別に定める区域(中心市街地周辺)) 

- 1 4 7 10 23 

300㎡ 
(市長が別に定める区域外) 

- 1 5 10 15 34 

（５）附置義務条例の改正について 

・附置義務条例を改正しない場合、令和 8年 4月以降に工事着手する共同住宅について、

特定用途となり、駐車施設の附置義務が強化されることとなる。 

・附置義務駐車施設台数について、近年の平成 29年から令和 8年までの間に建設された 

共同住宅の事例を基に算定すると、下表のとおりとなる。 

 延べ面積 

(m2) 

階数 

(階) 

戸数 

(戸) 

駐車施設附置義務台数(台) 

条例改正する 
【現行通りの運用】 

条例改正しない 
【附置義務強化】 

1 11,164 15 121 25 56 

2 4,042 15 43 7 19 

3 2,921 15 81 3 12 

・附置義務の強化は、建設済の共同住宅に適用されることはないが、令和 7年 12月に建

築確認済で令和 8 年 4 月以降に工事着手予定の共同住宅が 1 棟あり、条例改正を行わ

ない場合、附置義務駐車施設の台数増加が必要となり、建築手続きに支障が生じる恐

れがある。 

・他都市においても、本市と同様に現行どおりの運用とするため共同住宅を特定用途か

ら除くよう条例改正する意向を確認しており、本市が条例改正せず附置義務を強化し

た場合、他都市と比べ土地活用がしにくくなり、まちの活力低下につながる恐れがあ

る。 

 

 

 

(台) 

駐車場法の主旨や本市における駐車場の状況、駐車需要などを踏まえ、駐車場法

施行令で特定用途に追加された共同住宅について、過度な駐車施設の附置義務を

求めず現行通りの運用とするため、特定用途から共同住宅を除くよう条例の一部

改正を行う。 
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所管事務調査 資料 

 
 

 

 

 

 

都市整備部 
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令和７年度第３回四日市市営住宅入居者選考委員会について 
 
令和７年度第３回四日市市営住宅入居者選考委員会を下記のとおり行いましたので報告します。 

 
記 

１．開催日   令和８年２月２５日(水) 午前１０時 

２．場 所   四日市市役所 ６階 本部員会議室 

３．議 事 

議題Ⅰ．令和７年度第３回定期募集応募者の選考及び抽選会について 

(１) 募集期間  令和８年２月２日（月）から２月６日（金） 

 

(２) 公開抽選会 令和８年３月１０日（水）午前１０時～ （総合会館８階 視聴覚室） 

 
※ 参考 部屋抽選とは、公募戸数と申込者数が同数以下で、入居する部屋を決める抽選方法。 

申込区分 公募団地 構造 公募戸数 申込者数 申込倍率 特記事項

三重 中層耐火構造 2 0 0.0

丸の内町 中層耐火構造 1 5 5.0 一斉抽選　

内部泉町 中層耐火構造 1 3 3.0 一斉抽選　

大瀬古新町
（２ＬＤＫ）

中層耐火構造 1 7 7.0 一斉抽選　

曙町（２ＤＫ） 中層耐火構造 2 9 4.5 一斉抽選　

前田町 中層耐火構造 1 1 1.0 無抽選

多人数（子育
て）世帯 坂部が丘

簡易耐火構造二階
建 1 0 0.0

高齢者世帯 三重・１階 中層耐火構造 2 2 1.0 部屋抽選

障害者世帯 三重
簡易耐火構造平屋

建 1 0 0.0
高齢者世帯/

単身者 坂部が丘
簡易耐火構造平屋

建 1 5 5.0 一斉抽選　

大瀬古新町
（１DK）

中層耐火構造 1 26 26.0 一斉抽選　

曙町（１DK） 中層耐火構造 1 14 14.0 一斉抽選　

あさけが丘 中層耐火構造 1 1 1.0 無抽選

高花平 中層耐火構造 1 0 0.0

坂部が丘
簡易耐火構造二階

建 2 0 0.0

坂部が丘 中層耐火構造 1 2 2.0 一斉抽選　

合　　計 20 75 3.8

一般世帯

一般世帯/
単身者

若年単身者
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議題Ⅱ．随時受付団地の申込状況について 

 
 

議題Ⅲ．その他 
 

 

≪質疑≫ 

Ｑ：物価高の影響を受け、民間の家賃が上がっていると聞いている。しかしながら、賃金上昇が追いついて 

  いないことで、市営住宅への申込を検討する人が増えてくる可能性があるが、優先して入居させる考え 

  があるか。 

Ａ：市営住宅は住宅困窮者向けの住宅であり、公営住宅法に基づく収入基準が設けられており、物価高だけ 

  を理由に直ちに入居を可能とすることは難しい。 

 

Ｑ：外国籍の申込者は日本語を話せるのか。 

Ａ：今回申込者のうち約２割の方が外国籍の方であり、約半数の方は日本語の受答えは可能であるが、残り 

 の方は受答えも難しい。 

 そういった方の場合、通訳や日本語が話せる親族などに同席してもらうなどして申込事務を進めてい 

 る。 

 

Ｑ：なぜ、随時受付している団地で入居待ちが発生しているのか。 

Ａ： 入居を希望する団地に、空き部屋がない場合や、入居者の退去後の修繕に日数を要する場合などは提 

  供するまでに時間を要する旨を説明し、その上でお待ちいただける意向であれば申込を受付けるため、 

 入居待ちが発生している。 

 

申込件数
(B)

辞退件数
（C)

入居件数
（D)

登城山 0 6 2 1 3

高花平 2 3 2 0 3

あさけが丘 1 3 0 3 1

坂部が丘 2 5 0 5 2

茂福 1 3 0 2 2

寺方 0 1 0 0 1

天白 0 1 0 1 0

赤堀 1 1 0 1 1

計 7 23 4 13 13

R8.2.1時点
入居待ち件数
（A+B-C-D）

R7.9.30時点
入居待ち件数

(A)

R7.10.1～R8.1.31の状況
団地名

43/144



 

 

令和８年２月市議会定例月議会 

（令和８年３月３日） 
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その他報告 資料 

 
 

 

 

 

 

都市整備部 
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１.宅地造成及び特定盛土等規制法に関する権限移譲について 

 

 

（１）経緯 

令和３年７月静岡県熱海市で大規模な土砂災害が発生したことなどをきっ

かけに、宅地造成等規制法が法律名、目的も含めて抜本的に改正され、危険

な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制し、盛土等に伴う災害を防止する

ことを目的とした「宅地造成及び特定盛土等規制法」（以下「盛土規制法」と

いう。）が令和５年５月２６日に施行された。 

令和７年５月２６日三重県は盛土規制法に基づく規制区域を指定してお

り、四日市市の全域が宅地造成等工事規制区域もしくは特定盛土等規制区域

に指定され、一定規模以上の盛土等を行う場合は、あらかじめ都道府県知事

の許可等が必要となった。 

また、盛土規制法では、「都市計画法の開発行為の許可を受けたときは盛土

規制法の許可を受けたものとみなす」と定められており、四日市市が行う開

発行為の許可が盛土規制法の許可とみなされることとなった。 

 

出典：国土交通省ウェブサイト 

（https://www.mlit.go.jp/toshi/web/content/001603831.pdf） 
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出典：国土交通省ウェブサイト 

（https://www.mlit.go.jp/toshi/web/content/001603831.pdf 

 

（２） 権限移譲に関する三重県とのやりとり 

四日市市が行う開発行為の許可が盛土規制法の許可とみなされる一方で、

盛土規制法に基づく中間検査や定期報告の事務手続きは、盛土規制法を所管

する三重県が行っており、非常に非効率な運用となっていることから、住民

からは「一本化してほしい」との要望をいただいている。 

住民の利便性向上の観点から、四日市市は三重県と協議を行い、中間検査

や定期報告の事務手続きの権限移譲を受けることとした。 

現在、三重県議会に権限移譲に関する議案が上程されており、可決されれ

ば、令和８年８月１日から四日市市が盛土規制法に基づく中間検査や定期報

告の事務手続きを行うこととなる。 

 

（３） 今後の予定 

三重県議会での可決後には、盛土規制法の中間検査に関する手数料を四日

市市が徴収する必要があることから、四日市市都市計画法関係手数料条例を

改正する議案を６月定例月議会に上程する予定である。 
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２.四日市市立地適正化計画の見直しについて 

（１）見直しスケジュール 

時 期 内 容 

令和 7年 5月～6月 
◇学識者への意見聴取（第 3回）（見直し素案） 

 ※第 1回～第 2回は令和 6年度に実施 

令和 7年 7月 30日 ★第 68都市計画審議会への報告（見直し素案） 

令和 7年 8月 1日～9月 30日 ●24地区市民センター説明会（見直し素案） 

令和 7年 9月～10月 ▲関係機関・関係団体等への意見聴取（見直し素案） 

令和 7年 10月～11月 ◇学識者への意見聴取（第 4回）（見直し案） 

令和 7年 11月 26日 ★第 69回都市計画審議会への報告（見直し案） 

令和 7年 12月 11日 ▽都市・環境常任委員会への説明（見直し案） 

令和 7年 12月 12日 

～令和 8年 1月 9日 
●見直し案の市民意見募集（パブリックコメント） 

令和 8年 1月 ◇学識者への意見聴取（第 5回）（最終案） 

令和 8年 2月 3日 
★第 70回都市計画審議会への意見聴取（最終案） 

※あわせて都市計画マスタープラン全体構想（最終案）の報告 

令和 8年 2月 12日～3月 24日 
▽令和 8年 2月議会への説明（最終案） 

※あわせて都市計画マスタープラン全体構想（最終案）の付議 

令和 8年 3月 30日（予定） 公表 ※あわせて都市計画マスタープラン全体構想の告示 

 

 

（２）パブリックコメントの結果について  

○日 時：令和 7年 12月 12日（金）から令和 8年 1月 9日（金）まで 

○意見提出者数：2名 

○意 見 件 数：4件 

○意見の内容： 

立地適正化計画 

No 意見要旨 意見に対する考え方 

第 3章 基本的な方針  

1 

【3-2 目指すべき将来都市構造】 

・拠点へのアクセスについて 

拠点として位置づけられているもののう

ち、買い物拠点は沿道商業の自然発生的進

展、工場跡地への大規模店の立地といっ

た、従来の都市計画の意図とは異なる形で

成立したものである。 

従って、拠点相互の連絡、周辺市街地から

のアクセスなど、交通拠点を含めて拠点と

本市は、臨海部から都市が発展してきましたが、産業の

振興とともに増加する人口の受け皿として、郊外部に住

宅団地が造成されました。そうした中で土地利用転換な

どにより、生活を支える拠点的な商業機能が立地してい

ます。立地に際しては、商業系土地利用を図るエリアと

して都市計画マスタープラン全体構想に位置付けるとと

もに、商業系の用途地域を指定し、大規模な商業機能の

立地を限定するなど、市域全体でバランスの取れた土地

利用となるよう計画しています。 

（★:都市計画審議会関連 ▽:市議会関連 ●:市民関連 ◇学識者関連 ▲関係機関・関係団体等関連） 
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して備えるべきインフラについての方針が

欠如しているように感じられる。 

買い物拠点や及び交通拠点は、将来都市構造イメージに

示すとおり、市域の北部、中部、南部において、まちづ

くりの軸となる基幹的公共交通の沿線付近にバランスよ

く位置しています。 

これらを踏まえ、市民、交通事業者、行政機関など交通

に関わる関係者が連携しながら、各拠点へのアクセスを

含めて、中心市街地を中心とした交通ネットワークの維

持・再編に取り組んでいく考えです。 

なお、拠点間のネットワークのニーズなどのご意見につ

いては、交通事業者への情報提供に努めてまいります。 

2 

【3-2 目指すべき将来都市構造】 

・中心拠点について 

かつては商業業務機能が集積する市内随一

の地区であり、商業地域に指定されている

区域が大半を占めているが、用途地域指定

の趣旨に反して近年、商業機能は郊外に分

散し、住宅地への転換が進んでいる。 

中心市街地活性化計画が策定されて久しい

が、とりわけ三滝通り以東の区域では、JR

四日市駅周辺を含め低利用の土地が増加し

ており、地価も郊外住宅地より低い状況に

あるなど、活性化とは逆行している。銀行

跡地など比較的規模の大きい敷地ではマン

ションなどに土地利用転換されているが、

アーケードなど商店街としてのインフラが

整備されている沿道に商業地としての顔を

持たないため、商業地としてのポテンシャ

ルは下がる一方である。 

元々、住居併用型の小規模な個人店舗を主

としていたため、商業サービス部分が流出

した結果、住部分のみが残され、戸建て住

宅地になりつつあるが、現行都市計画では

400～500％の高容積率が指定されているた

め、現状を放置すると、比較的狭い敷地で

もワンルームマンションなどは立地しやす

く、中心拠点の姿としては疑問が残る。JR

駅周辺では大学誘致の計画もあるが、地域

の活性化には強力なインセンティブを地権

者に与え、再開発を促進するなどの方策も

必要であろう。 

本市は、臨海部から都市が発展してきましたが、産業の

振興とともに増加する人口の受け皿として、郊外部に住

宅団地が造成される中で現在の都市構造が形成されてき

ました。そうした中で、県内最大の乗降客数を誇るター

ミナル駅である近鉄四日市駅側に比べ、JR四日市駅側は

住宅系土地利用の割合が高く、駐車場などの低未利用地

も多い状況であることは認識しています。 

中心市街地においては、そうした状況や鉄道駅からの利

便性、関連計画等で検討してきたこれまでのまちづくり

との継続性などを考慮し、中心市街地活性化基本計画の

計画区域を都市機能誘導区域として設定し、市内外から

多くの人が訪れ、働き、学び、楽しみ、交流するような

都市機能の誘導を図ることとしています。 

JR四日市駅周辺では、交通結節機能の拡充や都市と港が

一体となったまちづくりを進めるとともに、大学や知と

交流の拠点施設（図書館を核とした複合施設）など広域

的な都市機能の集積を図ることにより、土地の高度利用

や土地利用転換による都心居住を進め、本市の活性化の

核となる中心市街地の人口を増やしていく考えです。 

ご提案いただいた方策などのご意見については、施策推

進にあたり参考とさせていただきます。 
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以上を踏まえると、従来のように中心拠点

を近鉄駅から JR駅までを一括りで捉えるの

ではなく、JR駅周辺については新都市拠点

のようなネーミングで、四日市の新たな顔

となるような施策をとる必要があるのでは

ないかと考える。 

3 

【3-2 目指すべき将来都市構造】 

・コンパクトシティの実現は？ 

将来人口の減少が見込まれる中で、市街地

の外延化には終止符を打つべきであり、里

山の保全、農業生産基盤の維持と併せて市

街地の縮小（逆線引き＝コンパクトシテ

ィ）の方針も必要ではないかと考える。 

インフラが整備されている市街地中心部へ

の人口回帰には、現行制度にはない土地政

策（例えば中心市街地活性化計画内の土地

の債権化による土地利用の流動性促進など

→四日市方式）も計画の中で提示すべき時

期に来ていると考える。 

本市におけるコンパクトシティの考え方としては、人口

減少・高齢化が進展する中で、無秩序な市街地の拡大を

抑制し、豊かな自然環境や優良な農地の保全と既成市街

地の再整備や有効活用により、自然と都市の調和のとれ

たまちづくりを目指す考えです。 

生活サービスや災害リスクなども踏まえて設定した居住

誘導区域において、計画期間である 2040年時点の人口密

度は、住宅地として確保すべき最低限の水準である 40人

/haを維持する見込みであり、この前提に基づき各種施

策に取り組みます。 

都市の活力の中心で高次都市機能が集積し、広域交通ネ

ットワークの中心でもある中心市街地については、中心

市街地再開発プロジェクトに呼応する形で人口回帰基調

にあることから、引き続き、都市機能誘導に係る施策を

進め、民間投資の誘導を図ります。ご提案いただいた政

策などのご意見については、施策推進にあたり参考とさ

せていただきます。 

第 7章 防災指針  

4 

【P49 災害リスク分析（高潮）】 

伊勢湾台風時の高潮潮位を具体的に表記

を。 

上陸時 929.5ミリバール、20時～21時頃台

風通過、平均最大風速 37mの暴風、時には

50mを超える暴風、気圧の低下と強風で水

位の上昇は推算潮位 3.55m（高潮）も超え

た。高まった海面に立つ波高 3mの怒涛(ど

とう)は防波堤を超え、堤防を崩し浸水して

人家を破壊し、非命の死をとげた市民が多

数。 

P49の「過去最大規模(伊勢湾台風級 930hPa、堤防決壊な

し)」の文言は、三重県において水防法に基づく高潮の浸

水想定を算出するにあたり、台風の規模やインフラの状

況など想定される諸条件を示したものであり、伊勢湾台

風の被害状況などを示すものではありません。 

なお、立地適正化計画の末尾に用語集をつけることとし

ており、伊勢湾台風について、公表資料やいただいたご

意見など踏まえて記載します。 

伊勢湾台風：昭和 34年 9月 26日に発生した大規模な台

風。台風通過時が伊勢湾の満潮時と重なり、気圧の低下

(上陸時 929.5ミリバール)と強風(瞬間最大風速 50m/s

超)で潮位が高くなった(平均潮位より 2m高い 5m近い高

波)ことから、四日市市では富田・富洲原地区を中心に、

死者 115人、家屋の全半壊合わせて 3,695戸、床上浸水

15,125戸、床下浸水 3,064戸という未曾有の高潮被害を

出した。 
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（３）学識者への意見聴取（5回目）について  

パブリックコメントの意見などを踏まえ、立地適正化計画及び都市計画マスタープラン全体構想

の最終案を作成し、学識経験者への意見聴取を実施。 

○学識者の概要                            ※順不同敬称略 

主 分 野 氏 名 所属、役職等 

都市計画 村山 顕人★△ 東京大学 大学院工学系研究科 教授 

区域区分 浅野 純一郎※◆ 豊橋技術科学大学 建築･都市システム学系 教授 

交  通 松本 幸正△※ 名城大学 理工学部社会基盤デザイン工学科 教授 

防  災 中居 楓子 東京大学 空間情報科学研究センター 講師 

★総合計画策定委員会委員 △立地適正化計画検討会議委員 ※四日市市都市計画審議会委員 ◆三重県都市計画審議会委員 

○意見の概要 

・立地適正化計画の将来都市構造イメージの中心拠点について、都市計画マスタープラン全体

構想と整合が取れていないのではないか。 

・立地適正化計画の防災指針の高潮の伊勢湾台風に関する記載について、可能な範囲で潮位を

具体的に示すべき。 

・都市計画マスタープラン全体構想、立地適正化計画ともに、公表にあたり計画を通して文章の

構成などが統一されているか確認されたい。また、図で凡例が小さい箇所は大きくするなど

見やすくされたい。 

 

（４）第７０回都市計画審議会への意見聴取について  

見直し最終案について、都市再生特別措置法第８１条第２２項の規定に基づく意見聴取を実施。 

○答申 

・異議なし 
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（５）見直し内容について 

■新旧対照表 

 

 

 

 立地適正化計画  立地適正化計画 

頁 最終案 頁 パブリックコメント案 

16 第 3章 立地適正化計画における基本的な方針 

3-2 目指すべき将来都市構造 

■目指すべき将来都市構造イメージ 

 

16 第 3章 立地適正化計画における基本的な方針 

3-2 目指すべき将来都市構造 

■目指すべき将来都市構造イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

令和 7年 12月 11日の都市・環境常任委員会にて示したパブリックコメント案から変更及び追記した箇所について記載 

※主に記載内容の見直しや新たに追記した箇所について記載しており、文言や図表の一部修正など軽易なものは省略 

将来都市構造イメージについて、都市計画

マスタープラン全体構想と整合を図った 

※リニア中央新幹線の整備にあわせ、名古屋駅に直結する形で高速道

路が整備される予定であり、鉄道による移動効率の向上に加え、高速
道路を経由した公共交通ネットワークのアクセス性向上も期待される 

摘要凡例

近鉄四日市駅周辺からJR四日市駅周辺に
かけての中心市街地

中心拠点

富田周辺（買い物拠点(富田・富洲原周辺)と
交通拠点(近鉄富田駅)）

地域拠点

富田・富洲原周辺、日永・泊周辺、
尾平・生桑周辺

買い物拠点

近鉄富田駅、塩浜駅交通拠点

四日市港及び臨海部工場地帯＋コンビナート、
内陸型産業地、産業の維持・増進を図る区域

産業拠点

区域
市街化
区域

居住誘導
区域

市街化
調整区域

摘要凡例

まちづくりの
骨格となる
公共交通
ネットワーク軸

近鉄名古屋線・湯の山線、ＪＲ関西本線、伊勢鉄道、
三岐鉄道三岐線、あすなろう鉄道内部・八王子線

鉄道・鉄道駅

居住地と拠点や就業地を結ぶ基幹的バス路線
（30本/日相当運行路線）

基幹バス
ネットワーク

三重交通、三岐鉄道、四日市市自主運行バス、NPO法人生活バス
四日市、こにゅうどうくんライナー

バス停
バスターミナル
バス乗り継ぎ拠点

郊外部から公共交通ネットワーク軸や生活拠点を結ぶ交通ネットワーク支線交通

国道1号・23号、北勢BP（整備中）、国道477号BP、霞4号幹線,、東名阪
自動車道、伊勢湾岸自動車道、新名神高速道路、東海環状自動車道

高速道路、
幹線道路

リニア時代や広域幹線道路ネットワークを生かした将来イメージ将来ネットワーク

摘要凡例

近鉄四日市駅周辺からJR四日市駅周辺に
かけての中心市街地

中心拠点

富田周辺（買い物拠点(富田・富洲原周辺)と
交通拠点(近鉄富田駅)）

地域拠点

富田・富洲原周辺、日永周辺、尾平・生桑周辺買い物拠点

近鉄富田駅、塩浜駅交通拠点

四日市港及び臨海部工場地帯＋コンビナート、
内陸型産業地、産業の維持・増進を図る区域

産業拠点

区域
市街化
区域

居住誘導
区域

市街化
調整区域

摘要凡例

まちづくりの
骨格となる
公共交通
ネットワーク軸

近鉄名古屋線・湯の山線、ＪＲ関西本線、伊勢鉄道、
三岐鉄道三岐線、あすなろう鉄道内部・八王子線

鉄道・鉄道駅

居住地と拠点や就業地を結ぶ基幹的バス路線
（30本/日相当運行路線）

基幹バス
ネットワーク

三重交通、三岐鉄道、四日市市自主運行バス、NPO法人生活バス
四日市、こにゅうどうくんライナー

バス停
バスターミナル
バス乗り継ぎ拠点

郊外部から公共交通ネットワーク軸や生活拠点を結ぶ交通ネットワーク支線交通

国道1号・23号、北勢BP（整備中）、国道477号BP、霞4号幹線,、東名阪
自動車道、伊勢湾岸自動車道、新名神高速道路、東海環状自動車道

高速道路、
幹線道路

リニア時代や広域幹線道路ネットワークを生かした将来イメージ将来ネットワーク

※リニア中央新幹線の整備にあわせ、名古屋駅に直結する形で高速道

路が整備される予定であり、鉄道による移動効率の向上に加え、高速
道路を経由した公共交通ネットワークのアクセス性向上も期待される 
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 立地適正化計画  立地適正化計画 

頁 最終案 頁 パブリックコメント案 

72 

～79 

用語集 
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市民理解向上に向けて用語集を追加 

…
 

あ行  頁 

アクションプ

ラン 

ある政策や企画を実施するための基本方針や行動計画のこと。 1 

イエローゾー

ン 

土砂災害が発生した場合に、住民等の生命または身体に危害が生じるお

それがある区域など、建築や開発行為等の規制はなく、区域内の警戒避

難体制の整備等を求めている区域で、土砂災害警戒区域や浸水想定区

域、津波浸水想定区域などが該当。 

26,43,60,66 

伊勢湾台風 昭和34年9月26日に発生した大規模な台風。台風通過時が伊勢湾の満潮

時と重なり、気圧の低下(上陸時929.5ミリバール)と強風(瞬間最大風速

50m/s超)で潮位が高くなった(平均潮位より2m高い5m近い高波)ことか

ら、四日市市では富田・富洲原地区を中心に、死者115人、家屋の全半壊

合わせて3,695戸、床上浸水15,125戸、床下浸水3,064戸という未曾有の

高潮被害を出した。 

43,49,56,58, 

64,65 

インターアク

セス 

高速道路のインターチェンジ（I.C）と臨海部や都市部を接続する道路ネ

ットワーク。アクセス性向上による移動時間短縮、交通渋滞の軽減、地

域経済の活性化などが期待される。 

40 

オーバーブリ

ッジ 

道路などの既設物の上空を横断する道路や歩道などのための橋梁のこ

と。 

36 

か行   

開発行為 都市計画法に基づき、主に建築物の建築や特定工作物（コンクリートプ

ラント、ゴルフ場など）の建設を目的として、土地の区画、形質を変更

する行為。 

2,23,34,60 

家屋倒壊等氾

濫想定区域 

想定しうる最大規模の洪水が発生した場合に、家屋の流失・倒壊をもた

らすような氾濫が発生するおそれがある範囲。 

26,43,48,55, 

58～60,64,66 

がけ地近接等

危険住宅移転

事業 

がけ地の崩壊等（土石流、地すべり等含む）により、市民の生命に危険

を及ぼす恐れのある区域において、危険な住宅を除却し安全な場所に新

たな住宅を建築又は購入する市民に対して費用の一部を補助する制度。 

67 

過去最大規模 過去に周期的（約100年から150年周期）に発生していて、歴史的に地域

で起こり得ることが実証されている規模の災害。 

26,43,47,49, 

58～60,64～66 

可住地 人が住むことができる土地のこと。元々人が住んでいる市街地のほか、

畑、水田、草地など開発することで人が住めるようになる土地も含む。 

※本計画P5における可住地は市街化区域から工業専用地域、臨港地区、

用途地域無指定地区を除いた区域をいう。 

5～13 

関係人口 地域に関心を持ち、継続的に地域と多様に関わる人の数。 14,15,65 

基幹的公共交

通 

１日30本以上の運行頻度(概ねピーク時片道３本以上に相当)の鉄道路

線及びバス路線。 

5～12,30,69, 

71 

 

用語集 
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第1章 立地適正化計画について 
 

1-1 立地適正化計画とは 

我が国では、人口の減少と高齢化の進展を背景とした消費活動や移動の減少に伴い、生活サービ

スの低下や財政の逼迫化などが予測され、高齢者や子育て世代にとって安心できる快適な生活環境

の実現や持続可能な都市経営を可能とする集約型の都市構造の形成が課題となっています。 

こうした中、国において平成 26 年に「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律」が施行さ

れ、公共交通と連携し、居住や医療・福祉・商業等の都市機能の誘導により、持続可能な『コンパ

クト・プラス・ネットワーク』の都市構造を目指す立地適正化計画制度が創設されるとともに、コ

ンパクトシティの形成に向け、都市構造の再構築や都市機能の高度化を図る事業などには支援措置

が設けられています。令和 2年には法改正が行われ、頻発・激甚化する自然災害に対し、居住誘導

区域内の防災対策を盛り込んだ「防災指針」の作成が義務付けられるとともに、まちなかにおける

にぎわいの創出に向けた取組に対する支援制度が設けられるなど、安全で魅力的なまちづくりの推

進が図られています。 

立地適正化計画は、都市の抱える課題などを分析・把握し、目指すべき将来都市構造を展望する

とともにおおむね 5年ごとに計画達成状況の評価を行い、状況にあわせて見直しを図るなど時間軸

を持ったアクションプランとして運用することで効果的なまちづくりを目指すものです。 

本市では、これまで、四日市市総合計画や四日市市都市計画マスタープラン全体構想において、

中心市街地など拠点となる駅周辺に都市機能の維持・集積を図りながら、都市基盤の整った居住地

の維持や拠点間の公共交通の維持・充実を図るなど、既存ストックを生かしたコンパクトなまちづ

くりを進めてきました。 

そこで、本市における現在の都市の状況や本市を取り巻く社会情勢などを踏まえ、コンパクトな

都市構造の具現化に向けた取組をより一層進めるため、立地適正化計画の策定に取り組みます。 

1-2 計画の位置付け 

立地適正化計画は、上位計画である四日市市総合計画、四日市市都市計画マスタープラン全体構

想との整合を図りながら、居住や都市の生活を支える機能の誘導によるコンパクトなまちづくりを

担う立地適正化計画と、ネットワークについて公共交通の維持・活性化や、便利で安心して利用で

きる持続可能な地域公共交通網の構築、地域公共交通を利用したくなるサービスの提供と雰囲気づ

くりなどを担う四日市市地域公共交通計画との連携により「コンパクトシティ・プラス・ネットワ

ーク」の持続可能な都市構造の形成を目指すものです。 

■計画の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

整合 

地域公共交通計画 

上位計画 

都市計画マスタープラン全体構想 

立地適正化計画 

総合計画 

連携 

コンパクトシティ・プラス・ネットワーク 
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■立地適正化計画で定める事項 

▶立地適正化計画の区域 

  ・計画区域＝都市計画区域 

  ・市街化区域内に、居住誘導区域と都市機能誘導区域を定める 

▶居住誘導区域（市街化区域内） 

   ・人口減少の中にあっても、一定のエリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サ

ービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域を定める 

    ※居住誘導区域外での一定規模の開発行為や住宅の建築等は、事前届出・勧告の対象 

▶都市機能誘導区域（居住誘導区域内） 

   ・医療・福祉・商業等の都市機能を都市の中心拠点や地域拠点に誘導することにより、これら

各種サービスの効率的な提供を図る区域を定める 

▶誘導施設 

    ・都市機能誘導区域への立地を誘導する施設を定める 

     ※誘導施設の区域外への立地及び区域内における休廃止は、事前届出・勧告の対象 

▶基本的な方針 

  ・まちづくりの理念や目標、計画により実現を目指すべき将来の都市像を示す 

▶誘導施策 

  ・基本的な方針に沿って都市機能や居住の誘導を図る施策を定める 

▶防災指針 

  ・居住や都市機能の誘導を図る上で必要となる都市の防災に関する機能の確保を図るための指

針を当該指針に基づく具体的な取組とあわせて定める 

 

1-3 計画区域と期間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

計画区域 都市計画区域

計画期間
2040年
（概ね20年後の都市の姿を展望）
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第2章 課題の抽出及び分析 
 

2-1 現状及び将来の見通し 

(1) 本市の成り立ち 

本市は、東西交通の要衝に位置し、古くから東海道の宿場町であるとともに港町として栄え、東

海道と湊を繋ぐ街道では、旅館や商店、陣屋などが立ち並び、商業・行政の町として多くの人・モ

ノで溢れました。明治時代には国際貿易港となり、紡績工場や化学工業の立地が増加する中、鉄道

も開通し四日市駅（現 JR四日市駅）を中心とした往来が盛んになりました。 

太平洋戦争では、空襲により市街地の大半が焼失することとなりましたが、いち早く復興事業に

着手し、諏訪に移転した近鉄四日市駅と国鉄四日市駅との間を幅員 70ｍの道路で結び、沿道に市役

所などの官公庁、銀行などの高層建築物を集約するなど本市の中心部が形づくられました。また、

臨海部へは石油化学コンビナートが形成され、重化学を核に産業の集積が進み、近年では内陸部に

世界最先端の半導体工場が立地するなど、我が国屈指の産業都市として発展を続けています。 

この都市形成の過程で、居住地は東海道沿道や鉄道沿線から形成され、その後、高度経済成長期

には臨海部への産業集積に伴い急増する人口の受け皿として郊外丘陵部に大規模な住宅団地が造成

されました。 

当時は、臨海部への産業立地と住まいを分離する政策が取られたこともあり、丘陵部と臨海部の

既成市街地との間には農地を含んだゆとりある住宅地が形成されています。 

 

(2) 交通基盤の状況 

明治時代、関西鉄道（現 JR）の開通などにより陸海の交通の要衝となり、商工業の振興により都

市化が進展し、大正時代には伊勢鉄道（現近鉄）、昭和に入ると三岐鉄道が開通しました。 

高度経済成長期においては、市街地の拡大に伴いバス路線も増加し、あわせて昭和 40年代には国

鉄伊勢線が開通するなど交通機関の整備が進み、現在では 35駅を有する鉄道網を軸として近鉄四日

市駅を起点に市街地を広くカバーする交通ネットワークが形成されています。 

道路網については、東海道を起源とする国道 1 号や、モータリゼーションの高まりに対し国道 1

号のバイパスとして整備された国道 23号が南北幹線を担っており、これらを基軸とした市内道路

網が形成されていますが、近年では産業交通や通過交通の増加により、特に沿岸部では交通需要が

超過し慢性的な渋滞が問題となっています。 

そのため交通の分散を図るべく、現在、北勢バイパスやその他幹線道路の整備が進められてお

り、新たな道路ネットワークの構築による経済の好循環により、新規企業の進出や企業の設備投資

などの産業面のストック効果が期待されています。 
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また、市内には東名阪自動車道、伊勢湾岸自動車道、新名神高速道路、整備の進む東海環状自動

車道などの高速道路網に加え、国際拠点港湾である四日市港からの港湾関連交通を円滑に高速道路

網に連絡する臨港道路霞 4号幹線が整備されるなど、広域的な幹線道路ネットワークが形成されて

います。 

新名神高速道路においては、令和元年 3月に四日市 JCT－亀山西 JCTが開通し、東名阪自動車道

とのダブルネットワークの形成とともに東名阪自動車道の渋滞が大幅に緩和されるなど、その強化

が図られています。 

■四日市市都市計画マスタープラン全体構想における土地利用特性 
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富田周辺 

塩浜周辺 
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(3) 現状と見通し 

①市全域の状況 

総人口は、住民基本台帳ベースでは 2008年の約 31.4 万人をピークに減少基調で、直近(2025年

7月)は約 30.6万人で推移しています。国勢調査ベースでは 2010年に約 30.7 万人、2015年には約

31.1万人と微増している状況でしたが、2020年に約 30.5万人と減少基調に転じました。 

立地適正化計画において将来見通しを考える際には、国より国立社会保障・人口問題研究所(以

下、社人研という。）の人口推計を使うこととされており、2020 年の国勢調査を基にした社人研推

計では、2030 年に 30 万人を切り、2040 年には 27.8 万人程度となる見込みです。市街化区域内に

限ると、2020 年に約 27.3 万人と市全体の約 89％を占め、可住地(市街化区域から工業専用地域及

び臨港地区を除いた地域）における人口密度は 45.2 人/haとなっており、2040 年に 41.1人/ha に

低下するものの、住宅地として確保すべき最低限の水準である 40 人/ha を維持することが見込ま

れます。また、高齢化率は 2020年に 26.0％で 2040年には 32.8％となる見込みです。 

2015国調 都市計画区域 
 

市街化調整区域 

 

2015国調 人口(人) 割合(%) 市街化区域 可住地 
人口(人) 311,031 269,645 269,476 41,386 高齢者人口 75,660 24.7 
面積(ha) 20,080 7,506 6,025 12,574 生産年齢人口 189,755 61.9 
人口密度(人/ha) 15.5 35.9 44.7 3.3 年少人口 41,253 13.4 
 

2020国調 都市計画区域 
 

市街化調整区域 

 

2020国調 人口(人) 割合(%) 市街化区域 可住地 
人口(人) 305,424 273,117 273,117 32,307 高齢者人口 79,361 26.0 
面積(ha) 20,084 7,524 6,043 12,560 生産年齢人口 188,481 61.7 
人口密度(人/ha) 15.2 36.3 45.2 2.6 年少人口 37,582 12.3 
 
2040 社人研推計 都市計画区域 

 
市街化調整区域 

 

2040社人研推計 人口(人) 割合(%) 市街化区域 可住地 
人口(人) 277,664 248,293 248,293 29,371 高齢者人口 90,943 32.8 
面積(ha) 20,084 7,524 6,043 12,560 生産年齢人口 158,243 57.0 
人口密度(人/ha) 13.8 33.0 41.1 2.3 年少人口 28,478 10.2 
 

都市機能について、医療・福祉・商業の生活サービス施設全てが徒歩圏にある区域の人口カバー率

は 66.1％となっており、それぞれで見ると、医療は 89.1％(三大都市圏 92％）、福祉は 90.4％(三大

都市圏 83％）、商業は 70.0％(三大都市圏 83％)となっています。なお、商業施設にコンビニエンス

ストアやドラッグストア、定期市を含めた場合は 87.7％となり、この場合の生活サービス施設全て

が徒歩圏にある区域のカバー率は 80.1％となります。 

公共交通について、臨海部を中心に市街化区域を広くカバーする鉄道網が形成されており、市の

人口の約半数が鉄道駅周辺に居住しています。また、バスのカバー率は 66.4％となっており、鉄道

と補完し合い中心市街地を中心に拠点と居住地を結んでいます。鉄道とバスをあわせた公共交通の

カバー率は 87.1％で市街化区域をおおむねカバーしており、バスを 30 本/日以上の運行に絞った場

合の基幹的公共交通のカバー率は 63.1％となり、三大都市圏の 66％より少し低い水準となっていま

す。 

都市機能 カバー率(%) 公共交通 カバー率(%) 

医療(病院、内科系・外科系診療所、小児科系診療所) 
90.5 

89.1（92） 鉄道 
51.3 

51.9（－） 
福祉(地域包括支援センター、在宅介護支援センター、 

訪問系施設、通所系施設、小規模多機能型施設) 
92.5 

90.4（83） バス 
66.4 

66.4（－） 

商業①（百貨店・スーパー） 
66.8 

70.0（83） 公共交通（鉄道と全てのバス路線） 
87.7 

87.1（－） 
商業② 
（上記＋ドラッグストア、コンビニエンスストア、定期市） 

86.4 
87.7（－） 

基幹的公共交通 
（鉄道と日 30本以上運行するバス路線） 

62.8 
63.1（66） 

生活サービス施設①（医療・福祉・商業①） 
64.1 

66.1（－）   

生活サービス施設②（医療・福祉・商業②） 
79.6 

80.1（－） 
※上段が 2015 国調ベース、下段が 2020 国調ベース、 ( )は
三大都市圏の数値 

※カバー率：都市機能や公共交通の徒歩圏人口の割合。 

徒歩圏：都市機能や鉄道は半径 800m、コンビニエンスストア等は半径 500m、バス停は半径 300m。 

60/144



 

- 6 - 

 

②四日市市都市計画マスタープラン全体構想における土地利用特性ごとの状況 

■中心市街地（土地利用特性：商業・業務系土地利用（中心市街地）） 

【人口動態】 

・近年、市全域では 1.8％人口が減少しているのに対し 2.6％増加しており、将来的に市全域と近い

推移となる見通し 

・2020 年の市全域の高齢化率 26.0％に対し 23.5％となっており、将来的に市全域以上に高齢化が

進む見通し 

・人口密度は市全域より高密度であり、将来においても 50人/haの水準を維持する見通し 

人口増減 高齢化率 
人口密度将来見通し 

2020→2040 
R2国調 

2015→2020 

将来見通し 

2020→2040 

将来見通し 

2020→2040 

＋2.6％ 

（▲1.8） 

▲9.1％ 

(▲9.1％) 

23.5％→36.0％ 

(26.0％→32.8％) 

58.9人/ha→53.5人/ha 

(45.2人/ha→41.1人/ha) 

 

 

 

【都市基盤、都市機能、土地利用や住宅など】 

・道路や下水道などの都市基盤は整備されており、JR四日市駅と近鉄四日市駅を結ぶ高質な歩行空

間を有する中央通りなど幅員の広い道路の割合が高い 

・特急停車駅であり、4つの路線が接続する近鉄・あすなろう四日市駅や JR四日市駅など広域公共

交通の結節点であり、20を超えるバス路線の基点となる市内交通ネットワークの中心 

・大規模商業施設、博物館や文化会館などの高次都市機能の集積 

・生活サービス施設も充実しており生活利便性が高い 

・商店街では小売店舗が減り飲食店舗への転換が進む 

・近年、マンションの立地など土地の高度利用が進む一方、JR四日市駅周辺などでは空き家・空き

地や駐車場などの低未利用地や老朽家屋が存在 

 

 

 

  

基幹的公共交通 100％(62.8) 下水道カバー率 100％ 

公共交通 100％(87.7) 

道路 

密度 

全体 27.2km/km2(21.5) 

生活 

ｻｰﾋﾞｽ 

(医福商) 

商:百貨店・ｽｰﾊﾟｰ 100％(64.1) 内 13m以上 14.6％(2.3) 

商:百貨店・ｽｰﾊﾟｰ 

＋ｺﾝﾋﾞﾆ等含む 
100％(79.6) 

内 5.5-13m 47.5％(38.1) 

内 5.5未満 37.9％(59.6) 

※H27、R2 人口は国勢調査の小地域人口を都市計画基礎調査の住宅用地面積で按分し算出。R22 人口は国土
技術政策総合研究所「将来人口・世帯予測ツール V3（R2 国調対応版）」を使用し、計算結果を加工して作成 

※ （  ）：市全域の平均値（人口密度は市街化区域可住地の値） 

令和 7年 11月時点、（ ）は市全域の平均値（道路密度は市街化区域の値） 
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■富田周辺（土地利用特性：商業・業務系土地利用（既存大規模商業施設立地地区等）） 

【人口動態】 

・近年、市全域では 1.8％人口が減少しているのに対し 3.7％減少しており、将来的に市全域より人

口減少が進む見通し 

・2020 年の市全域の高齢化率 26.0％に対し 23.9％となっており、将来的には市全域の高齢化に近

い水準になる見通し 

・人口密度は市全域より低密度であり、将来において 40人/haを下回る見通し 

人口増減 高齢化率 
人口密度将来見通し 

2020→2040 
R2国調 

2015→2020 

将来見通し 

2020→2040 

将来見通し 

2020→2040 

▲3.7％ 

（▲1.8） 

▲8.0％ 

(▲9.1％) 

23.9％→33.5％ 

(26.0％→32.8％) 

40.8人/ha→37.6人/ha 

(45.2人/ha→41.1人/ha) 

 

 

 

【都市基盤、都市機能、土地利用や住宅など】 

・道路や下水道などの都市基盤は整備されているものの、道路密度が低い 

・急行停車駅であり、三岐鉄道が接続する近鉄富田駅など広域交通の結節点であり、ハイテク工業

団地への輸送拠点にもなっている 

・国道などの幹線道路や鉄道が通るなど公共交通の利便性が高い 

・宅配機能を有する大規模商業施設が立地 

・生活サービスの利便性が高い 

・近年、マンションなど土地の高度利用が進む一方、敷地面積の狭い密集市街地では旧耐震の建築

物や空き家・空き地が存在 

 

 

 

 

  

基幹的公共交通 100％(62.8) 下水道カバー率 100％ 

公共交通 100％(87.7) 

道路 

密度 

全体 18.9km/km2(21.5) 

生活 

ｻｰﾋﾞｽ 

(医福商) 

商:百貨店・ｽｰﾊﾟｰ 100％(64.1) 内 13m以上 0.0％(2.3) 

商:百貨店・ｽｰﾊﾟｰ 

＋ｺﾝﾋﾞﾆ等含む 
100％(79.6) 

内 5.5-13m 46.9％(38.1) 

内 5.5未満 53.1％(59.6) 

（ ）:市全域の平均値（道路密度は市街化区域の値） 

※H27、R2 人口は国勢調査の小地域人口を都市計画基礎調査の住宅用地面積で按分し算出。R22 人口は国土
技術政策総合研究所「将来人口・世帯予測ツール V3（R2 国調対応版）」を使用し、計算結果を加工して作成 

※ （  ）：市全域の平均値（人口密度は市街化区域可住地の値） 
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■塩浜周辺（土地利用特性：商業・業務系土地利用（既存大規模商業施設立地地区等）） 

【人口動態】 

・近年、市全域では 1.8％人口が減少しているのに対し 15.5％減少しており、将来的にも市全域よ

り人口減少が進む見通し 

・2020 年の市全域の高齢化率 26.0％に対し 41.9％となっており、将来的にも市全域以上に高齢化

が進む見通し 

・人口密度は市全域より低密度であり、将来において 40人/haを下回る見通し 

人口増減 高齢化率 
人口密度将来見通し 

2020→2040 
R2国調 

2015→2020 

将来見通し 

2020→2040 

将来見通し 

2020→2040 

▲15.5％ 

（▲1.8） 

▲27.4％ 

(▲9.1％) 

41.9％→46.7％ 

(26.0％→32.8％) 

33.4人/ha→24.2人/ha 

(45.2人/ha→41.1人/ha) 

 

 

 

【都市基盤、都市機能、土地利用や住宅など】 

・道路や下水道などの都市基盤は整備されており、道路密度が高く幅員の大きい県道等の幹線道路

が通る 

・急行停車駅であり、第 1コンビナートなど周辺の多くの従業者数の往来を支える交通拠点 

・生活サービス施設の利便性は市平均より高い 

・敷地面積の狭い密集市街地では旧耐震の建築物や空き家・空き地が存在 

 

  

基幹的公共交通 100％(62.8) 下水道カバー率 100％ 

公共交通 100％(87.7) 

道路 

密度 

全体 32.4km/km2(21.5) 

生活 

ｻｰﾋﾞｽ 

(医福商) 

商:百貨店・ｽｰﾊﾟｰ 0％(64.1) 内 13m以上 4.6％(2.3) 

商:百貨店・ｽｰﾊﾟｰ 

＋ｺﾝﾋﾞﾆ等含む 
98.4％(79.6) 

内 5.5-13m 36.0％(38.1) 

内 5.5未満 59.4％(59.6) 

（ ）:市全域の平均値（道路密度は市街化区域の値） 

※H27、R2 人口は国勢調査の小地域人口を都市計画基礎調査の住宅用地面積で按分し算出。R22 人口は国土
技術政策総合研究所「将来人口・世帯予測ツール V3（R2 国調対応版）」を使用し、計算結果を加工して作成 

※ （  ）：市全域の平均値（人口密度は市街化区域可住地の値） 
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■既成市街地（土地利用特性：住宅系土地利用（既成市街地）） 

【人口動態】 

・市全域では 1.8％人口が減少しているのに対し、既成市街地について、0.5％減少しており、将来

的に市全域と近い推移となる見通し 

・既成市街地内の臨海部について、人口は 3.6％減少しており、将来的にも市全域以上に人口減少

が進む見通し 

・既成市街地の 2020年の高齢化率は 24.0％であり、市全域に近い割合で進む見通し 

・臨海部では 2020年の高齢化率は 30.0％であり、市全域より高齢化が進む見通し 

・既成市街地の人口密度は市平均より高密度であり、将来的にも市全域を上回る見通し 

・臨海部の人口密度は市平均より高密度であり、将来的に市全域と同程度になる見通し 

 人口増減 高齢化率 
人口密度将来見通し 

2020→2040 
R2国調 

2015→2020 

将来見通し 

2020→2040 

将来見通し 

2020→2040 

既
成 

市
街
地 

▲0.5％ 

（▲1.8） 

▲7.1％ 

(▲9.1％) 

24.0％→31.1％ 

(26.0％→32.8％) 

51.4人/ha→47.7人/ha 

(45.2人/ha→41.1人/ha) 

 臨
海
部 

▲3.6％ 

（▲1.8） 

▲13.9％ 

(▲9.1％) 

30.0％→35.5％ 

(26.0％→32.8％) 

49.3人/ha→42.5人/ha 

(45.2人/ha→41.1人/ha) 

 

 

 

【都市基盤、都市機能、土地利用や住宅など】 

・道路や下水道などの都市基盤は整備されているものの、狭あいな道路の割合が高い 

・公共交通、生活サービスの利便性は市平均程度 

・敷地面積の狭い密集市街地では旧耐震の建築物が存在しており、空き家・空き地も多い 

 

 

  

既
成
市
街
地 

基幹的公共交通 76.2％(62.8) 下水道カバー率 94.2％ 

公共交通 92.2％(87.7) 

道路 

密度 

全体 21.5km/km2(21.5) 

生活 

ｻｰﾋﾞｽ 

(医福商) 

商:百貨店・ｽｰﾊﾟｰ 74.6％(64.1) 内 13m以上 1.2％(2.3) 

商:百貨店・ｽｰﾊﾟｰ 

＋ｺﾝﾋﾞﾆ等含む 
92.2％(79.6) 

内 5.5-13m 33.2％(38.1) 

内 5.5未満 65.1％(59.6) 

臨
海
部 

基幹的公共交通 73.2％(62.8) 下水道カバー率 97.9％ 

公共交通 90.9％(87.7) 

道路 

密度 

全体 26.7km/km2(21.5) 

生活 

ｻｰﾋﾞｽ 

(医福商) 

商:百貨店・ｽｰﾊﾟｰ 56.2％(64.1) 内 13m以上 1.6％(2.3) 

商:百貨店・ｽｰﾊﾟｰ 

＋ｺﾝﾋﾞﾆ等含む 
83.7％(79.6) 

内 5.5-13m 34.9％(38.1) 

内 5.5未満 63.3％(59.6) 

（ ）:市全域の平均値（道路密度は市街化区域の値） 

※H27、R2 人口は国勢調査の小地域人口を都市計画基礎調査の住宅用地面積で按分し算出。R22 人口は国土
技術政策総合研究所「将来人口・世帯予測ツール V3（R2 国調対応版）」を使用し、計算結果を加工して作成 

※ （  ）：市全域の平均値（人口密度は市街化区域可住地の値） 
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■住宅と工場の混在地域（土地利用特性：住宅と工場の混在地域） 

【人口動態】 

・近年、市全域では 1.8％人口が減少しているのに対し 2.7％減少しており、将来的には市全域より

人口減少が緩和される見通し 

・2020 年の市全域の高齢化率 26.0％に対し 23.8％となっており、将来的に市全域の高齢化率を下

回る見通し 

・人口密度は市平均より下回っており、将来的に 24人/ha程度となる見通し 

人口増減 高齢化率 
人口密度将来見通し 

2020→2040 
R2国調 

2015→2020 

将来見通し 

2020→2040 

将来見通し 

2020→2040 

▲2.7％ 

（▲1.8） 

▲8.1％ 

(▲9.1％) 

23.8％→31.9％ 

(26.0％→32.8％) 

26.3人/ha→24.2人/ha 

(45.2人/ha→41.1人/ha) 

 

 

 

【都市基盤、都市機能、土地利用や住宅など】 

・道路や下水道などの都市基盤は整備されているものの、道路密度が若干低い 

・公共交通や生活サービスの利便性は、市の平均を若干下回る水準 

 

 

  

基幹的公共交通 71.8％(62.8) 下水道カバー率 92.5％ 

公共交通 76.4％(87.7) 

道路 

密度 

全体 19.8km/km2(21.5) 

生活 

ｻｰﾋﾞｽ 

(医福商) 

商:百貨店・ｽｰﾊﾟｰ 56.5％(64.1) 内 13m以上 2.1％(2.3) 

商:百貨店・ｽｰﾊﾟｰ 

＋ｺﾝﾋﾞﾆ等含む 
75.6％(79.6) 

内 5.5-13m 47.9％(38.1) 

内 5.5未満 49.0％(59.6) 

（ ）:市全域の平均値（道路密度は市街化区域の値） 

※H27、R2 人口は国勢調査の小地域人口を都市計画基礎調査の住宅用地面積で按分し算出。R22 人口は国土
技術政策総合研究所「将来人口・世帯予測ツール V3（R2 国調対応版）」を使用し、計算結果を加工して作成 

※ （  ）：市全域の平均値（人口密度は市街化区域可住地の値） 
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■住宅団地（土地利用特性：住宅団地） 

【人口動態】 

・高経年住宅団地について、近年、市全域では 1.8％人口が減少しているのに対し 4.4％減少してお

り、将来的にも市全域以上に人口減少が進む見通し 

・昭和 56年より後に造成の団地では、1.9％減少しており、将来的にほぼ維持される見通し 

・高経年住宅団地について、2020 年の市全域の高齢化率 26.0％に対し 35.8％となっており、将来

的にも市全域以上に高齢化が進む見通し 

・昭和 56年より後に造成の団地では、2020年の市全域の高齢化率 26.0％に対し 17.9％と下回って

いるものの、将来的には市全域の高齢化率に近い水準になる見通し 

・高経年住宅団地の人口密度は、市全域より高密度であり、将来において 50人/haを下回る見通し 

・昭和 56年より後に造成の団地では、人口密度は市全域より高密度であり、将来において 60人/ha

を超える見通し 

 人口増減 高齢化率 
人口密度将来見通し 

2020→2040 
R2国調 

2015→2020 

将来見通し 

2020→2040 

将来見通し 

2020→2040 

高経年 

(Ｓ５６以前) 

▲4.4％ 

（▲1.8） 

▲18.2％ 

(▲9.1％) 

35.8％→37.2％ 

(26.0％→32.8％) 

58.5人/ha→47.8人/ha 

(45.2人/ha→41.1人/ha) 

S56 より後 
▲1.9％ 

（▲1.8） 

＋0.3％ 

(▲9.1％) 

17.9％→33.6％ 

(26.0％→32.8％) 

67.3人/ha→67.5人/ha 

(45.2人/ha→41.1人/ha) 

 

 

【都市基盤、都市機能、土地利用や住宅など】 

・道路や下水道などの都市基盤は整備されており、高経年住宅団地では幅員にゆとりのある道路の

割合が高い 

・公共交通や生活サービス施設の利便性は市平均程度であるが利便性の劣る団地が存在 

・敷地面積にゆとりのある住環境が形成されているものの、高経年住宅団地では昭和 56 年以前の

旧耐震の建築物が存在 

  

高
経
年 

(

Ｓ
５
６
以
前) 

基幹的公共交通 58.2％(62.8) 下水道カバー率 97.1％ 

公共交通 95.7％(87.7) 

道路 

密度 

全体 30.6km/km2(21.5) 

生活 

ｻｰﾋﾞｽ 

(医福商) 

商:百貨店・ｽｰﾊﾟｰ 63.6％(64.1) 内 13m以上 3.7％(2.3) 

商:百貨店・ｽｰﾊﾟｰ 

＋ｺﾝﾋﾞﾆ等含む 
70.5％(79.6) 

内 5.5-13m 46.1％(38.1) 

内 5.5未満 50.1％(59.6) 

Ｓ
５
６
よ
り
後 

基幹的公共交通 38.1％(62.8) 下水道カバー率 91.4％ 

公共交通 85.8％(87.7) 

道路 

密度 

全体 33.7km/km2(21.5) 

生活 

ｻｰﾋﾞｽ 

(医福商) 

商:百貨店・ｽｰﾊﾟｰ 47.2％(64.1) 内 13m以上 0.0％(2.3) 

商:百貨店・ｽｰﾊﾟｰ 

＋ｺﾝﾋﾞﾆ等含む 
68.6％(79.6) 

内 5.5-13m 39.3％(38.1) 

内 5.5未満 60.7％(59.6) 

（ ）:市全域の平均値（道路密度は市街化区域の値） 

※H27、R2 人口は国勢調査の小地域人口を都市計画基礎調査の住宅用地面積で按分し算出。R22 人口は国土
技術政策総合研究所「将来人口・世帯予測ツール V3（R2 国調対応版）」を使用し、計算結果を加工して作成 

※ （  ）：市全域の平均値（人口密度は市街化区域可住地の値） 
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■宅地と農地の混在地域（土地利用特性：宅地と農地の混在地域） 

【人口動態】 

・近年、市全域では 1.8％人口が減少しているのに対し 3.0％増加しており、将来的にも市全域より

人口減少が緩和される見通し 

・2020 年の市全域の高齢化率 26.0％に対し 20.7％と下回っており、将来においても市全域の高齢

化を下回る見通し 

・人口密度は市全域より高密度であり、将来においても 40人/haの水準を維持する見通し 

人口増減 高齢化率 
人口密度将来見通し 

2020→2040 
R2国調 

2015→2020 

将来見通し 

2020→2040 

将来見通し 

2020→2040 

＋3.0％ 

（▲1.8） 

▲3.5％ 

(▲9.1％) 

20.7％→28.8％ 

(26.0％→32.8％) 

46.0人/ha→44.4人/ha 

(45.2人/ha→41.1人/ha) 

 

 

 

【都市基盤、都市機能、土地利用や住宅など】 

・下水道はおおむね整備されているものの、区域として道路密度が低く狭あいな道路の割合も高い 

・公共交通や生活サービス施設の利便性は市平均を若干上回るが利便性の劣る地域も存在 

・周辺に都市農地など緑の多い住環境が形成 

 

  

基幹的公共交通 56.4％(62.8) 下水道カバー率 95.2％ 

公共交通 80.3％(87.7) 

道路 

密度 

全体 15.5km/km2(21.5) 

生活 

ｻｰﾋﾞｽ 

(医福商) 

商:百貨店・ｽｰﾊﾟｰ 67.0％(64.1) 内 13m以上 1.8％(2.3) 

商:百貨店・ｽｰﾊﾟｰ 

＋ｺﾝﾋﾞﾆ等含む 
82.6％(79.6) 

内 5.5-13m 25.9％(38.1) 

内 5.5未満 70.6％(59.6) 

（ ）:市全域の平均値（道路密度は市街化区域の値） 

※H27、R2 人口は国勢調査の小地域人口を都市計画基礎調査の住宅用地面積で按分し算出。R22 人口は国土
技術政策総合研究所「将来人口・世帯予測ツール V3（R2 国調対応版）」を使用し、計算結果を加工して作成 

※ （  ）：市全域の平均値（人口密度は市街化区域可住地の値） 
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2-2 課題の整理 

(1) 人口の減少 

我が国の人口は 2020 年時点で約 1 億 2615 万人であり、2040 年には 1 億 1284 万人、2060 年には

9615万人になると推計されています。これは 63年前の 1963年の人口水準であり、本市に置き換え

ますと人口約 21万人の時代になり、将来的な人口の減少は避けて通れない課題です。 

推計では、2040 年の本市の市街化区域内可住地の人口密度は、住宅地として確保すべき最低限の

水準である 40人/ha を確保できる見込みであるものの、同時に進む高齢化などを背景に消費活動や

移動が減少し公共交通や生活サービスなどの維持が難しくなり、まちのにぎわいや活気が低下する

恐れがあることや、空き家・空き地の増加などによる生活環境の悪化、住民一人あたりの社会コス

トの負担増が懸念されます。 

このため、道路や公園などの都市基盤、公共交通や生活サービス施設などの都市機能、住宅などの

既存のストックを効率的に活用できるような土地利用を誘導していく必要があります。 

(2) 土地利用特性ごとの課題 

市の商業・業務の中心であり、市内の公共交通ネットワークの起点でもある中心市街地は、広範囲

から多くの人が利用する高次都市機能が集積しており、人口減少・高齢化の進展に伴う消費活動や

移動の減少によりその機能が損なわれないよう、都市機能の維持・集積とともに空き家・空き地や駐

車場などの低未利用地や老朽家屋等の流動化を促していく必要があります。 

急行停車駅の近鉄富田駅のある富田周辺は、市北部の交通結節点で宅配機能も備える買い物拠点

が立地する利便性の高い北部の生活拠点ですが、道路密度が低く周辺道路では渋滞が発生するなど

対応が行き届いていない部分もあります。名古屋へのアクセスの良さなども考慮の上、必要となる

対策を施しながらその拠点性を維持していく必要があります。 

臨海部等の既成市街地では、人口減少・高齢化が進行する見通しであり、古くからの市街地など敷

地面積が狭く狭あいな道路や旧耐震の建築物が多い区域も存在することから、公共交通や生活サー

ビスの維持とともに生活の快適性の向上を図るなど、高齢者も暮らしやすい住環境の形成が必要で

す。また、若い世代の誘導などにより多世代の住むまちづくりを図っていく必要があります。 

住宅団地では、年数を経てくると一斉に人口減少・高齢化が進むことから、都市機能や公共交通の

維持が困難になっていく恐れがあるとともに、空き家・空き地の増加により生活環境の悪化が進む

ことが懸念されます。また、団地によって公共交通や生活サービスの利便性が異なっていることか

ら、団地特性に応じて生活の快適性の向上を図るとともに子育て世代など新たな世代の入居を促し、

若い世代から高齢の世代まで、多世代の住むまちづくりを図っていく必要があります。 

宅地と農地の混在地域は、人口減少・高齢化の進行は緩やかな見通しであり、日常生活サービス施

設や公共交通の利便性は市平均を若干上回る水準ですが、道路密度が低く狭あいな道路の割合が高

いことから、適切な開発の誘導などにより良好な居住環境の形成を促していく必要があります。ま

た、オープンスペース機能などを有する生産緑地などの都市農地については保全に努め、都市と農

地が調和したゆとりある住環境を形成していく必要があります。 
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(3) 四日市市の強み 

産業都市として発展を続けてきた本市は、中心市街地や臨海部、内陸部に多様な企業、働く場が

集積しており、産業の牽引効果により人口動態が社会増で推移するとともに税収と雇用が堅調に推

移しています。また、地域毎に特性は異なりますが、日常生活サービス施設や公共交通の利便性に

ついても、市域を通して一定のサービスレベルが保たれています。 

本市を取り巻く社会情勢に目を移すと、リニア中央新幹線の東京・名古屋間の開通により、本市

が東京 2時間圏の都市となるとともに、名古屋 2時間圏人口が東京 2時間圏を抜いて国内最大とな

るなど名古屋圏の優位性が飛躍的に向上することから、人・モノの対流が促進され、関係人口の拡

大など大きな効果が期待されています。 

また、新名神高速道路の開通により東名阪道の渋滞が解消され、企業集積に恵まれた本市には大

きな経済効果が生まれているほか、東海環状自動車道の延伸により沿線都市との産業連携が強化さ

れるとともに滋賀県や北陸方面との輸送性が向上し、国際拠点港湾四日市港の利用優位圏の拡大が

期待されるなど、広域的な幹線道路ネットワークの整備効果も期待されています。 

さらに、本市は、平成 30 年 12 月に中枢中核都市に指定されており、地域社会を維持するための

中心拠点として近隣市町村を含めた地域全体の経済・生活を支え、東京圏への人口流出を抑止する

機能を発揮することが求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

このままいくと… 

●2015年をピークに人口減少、高齢化の進行 
31.1万人(2015)→27.8万人(2040)(▲10.7％(全国▲11.2)) 
高齢化率24.7％(2015)→32.8％(2040)(全国26.6→34.8） 
※中心市街地、臨海部既成市街地、高経年住宅団地で顕著 
●子育て世代の減少 30～44歳で転出超過 

人口減少・高齢化の進行 

■まちのにぎわいや活気の低下 

⇒高齢化や生産年齢人口の減少による消費活動や移動の減少に伴

い、都市機能の維持が困難化し、都市のにぎわいや活気が低下 

■生活環境の悪化 

⇒人口減少・高齢化に伴う空き家・空き地の増加などによる生

活環境の悪化 

■公共交通の利便性の低下 

⇒公共交通利用者の減少に伴い、収支率の低い路線の減便

や廃線により公共交通の利便性が低下 

■行政運営の逼迫化 

⇒都市基盤や公共資本ストックの維持管理費用の増大や民生費

の拡大による財政支出の拡大や税収減により行政運営が逼迫 

現状及び見通しと課題 

●リーマンショック以降の社会減が 2015年より社会増
にシフト、社人研推計も社会増で推計 
年度 2009→2014 2015→2018 2019→2024 

社会増減 ▲398(人/年) +430(人/年) +300(人/年) 

●働く世代の増加 20～24歳で大幅な転入増加 
●昼夜間人口比率104.7(R2国調) 

産業が牽引する人口動態 

四日市市の強み 

■民間投資 

⇒中心市街地では、学術研究・宿泊施設など民間投資が進む 

⇒中心市街地や富田駅周辺で多くのマンションが供給 

■生活サービス機能の充実 

⇒拠点施設を中心とした医療・福祉機能の充実 

（老衰の死亡率 男性：全国3位、女性：全国1位） 

⇒宅配サービス機能を備えた拠点的商業施設が配置 

■鉄道を軸とした公共交通網 

⇒中心市街地を中心に居住地と就業地が結ばれた公共交通網 

⇒35駅を有する鉄道駅徒歩圏に市人口の約半数が居住 

■産業都市 

⇒中心市街地や臨海部、内陸部に多様な企業・働く場が集積 

⇒内陸型産業や都市型産業など設備投資やオフィス賃借が活発 

⇒好調な産業による税収（財政力指数1超）と雇用を確保 

四日市市の強みを後押しする社会情勢 

リニア時代のスーパーメガリージョンの形成 

●リニア中央新幹線整備により形成されるスーパーメガリー

ジョンの人・モノなどの交流促進効果 

広域幹線道路ネットワークの形成 

●整備の進む東海環状自動車道や北勢バイパスなど広域幹

線道路ネットワークのストック効果 
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第3章 立地適正化計画における基本的な方針 
 

3-1 基本的な方針 

人口減少・高齢化の進行が避けられない中で、本市では、市民一人ひとりが豊かで幸せに暮ら

せるよう「ゼロからイチを生み出すちから イチから未来を四日市」をまちづくりの最上位理念

として掲げ、コンパクトシティ・プラス・ネットワークの持続可能なまちづくりを進めていま

す。 

そうした中で、まずは都市の活力の維持に向け、スーパーメガリージョン形成による関係人口

の拡大効果を最大限に享受できるよう、リニア時代を見据えたまちづくりを進めていく必要があ

ります。このため、立地適正化計画を活用し、駅前広場・歩行空間等の整備や高次都市機能の誘

導などにより、居心地がよく歩きたくなるようなまちなかを形成するなど都心部におけるにぎわ

いの創出や魅力の向上を図ります。 

また、健康寿命が延びている高齢者も元気に働きながら暮らしていけるような環境を整えてい

くことが必要であり、同時に近年社会増であるものの転出超過している子育て世代の定住を図る

とともに女性の社会進出を促していくことも必要です。こうした中で、これまで培ってきた既存

ストックを有効に活用しながら、地域特性に応じた住空間の再生や安全な住環境の形成を図ると

ともに、中心市街地を中心に形成されている交通ネットワークの維持・充実を図ることにより、

働く世代・子育て世代から高齢者や女性なども含めて、働きやすく暮らしやすいまちづくりを進

めることとし、下記のとおり基本理念を定め、3つの方針に沿った取り組みを進めます。 

【基本理念】 

 

 

 

【基本方針】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

リニア時代の関係人口拡

大効果を生かすよう、市内

外から多くの人が訪れ・働

き・学び・楽しみ・交流す

る都市機能が集積し、交通

結節点でもある中心市街

地や地域拠点の魅力を高

め、みんなから選ばれるま

ちづくりを進めます 

住み慣れた場所で、健康で

元気に暮らしていけるよ

う、これまで蓄積した都市

機能や都市基盤を有効活

用しながら歩いて暮らせ

るまちづくりを進めます 

転出が超過している子育

て世代が、将来に渡り働き

暮らし続けられるよう、働

きながら安心して子育て

ができるまちづくりを進

めます 

方針 1 
リニア時代に輝くまち 

方針 2 
住み慣れた場所で 
いつまでも元気に 
暮らせるまち 

方針 3 
子育てしながら 
働いていけるまち 

いきいきと働き暮らし続けられるまちづくり 

70/144



 

- 16 - 

3-2 目指すべき将来都市構造 

本市は、高次都市機能が集積し広域交通ネットワークの中心でもある中心拠点や、地域の生活を支

える拠点的な機能が立地する買い物拠点、急行停車駅で就業地へのアクセス拠点でもある交通拠点、

日本有数の産業都市として臨海部の工場集積地や内陸部産業用地などの産業拠点が形成されています。 

これら拠点の維持・強化を図るとともに、既成市街地や郊外住宅団地、鉄道駅周辺など、それぞ

れの地域特性に応じた居住地の住環境の向上を図ることにより、安心して子育てができ、住み慣れ

たまちで元気に暮らしていけるまちづくりを目指します。 

また、リニア中央新幹線や広域幹線道路の整備による将来ネットワークの活用も視野に、35駅を

有する鉄道と近鉄四日市駅を起点としたバスによる公共交通ネットワークの維持・再編を図り、中

心拠点と地域拠点等を都市の骨格となる公共交通軸である鉄道路線や基幹バス路線で結ぶととも

に、機能の維持・強化を図る地域拠点等と、それぞれの特性に応じて魅力を高める居住地とが効率

よく結ばれた持続可能な都市構造の形成を目指します。 

■目指すべき将来都市構造イメージ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※リニア中央新幹線の整備にあわせ、名古屋駅に直結する形で高速道
路が整備される予定であり、鉄道による移動効率の向上に加え、高速
道路を経由した公共交通ネットワークのアクセス性向上も期待される 

摘要凡例

近鉄四日市駅周辺からJR四日市駅周辺に
かけての中心市街地

中心拠点

富田周辺（買い物拠点(富田・富洲原周辺)と
交通拠点(近鉄富田駅)）

地域拠点

富田・富洲原周辺、日永・泊周辺、
尾平・生桑周辺

買い物拠点

近鉄富田駅、塩浜駅交通拠点

四日市港及び臨海部工場地帯＋コンビナート、
内陸型産業地、産業の維持・増進を図る区域

産業拠点

区域
市街化
区域

居住誘導
区域

市街化
調整区域

摘要凡例

まちづくりの
骨格となる
公共交通
ネットワーク軸

近鉄名古屋線・湯の山線、ＪＲ関西本線、伊勢鉄道、
三岐鉄道三岐線、あすなろう鉄道内部・八王子線

鉄道・鉄道駅

居住地と拠点や就業地を結ぶ基幹的バス路線
（30本/日相当運行路線）

基幹バス
ネットワーク

三重交通、三岐鉄道、四日市市自主運行バス、NPO法人生活バス
四日市、こにゅうどうくんライナー

バス停
バスターミナル
バス乗り継ぎ拠点

郊外部から公共交通ネットワーク軸や生活拠点を結ぶ交通ネットワーク支線交通

国道1号・23号、北勢BP（整備中）、国道477号BP、霞4号幹線,、東名阪
自動車道、伊勢湾岸自動車道、新名神高速道路、東海環状自動車道

高速道路、
幹線道路

リニア時代や広域幹線道路ネットワークを生かした将来イメージ将来ネットワーク
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3-3 課題解決のための施策・誘導方針（ストーリー） 

目指すべき将来都市構造の実現に向け、基本的な方針に対応した課題解決のための施策・誘導方

針を整理します。 

■課題解決のための施策・誘導方針（ストーリー） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

方針① 
リニア時代に輝くまち 

 

方針② 
住み慣れた場所で 

いつまでも元気に暮らせるまち 

方針③ 
子育てしながら 
働いていけるまち 

都
市
機
能 

中心拠点の都市機能の高度化・集約化 
・リニア時代に相応しいゲートウエイの整備 
・中心市街地の回遊性の向上 
・駅近くに拠点的な都市機能のほか、学び・楽
しみ・交流する機能を誘導 
（図書館、大学やサテライトキャンパス等） 
・都市型産業・知的産業の誘導 

生活サービス機能の維持 
・医療と福祉が連携した市独自の地域包括ケアシステムの維持・充実 
・買い物拠点の維持 
・総合型地域スポーツクラブなど健康で元気に暮らせる機能の充実 

地域拠点の拠点化の促進 
・近鉄富田駅における交通結節機能の強化 
・北部地域を支える都市機能の維持・集約化 

居
住 

利便性を享受できる中心拠点、地域
拠点における都心居住の促進 
(高度利用や再開発の誘導) 

生活快適性の高い区域への居住の誘導 
・高次都市機能へのアクセス性の高い区域へ居住を誘導 
・日常生活サービス施設の利便性の高い区域や都市基盤の整った住宅地へ居住を誘導 

リニア時代を生かした既存住宅の再生 
・スーパーメガリージョン形成に際する名古屋
駅へのアクセス性向上を生かした広域幹線
道路ネットワーク周辺の住宅地の価値向上 

ストックとしての住宅の有効活用 
・子育て世帯や学生などの住まいとして空き
家や空き戸を活用 

居住誘導を図る区域の居住環境の向上 
・木造家屋密集区域等における面的再編の誘導（臨海部既成市街地等） 
・空き家・空き地を活用したゆとりある住空間の形成（臨海部既成市街地等) 
・建替えやリノベーションの誘導（臨海部既成市街地、高経年郊外住宅団地等） 
・オープンスペース機能を有する都市農地の保全と環境と調和したゆとりある居住環境の 
形成（宅地と農地の混在地域) 

・遊休土地を活用した公園の再編などによる住宅団地の高質化（高経年郊外住宅団地等） 

安全安心な居住環境の実現 
・災害リスクに配慮したまちづくり   ・災害リスクに係る情報の提供 
・耐震化の促進   ・老朽家屋の除却促進 

交
通 

中心市街地を中心とした交通ネットワークの維持・再編 
・鉄道の維持  ・基幹的バスの維持  ・支線バスやその他交通手段により居住誘導区域外や交通空白地域の移動手段を確保 
・まちなかを回遊する移動手段の強化 

広域幹線道路ネットワークを生かした交通利便性の向上 
・広域幹線道路やコミュニティターミナル等を活用した交通ネットワークの形成 ・輸送力の強化 

ﾘﾆｱ時代に向けた交通利便性の向上 
・中心拠点、地域拠点の交通結節機能強化 
（バスターミナル(バスタ四日市)整備等） 
・広域道路を生かした名古屋へのｱｸｾｽ性向上 

持続可能な交通ネットワーク ～持続可能な交通ネットワークにより誰もが移動しやすい交通環境を形成～ 

「いきいきと働き暮らし続けられるまちづくり」 

子育て機能の強化 
・保育施設等の立地促進と子育てｻｰﾋﾞｽの向上 
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第4章 都市機能誘導区域について 
 

4-1 都市機能誘導区域の設定 

 

(1) 都市機能誘導区域を設定する拠点 

本市では、医療・福祉の機能については地区市民センター管轄区域である 24 地区を活用した地

域包括ケアシステムが運用され、子育て支援機能については地区の不足状況などに応じた施設配置

を行うなど、市域全域を見通してサービスレベルの確保が図られています。また、商業施設につい

ては、中心市街地に百貨店など拠点的施設、買い物拠点に大規模商業施設が立地し、市街化区域を

おおむねカバーする形で食品スーパーやホームセンターなどが立地している状況です。 

こうした状況を踏まえ、都市の活力の中心で、高次都市機能が集積し、広域交通ネットワークの

中心でもある中心拠点を都市機能誘導区域に設定し、リニア時代に輝けるまちに向けて、市内外か

ら多くの人が訪れ、働き、学び、楽しみ、交流するような都市機能の誘導を図ります。 

また、地域拠点の富田周辺について、名古屋へのアクセス性や都市機能の集積状況など拠点性は

高いものの、現段階では都市機能誘導区域には設定しないこととします。まず都市の核となる中心

拠点の拠点化を推進するとともに、その進捗状況、リニア中央新幹線や広域幹線道路ネットワーク

の整備状況・効果などを考慮しながら、拠点化の促進に向けた検討を進めるとともに将来的な都市

機能誘導区域の設定を検討していきます。 

その他の拠点について、拠点としての機能は有するものの都市機能誘導区域の設定は行わないこ

ととします。 

■各拠点の状況 

種別 細別 
中心拠点 地域拠点 買い物拠点 交通拠点 

中心市街地 富田周辺 日永周辺 尾平・生桑周辺 塩浜駅 

交通 主要アクセス点 近鉄四日市 JR 四日市 近鉄富田 JR 富田 
あすなろう 

南日永・泊 
近鉄四日市 － 

鉄道 
特急等 特急 特急 急行 区間快速 普通 － 急行 

R5 利用者(千人/日) 約 44.1 約 4.4 約 22.5 約 1.5 約 2.1 － 約 6.9 

バス 
R7 路線数 14 5 3 1 6 2 1 

R7 本数/日（平日） 542 149 76 21 211 130 19 

道路 主要アクセス R1,R23 R1,R23 R1 R477BP R23 

生活 大規模商業施設 
近鉄百貨店 

トナリエなど 
ｲｵﾝ四日市北 

日永ｶﾖｰ、 

ｲｵﾝﾀｳﾝ泊 

ｲｵﾝ尾平、 

ｻﾝｼ生桑 
－ 

居住者 R2(千人)※800m 圏 約 18.3 約 13.2 約 11.3 約 11.2 約 3.8 

就業 

H28従業者(千人) 約 31.3 約 4.2 約 8.9 約 4.8 5.7 

H26小売商品販売額 

（百万円） 
81,206 26,782 42,246 31,989 4,191 

※該当地区 （中部） (富田・富洲原) (日永) (三重・神前) (塩浜) 

    ※商業販売額は該当地区全体の数値  
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(2) 都市機能誘導区域の設定 

中心市街地における都市機能誘導区域の設定では、関連計画等で検討してきたこれまでのまちづ

くりの経緯や鉄道駅からの利便性（おおむね鉄道駅から 800m 圏域を目安とする）等を考慮し、中

心市街地活性化基本計画における計画範囲とします。 

■都市機能誘導区域【中心拠点】 

  
面積 Ｈ２７人口 Ｒ２人口 Ｒ２２人口 

（ha） ％ （人） ％ 密度 （人） ％ 密度 （人） ％ 密度 

中心市街地 185.0 2.5％ 10,114 3.8 54.7 10,378 3.9 56.1 9,431 3.9 51.0 

※％は市街化区域に対する割合を示す。人口は H27、R2 国勢調査の小地域人口を都市計画基礎調査の住宅用地面積で

按分し算出。R22 人口は国土技術政策総合研究所「将来人口・世帯予測ツール V3（R2 国調対応版）」を使用し、上記

ツールの計算結果を加工して作成。 

 

■都市機能誘導区域【中心拠点】における主な都市機能の配置状況 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市役所

近鉄百貨店

  ﾆ ｸ   ｻﾞ

博物館・環境未来館

トナリエ四日市

文化会館

市立
図書館

市立
四日市病院

JR四日市駅

近鉄四日市駅
本町プラザ

三十三銀行

四日市郵便局

  ﾆ ｸ    ﾞｻﾞ  専門学校
  ﾆ ｸ看護助産専門学校
  ﾆ ｸ調理製菓専門学校

四日市情報外語専門学校

四日市医師会

看護専門学校

中部   ｸﾋﾞ ﾞ ｽ専門学校

自動車関連企業本社

都ホテル

  ﾆ ｸ短期大学
   ﾞ電機・ﾆ ﾘ

三菱UFJ銀行

みずほ銀行

東海労働金庫

三十三銀行

北伊勢上野信用金庫
百五銀行

北伊勢上野信用金庫

三十三銀行
百五銀行

三井住友信託銀行支店

中京銀行

桑名三重信用金庫

プラトンホテル

四日市商工会議所

じばさん

JAみえきた

    ｰ    

 ﾞｰ ｰ  (建設中)

総合会館

d_ll YOKKIAICHI

四日市三交ビル
四日市三交ビル アネックス(建設中)

凡例

都市機能誘導区域

凡例

居住誘導区域に含めるエリア

商業拠点

郊外団地

既成市街地

宅地の農地の混在地域

住宅と工業の混在地域

公園緑地

その他

居住誘導区域に含めないエリア

産業の維持・活性化を図る区域

災害リスクの高い区域

緑の創出・保全を図る区域

森林や農地の保全を図りつつ農村集落の維持を図る区域

" 鉄道駅

鉄道鉄道・鉄道駅

JR四日市駅・近鉄四日市駅800m圏域

主な都市機能(都市機能誘導区域外)

主な都市機能(都市機能誘導区域内)

 四日市をとりまく社会経済情勢の変化や、旧

計画の進捗状況等を踏まえ、中心市街地により
多くの人が集い、快適な生活を営む場としてに
ぎわいのある、新しい時代の本市の中心市街地

を形成するため、四日市市及び関係機関、商業
者、事業者が実施する具体的な方策や事業の方
向性を掲載する事業の実施計画 

東西を JR 四日市駅周辺(国道 164 号まで)か
ら堀木日永線までを含んだ区域、南北を阿瀬知
川･鵜の森公園から柳通りを含んだ区域(面積約

185ha)を計画範囲としている 

■  

【計画範囲】 
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イオンモール
四日市北

富田地区
市民センター

富洲原地区市民センター

地域包括支援センター
医療法人富田浜病院
富田浜在宅介護サービスセンター

富洲原複合型サービスセンター

カネスエ

三十三銀行

あさけメンタル
クリニック

小林内科胃腸科

川平内科 渡辺医院
郵便局

前田医院

ライトケアサービス

四季の郷訪問介護
ステーションチャイム

富洲原保育園

JAみえきた

富田幼稚園

富洲原幼稚園

富田こども園

北伊勢上野
信用金庫

あさけプラザ

郵便局

ｽｰ  ｰｾ  ｰ
   ｱ 

飯田医院

四日市北園

郵便局

百五銀行
郵便局

業務スーパー

ロピア

(3) 地域拠点について 

富田・富洲原周辺及び近鉄富田駅周辺は、北部地域を支える買い物拠点であるとともに駅に隣

接して高校が立地するなど都市機能がおおむね揃っています。また、交通拠点でもある近鉄富田

駅は、名古屋へのアクセス性が高い急行停車駅でハイテク工業団地へのアクセス拠点にもなって

います。西口の駅前広場が整備されていますが、近年では駐輪場の不足や周辺道路における渋滞

などその対応が十分に行き届いていない部分もあります。 

このため、リニア時代に向けてまずは中心拠点における都市機能の高度化・集約化を進めてい

きますが、その進捗状況やリニア中央新幹線・広域幹線道路ネットワークの整備状況・効果など

を考慮しながら、駅周辺の交通結節機能強化や都市基盤のリニューアルの必要性などの検討を進

めるとともに、必要に応じて都市機能誘導区域の設定を検討していきます。 

■地域拠点（富田周辺）【将来的に都市機能誘導区域の設定を検討するエリア】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■地域拠点（富田周辺）における主な都市機能の配置状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
凡例

都市機能誘導区域

凡例

居住誘導区域に含めるエリア

商業拠点

郊外団地

既成市街地

宅地の農地の混在地域

住宅と工業の混在地域

公園緑地

その他

居住誘導区域に含めないエリア

産業の維持・活性化を図る区域

災害リスクの高い区域

緑の創出・保全を図る区域

森林や農地の保全を図りつつ農村集落の維持を図る区域

" 鉄道駅

鉄道鉄道・鉄道駅

JR富田駅・近鉄富田駅800m圏域

主な都市機能(駅800m圏域外)

主な都市機能(駅800m圏域内)
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4-2 誘導施設の設定 

 

(1) 中心拠点において高度化・集約化を図るべき都市機能 

都市の活力の中心で、高次都市機能が集積し、広域交通ネットワークの中心でもある中心拠点に

おいて、市内外から多くの人が訪れ、学び、楽しみ、交流することにより都市の活動量が増加し、

にぎわいが創出されるような都市機能を誘導施設に設定します。 

なお、医療・福祉・子育ての都市機能は、市域全域を見通してサービスレベルの確保を図ってい

ることから、中心拠点における誘導施設には設定しないこととします。 

■中心拠点における都市機能の集積状況と誘導方針 

中心拠点に必要な都市機能 集積状況と誘導方針 

行政 中枢的な行政機能 

・近鉄四日市駅、JR 四日市駅の中間に市役所、総合会館が立地し

ている。 

⇒中枢的機能として維持を図る 

商業 
時間消費型など様々
なニーズに対応した
拠点機能 

・百貨店などの大規模商業施設、商店街など様々なニーズに対応し

た施設が立地している。 

⇒拠点的な商業機能としての維持・誘導を図る 

金融 
決済や融資などの金
融機能を提供する機
能 

・銀行、信用金庫、JA、郵便局などが多数立地している。 

⇒本計画における誘導施設には設定しないものの、維持を図る 

教育 
文化 

市民全体を対象とし
た教育文化サービス
の拠点となる機能 

・文化会館、博物館などが立地している。区域外に図書館が立地し

ている。 

⇒市民全体を対象とした拠点的な機能として維持・誘導を図る 

・専門学校、学術研究施設などが立地している。大学は立地してい

ない。 

⇒人材育成、就労・定住や市外からの若い世代の増加によるにぎ

わいの創出など様々な効果が期待されるため維持・誘導を図る 

医療 
総合的な医療サービ
スを受けることがで
きる機能 

・区域外に市立四日市病院や県立医療センター、羽津医療センター

など総合的な病院が立地している。 

⇒本計画における誘導施設には設定しないものの、市域を見通し

た施設配置を図る 

福祉 

介護 

全市民を対象に高齢
者福祉の指導・相談窓
口や活動の拠点とな
る機能 

・中地域包括支援センターである本町プラザが立地している。 

⇒本計画における誘導施設には設定しないものの、市域を見通し

た施設配置を図る 

子育て 
働き交流する場所か
つ交通結節点に必要
とされる機能 

・子育て支援センターや企業内保育施設などが立地している。 

⇒本計画における誘導施設には設定しないものの、市域を見通し

た施設配置を図る 

その他 

都市の活力の源とな
る都市型産業などの
働く機能 

・オフィスビルなどが多数立地している。 

⇒本計画における誘導施設には設定しないものの、今後も立地誘

導を図る 

都心居住の促進に向
けた居住機能 

・マンションが多く立地しており近年増加傾向。 

⇒本計画における誘導施設には設定しないものの、今後も立地誘

導を図る 
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(2) 誘導施設の設定 

中心拠点における都市機能集積状況などを踏まえ、誘導施設を以下のように設定します。 

■誘導施設（中心拠点） 

機能 誘導施設 摘要 

行政 市役所 地方自治法第 4 条第 1 項に規定する市役所 

商業 百貨店、複合型商業施設 
大規模小売店舗立地法第 2条第 2項に規定する店舗面積が 10,000

㎡以上の商業施設（共同店舗・複合施設含む） 

教育文化 

図書館 図書館法第 2 条に規定する施設 

博物館 博物館法第 2 条第 1 項に規定する施設、第 31 条に規定する施設 

文化会館 
主に市民を対象とした文化芸術に関する講演等を行う収容人数

1000 人以上のホール機能を有する施設 

文化交流施設 
主に市民の交流等を目的とした客席数 200 席以上のホール機能を

有する施設 

コンベンション 
主に市民向けの展示会や会議などを開催することができる収容人

数 300 人以上のホール・会議室等を有する施設 

大学・専門学校 

※ｻﾃﾗｲﾄｷｬﾝﾊﾟｽ、学術研究

施設含む 

学校教育法第 1 条に規定する大学、学校教育法第 124 条・134 条

に規定する学校 

※大学の組織の一部として構成する学術研究機関を含む 

 ※複合施設の取扱いについて 

単独で延べ面積が 10,000 ㎡未満の施設であっても、他の誘導施設とあわせて延べ面積が 10,000

㎡以上となる建築基準法施行令第 130条の 5の 2第 1号、第 2号、第 5 号及び第 130条の 5の 3

第 2 号、第 3 号に規定する店舗・施設並びに建築基準法施行令第 19 条第 1 項に規定する児童福

祉施設等（就寝室を有する施設を除く。）及び診療所（病床を有する施設を除く。）で、管理者が

同一かつ利用者が一体施設として利用する複合施設は誘導施設とみなす。 

 ※文化交流施設について 

主に市民の交流等を目的とした集会室等を有する施設は、他の誘導施設とあわせて延べ面積が

10,000㎡以上となるものは誘導施設とみなす。 
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4-3 都市機能誘導区域に係る届出制度 

 

(1) 都市機能誘導区域に係る届出制度（都市再生特別措置法第 108条） 

都市機能誘導区域における誘導施設の立地動向等を把握するため、都市機能誘導区域外において、

誘導施設を有する建築物の開発行為等を行おうとする場合は、都市再生特別措置法第 108条第 1項

の規定に基づき、当該行為に着手する日の 30日前までに市への届出が必要となります。 

また、都市機能誘導区域内において、誘導施設を有する建築物を休止し、または廃止しようとす

る場合は、同法第 108 条の 2 第 1 項の規定に基づき、休廃止しようとする日の 30 日前までに市へ

の届出が必要となります。 

なお、当該行為が都市機能誘導区域への誘導施設の立地誘導を図る上で支障があると認められる

ときは、協議・調整の上、勧告等の必要な措置を行う場合があります。 

■届出の対象となる行為 

【都市機能誘導区域外における誘導施設の開発行為又は建築等行為】 

開発行為 ・誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合 

開発行為以外 

・誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合 

・建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合 

・建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合 

【都市機能誘導区域内における誘導施設の休止または廃止】 

休止・廃止 ・誘導施設を有する建築物を休止し、または廃止しようとする場合 

【届出対象のイメージ（例：教育文化機能の場合）】 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：立地適正化計画の手引き【基本編】（R7.4改訂、国土交通省）を一部編集 

  

78/144



 

- 24 - 

居住誘導区域の設定

市街化区域 ※居住誘導区域は市街化区域内での設定が原則

STEP1：居住誘導区域から除外する区域の設定

〇本市における災害リスクの状況及び安全対策の実施状況を踏まえ、建物倒壊等の危険性が高い被害想定区域を居
住誘導区域から除外

除外条件…土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域、想定津波浸水深2.0m以上の区域

〇今後も産業都市としての持続的な発展を目指し、工業系用途地域について、工業系土地利用の集積状況や住宅との
混在状況を考慮しつつ、産業の維持・増進を図るべき区域を居住誘導区域から除外

除外条件…工業専用地域、工業地域、臨港地区、

人口密度20人/ha未満や住宅系土地利用の割合が低い準工業地域

〇市街地の内の都市公園・緑地等は、多くの人々の憩い・交流の場となるほか、二酸化炭素の吸収等の都市環境の改
善にも必要な要素であることから、緑の創出・保全を図る区域を居住誘導区域から除外
除外条件…大規模公園、緑地

≪2つのアプローチで区域を設定≫

居住誘導区域から除外する区域 居住誘導区域に含める区域

STEP2：居住誘導区域に含める区域の設定

〇高次都市機能（中心市街地・富田周辺）に鉄道でアクセスでき、生活サービス施設が徒歩圏にある生活利便性の高

い区域を居住誘導区域に設定

〇将来的な人口密度の低下に伴う生活サービスレベルの低下を防止するため、公共交通及び生活サービス施設の利便性

の高い区域を居住誘導区域に設定

〇既存ストックの有効活用に向け、土地区画整理事業や大規模住宅団地の開発などにより形成された都市基盤施設の

状況を考慮した居住誘導区域を設定

第5章 居住誘導区域について 
 

5-1 居住誘導区域の設定 

 

(1) 居住誘導区域の方向性 

高次都市機能への鉄道によるアクセス性が高く生活サービス施設も徒歩圏にある区域、公共交通

及び生活サービス施設が徒歩圏にある区域、土地区画整理事業などの大規模造成地や下水道が整備

された区域など都市基盤の整った区域を居住を誘導する区域とします。 

また、災害リスクの高い区域、産業の維持・増進を図るべき区域、緑の保全・創出を図る区域に

ついては、誘導区域から除外します。 

以下のフローにより居住誘導区域を設定します。 

 

■居住誘導区域の設定フロー 
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≪居住誘導区域の方向性を踏まえた区域の抽出≫ 

 

①災害リスクの高い区域 

〇都市計画運用指針に示されている居住誘導区域に含めないことが望ましい区域を踏まえるとと

もに、本市における災害リスクの状況などから以下の区域を居住誘導区域から除外します。 

除外条件：土砂災害特別警戒区域※、急傾斜地崩壊危険区域※、想定津波浸水深 2.0m以上の区域（津

波防災地域づくりに関する法律に基づく津波浸水想定図（三重県：H27.3.31）をベースに地形地物

（街区・道路・水路等）や周辺街区との連続性などを考慮し設定。ただし浸水想定 2m 以上であっ

ても水路や道路上のみの場合や周辺街区と連続性の低い小規模なものは除外しない。） 

※土砂災害特別警戒区域や急傾斜地崩壊危険区域が新たに追加された場合は居住誘導区域に含めないものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※なお、大きな被害が予測される南海トラフ地震の理論上最大震度、養老－桑名－四日市断層帯の地震震度は全域的

に震度 6 強以上と予測される。南海トラフ地震による津波により臨海部では広く浸水が想定され（浸水深 2ｍ未満の

区域含む）、河川沿岸部や下流域を中心とした区域では大雨による洪水浸水などが想定される。また、土砂災害警戒

区域など内陸部を中心に土砂災害の危険性の高い区域が存在している。  

STEP1：居住誘導区域から除外する区域 

② 

⑤ 

③ 

② 

① 

④ 
① 

③ 

⑤ ④ 

② 

凡例

土砂災害特別警戒区域

急傾斜地崩壊危険区域

想定津波浸水深2m以上

凡例

居住誘導区域に含めるエリア

商業拠点

郊外団地

既成市街地

宅地の農地の混在地域

住宅と工業の混在地域

公園緑地

その他

居住誘導区域に含めないエリア

産業の維持・活性化を図る区域

災害リスクの高い区域

緑の創出・保全を図る区域

森林や農地の保全を図りつつ農村集落の維持を図る区域

" 鉄道駅

鉄道鉄道

鉄道駅

市街化区域

80/144



 

- 26 - 

 

  

◎本市における災害ハザードと居住誘導としての考え方

有無 居住誘導の考え方 【参考】安全対策等対応状況

なし － －

なし － －

有

有

なし － －

都市計画運用指針において原則として居住誘導区域に含まないこととすべきとされている区域

なし － －

有

リスクの周知とともに、危険度が高まった場合の避
難の迅速化に向けた体制の整備など対応も図られて
おり、こうした取組を継続することとし、居住誘導
区域から除外しない

・ハザードマップ等による災害リスク周知、避難啓発
・三重県土砂災害情報提供システム等による情報収集
・電話・FAX、ラジオ、防災メール、防災アプリ、各種SNS、
防災行政無線、広報車等による避難情報伝達体制　等

有

ハード対策のほか、リスクの周知とともに津波避難
ビルの指定や危険度が高まった場合の避難の迅速化
に向けた体制の整備などソフト対策の充実が図られ
ており、こうした取組を継続することとし、基本的
に居住誘導区域から除外しない
ただし、事前予測が困難である点を踏まえ、木造家
屋が全壊する危険性が飛躍的に高くなる浸水深２ｍ
以上の区域について、居住誘導区域から除外

・河川、海岸の堤防・護岸の整備促進、河川改修、津波防護
施設の管理・補強促進
・津波避難マップ（各戸配布）による浸水区域等の明示、災
害リスクの周知、率先避難の啓発
・津波避難ビルの指定
・電話・FAX、ラジオ、防災メール、防災アプリ、各種SNS、
防災行政無線、広報車等による避難情報伝達体制
・津波警報はJアラート連動で防災行政無線を通じて情報発
信、緊急速報メール・市安全安心防災メールも発信　等

洪水浸水想定区域
(水防法)

有

家屋倒壊等氾濫想定区域
(水防法)

有

高潮浸水想定区域
(水防法)

有

雨水出水浸水想定区域
(水防法)

有

洪水浸水想定区域
(水防法)

有

高潮浸水想定区域
(水防法)

有

雨水出水浸水想定区域
(水防法)

有

なし

なし

慎重に判断を行うことが望ましい区域（市独自）

有
市域全域にわたる大地震となる等、除外することは
現実的でないことから、各対策の推進を前提とし、
居住誘導区域から除外しない

・建築物の耐震不燃化の促進
・災害対応力向上に向けた道路網の整備、道路施設やライフ
ライン施設等の安全化等
・オープンスペースの確保、既成市街地の再編などの対策
・ハザードマップによる啓発活動や警戒避難体制の整備をは
じめとしたソフト対策

有
液状化区域はほぼ全域に鉄道駅が配置される等、除
外することは現実的でないことから、各対策の推進
を前提とし、居住誘導区域から除外しない

・大規模盛土造成地の基礎調査の推進
・広範囲にわたり発生箇所の特定が困難であることなども踏
まえ、緊急輸送道路の指定、避難所・避難対策の充実等発生
後の迅速な対応を目指す

ハード対策のほか、リスクの周知とともに河川水位
の監視による避難情報の発令体制などソフト対策も
図られており、浸水区域は市街地の広範囲に渡るも
のの、事前に予測・準備ができる可能性が高い点な
ども考慮し、ハード・ソフト両面の対策の推進を前
提に居住誘導区域から除外しない

津波災害警戒区域
(津波防災法)

都市洪水想定区域など
(特定河川法)

南海トラフ地震や断層帯に係
る地震により地震被害が想定
される区域

南海トラフ地震や断層帯に係
る地震による液状化の危険度
が高い区域

津波災害特別警戒区域
(津波防災法)

都市計画運用指針において災害ﾘｽｸ、警戒避難体制の状況、災害を防止・軽減するための施設状況や整備見込み等を総合的に勘案し適当でないと判断され
る場合、原則として、居住誘導区域に含まないこととすべきとされている区域

災
害
イ
エ
ロ
ー

ゾ
ー

ン

土砂災害警戒区域
(土砂災害防止法)

津波浸水想定区域
(津波防災法)
※南海トラフ地震の
　理論上最大規模、
　過去最大規模

想
定
最
大
規
模

リスクの周知とともに河川水位の監視による避難情
報の発令体制などソフト対策が図られており、浸水
区域は市街地の広範囲に渡るものの、想定し得る最
大規模(年超過確率1/1000)の降雨の想定であり、
事前にある程度の予測・準備ができる可能性が高い
点なども考慮し、ハード・ソフト両面の対策の推進
を前提に居住誘導区域から除外しない

・河川護岸整備や河川改修、下水道整備等の推進
・ハザードマップ等による浸水区域等の明示、災害リスクの
周知、避難の啓発
・河川水位監視による避難情報　(高齢者等避難、避難指
示、緊急安全確保）の発令
・電話・FAX、ラジオ、防災メール、防災アプリ、各種SNS、
防災行政無線、広報車等による避難情報伝達体制　等

計
画
規
模

ハザード

都市再生特別措置法において居住誘導区域に含まないこととされている区域

　
災
害
レ
ッ

ド
ゾ
ー

ン

災害危険区域
(建基法)

地すべり防止区域
(地すべり等防止法)

急傾斜地崩壊危険区域
(急傾斜地法)

ハード対策のほか、リスクの周知とともに、危険度
が高まった場合の避難の迅速化に向けた体制の整備
など対応も図られているものの、都市再生特別措置
法にて「含まないこと」とされていることから、土
砂災害特別警戒区域と急傾斜地崩壊危険区域につい
ては、居住誘導区域から除外

・土砂災害特別警戒区域からの移転補助
・急傾斜地崩壊対策事業
・宅地造成等の開発に伴う指導・監督
・ハザードマップ等による災害リスク周知、避難啓発
・三重県土砂災害情報提供システム等による情報収集
・電話・FAX、ラジオ、防災メール、防災アプリ、各種SNS、
防災行政無線、広報車等による避難情報伝達体制　等

土砂災害特別警戒区域
(土砂災害防止法)

浸水被害防止区域
(特定都市河川法)
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参考：津波や洪水等の浸水被害リスク 

【都市計画運用指針 第 13版(令和 7年 3月 31日一部改正)】 

◇災害防止の観点から必要な市街化の抑制に関する方針 

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成１２年法律第５７号）第

９条第１項に規定する土砂災害特別警戒区域及び津波防災地域づくりに関する法律（平成２３年法律

第１２３号）第７２条第１項に規定する津波災害特別警戒区域等、溢水、湛水、津波、高潮、がけ崩れ

その他の災害の危険が高く、特に市街化を抑制すべき地区を示すことが望ましい。 

 

【三重県地震･津波被害の低減に向けた都市計画指針（平成 28年 8月）】 

浸水深と建築物被害状況の全般的な傾向は、木造建築物では浸水深2.0m以上で再生不可能な

全壊となる割合が飛躍的に増加する傾向があり、鉄筋コンクリート（RC）造および鉄骨（S）造の建築物

は、特に浸水深6.0m未満で再使用可能な割合が高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国土交通省都市局 「津波被災市街地復興手法検討調査（とりまとめ）」 

 

【水害の被害指標分析の手引き(H25試行版)（平成 25年 7月 国土交通省 水管理・国土保全局）】 

高齢者（65歳以上）の避難における危険水位帯は浸水深約5m以上（階高（約3mとする）+1.8m）の

区域で死亡率が90％以上と高い。 

  

2.0m 
以上 

60％ 

6.0m 
以上 

60％ 
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②産業の維持・活性化を図る区域 

〇産業拠点の臨海部コンビナートと港湾や、ハイテク工業団地などが立地する工業専用地域、臨港

地区は居住を許容しておらず、今後も工業系土地利用がされることから、居住誘導区域から除外

します。 

〇工業地域についても、おおむね工場などの工業系土地利用がされており、将来的にも産業の増進

に資する地域であることから、居住誘導区域から除外します。 

〇住工が混在している準工業地域については、人口密度（おおむね人口密度 20人／ha未満）や土

地利用の状況（住宅系土地利用の割合が低い）から、産業への純化を図る必要性が高い区域を居

住誘導区域から除外します。 

除外条件：工業専用地域、工業地域、臨港地区、人口密度 20人/ha未満や住宅系土地利用の割合が

低い準工業地域（区域は地形地物（街区・道路・水路等）により周辺街区との連続性などを考慮し

設定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

凡例

工業専用地域

工業地域

準工業地域

凡例

居住誘導区域に含めるエリア

商業拠点

郊外団地

既成市街地

宅地の農地の混在地域

住宅と工業の混在地域

公園緑地

その他

居住誘導区域に含めないエリア

産業の維持・活性化を図る区域

災害リスクの高い区域

緑の創出・保全を図る区域

森林や農地の保全を図りつつ農村集落の維持を図る区域

" 鉄道駅

鉄道鉄道

鉄道駅

市街化区域

臨港地区

(人口密度20人/ha未満かつ
住宅系土地利用の割合が低い)
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③緑の創出・保全を図る区域 

〇市域の多くの人が利用可能な都市公園や緑地は、多くの人々の憩い・交流の場となるほか、二酸

化炭素の吸収等の都市環境の改善にも必要であることから、居住誘導区域から除外します。 

除外条件：都市機能誘導区域外の 2ha 以上の都市計画公園（廃止予定の公園を除く）、市民に憩い

の場などとして利用されている 2ha以上の緑地（河川の緑地、河畔緑地を除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

凡例

大規模公園・緑地

凡例

居住誘導区域に含めるエリア

商業拠点

郊外団地

既成市街地

宅地の農地の混在地域

住宅と工業の混在地域

公園緑地

その他

居住誘導区域に含めないエリア

産業の維持・活性化を図る区域

災害リスクの高い区域

緑の創出・保全を図る区域

森林や農地の保全を図りつつ農村集落の維持を図る区域

" 鉄道駅

鉄道鉄道

鉄道駅

市街化区域
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〇公共交通や生活サービス施設の状況から、高次的都市機能へのアクセス性に重点を置き、居住の

誘導を図ります。このため、都市機能が集積する中心拠点や地域拠点へのアクセス利便性が高い

区域や基幹的公共交通が徒歩圏にある区域等を優先的に設定し、ネットワーク形成の方向性との

整合を図ります。 

〇また、その他の公共交通や生活サービス施設の徒歩圏である区域についても居住誘導区域に設定

し、良好な居住環境の形成を図る地域として人口集積を図ります。 

〇なお、既存ストックの有効活用に向けては都市基盤整備の状況を考慮する必要がありますが、次

頁に示すように、以下の条件に該当する地域としておおむねカバーできていることから、考慮で

きているものと判断します。 

設定条件： 

Ａ．鉄道により広域的な都市機能（中心市街地または富田周辺地区）におおむね 30分以内※にアク

セス可能であり、かつ生活サービス施設が徒歩圏内にある区域 

※駅まで徒歩 10分、乗換に 5分を要した場合を想定 

Ｂ．基幹的公共交通（鉄道もしくは基幹的バス）により広域的な都市機能（中心市街地または富田

周辺地区）にアクセス可能であり、かつ生活サービス施設が徒歩圏内にある区域 

Ｃ．公共交通が徒歩圏内であり、かつ生活サービス施設が徒歩圏内にある区域 

Ｄ．公共交通が徒歩圏内である区域、または生活サービス施設が徒歩圏内にある区域 

その他．それ以外の区域（モビリティの依存度が高い区域） 

※生活サービス施設徒歩圏は街区など一体性を考慮し地形地物や用途地域界等により設定 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

STEP2:居住誘導区域に含める区域 
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≪参考：居住誘導区域の条件と都市基盤整備の状況≫ 

〇土地区画整理事業や 5ha 以上の開発など都市基盤の整った住宅地は既成市街地や丘陵部に存在

し、下水道は市街化区域内をほぼカバーしています。 

 

■都市基盤の整った住宅地（区画整理や 5ha以上の開発など） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■公共下水道区域 

 

面積
住宅関係

％
都市計画区域 20,080 1,766 8.8%
市街化区域 7,506 1,680 22.4%

居住誘導区域 5,107 1,529 29.9%
A 2,179 472 21.7%
B 566 271 47.8%
C 766 308 40.2%
D 1,476 478 32.4%
その他 120 0 0.0%

居住誘導区域外 2,399 151 6.3%
市街化調整区域 12,574 86 0.7%

面積

％
都市計画区域 20,080 5,917 29.5%
市街化区域 7,506 5,725 76.3%

居住誘導区域 5,107 4,876 95.5%
A 2,179 2,114 97.0%
B 566 540 95.3%
C 766 735 96.0%
D 1,476 1,390 94.2%
その他 120 97 80.9%

居住誘導区域外 2,399 849 35.4%
市街化調整区域 12,574 192 1.5%

公共
下水道
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≪居住誘導区域の設定≫ 

居住誘導区域から除外する区域及び居住誘導区域に含める区域の抽出結果より、 

以下の区域を居住誘導区域に設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

凡例

都市機能誘導区域

都市機能誘導区域設定の
検討区域

居住誘導区域
（市街化区域内）

鉄道

鉄道駅

市街化区域

※土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域と重複する箇所を除く。また、新たに区域が追加された場合も当該箇所を除くも

のとする。なお、土砂災害特別警戒区域について、対策等が実施され指定が外れた場合は、居住誘導区域に含めるものとする。 

※居住誘導区域内においても災害リスクは存在しているため、各種ハザードマップなど参照のこと。 

※本計画はおおむね 5 年ごとに施策や事業の実施状況などを評価し、必要に応じて見直しを行っていくものの、居住誘導区域につ

いて、災害リスクや国をはじめとする関係機関の動向など留意しながら、必要に応じて適宜見直しを図るものとする。 

 

※H27、R2国勢調査の小地域人口を都市計画基礎調査の住宅用地面積で按分し、居住誘導区域人口を算出 

※R22誘導区域人口は社人研推計の市街化区域の人口変化率と同じ変化率で推移した場合の数値 

面積 Ｈ２７人口 Ｒ２人口 Ｒ２２人口

ha ％ 人 ％ 密度 人 ％ 密度 人 ％ 密度

居住誘導区域 5,107 68.1 261,453 96.52 51.2 258,671 96.5 50.7 239,530 96.5 46.9

誘導区域外 2,390 31.9 9,416 3.48 3.9 9,464 3.5 4.0 8,763 3.5 3.7

合計
(市街化区域)

7,497 100.0 270,869 100.0 36.1 268,135 100.0 35.8 248,293 100.0 33.1
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≪居住誘導区域の参考図（土地利用特性ごと）≫ 

四日市市都市計画マスタープラン全体構想における土地利用特性と立地適正化計画における誘導区域図をあわせた参考イメージ図。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※都市計画マスタープラン全体構想の土地利用方針図における土地利用特性を示したイメージ図 

凡例
居住を誘導する区域

中心拠点 （都市機能誘導区域）
地域拠点・買い物拠点・交通拠点

郊外住宅団地

既成市街地

宅地と農地の混在地域

居住誘導区域に含めないエリア
産業系土地利用

大規模公園・緑地
既成市街地や住工混在地域など
（災害リスクに配慮した土地利用）
森林・農地や農村集落が点在する区域
（市街化調整区域等）

鉄道

鉄道駅

・商業・業務系土地利用

・住宅系土地利用

市街化区域
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5-2 居住誘導区域に係る届出制度 

 

(1) 居住誘導区域に係る届出制度（都市再生特別措置法第 88条） 

居住誘導区域外における住宅開発等の動向を把握するため、居住誘導区域外で以下に示す一定規

模以上の開発行為または建築等行為を行おうとする場合、都市再生特別措置法第 88 条第 1 項の規

定に基づき、当該行為に着手する日の 30日前までに市への届出が必要となります。 

なお、当該行為が居住誘導区域内の住宅等の立地誘導を図る上で支障があると認められるときは、

協議・調整の上、勧告等の必要な措置を行う場合があります。 

 

■対象となる行為 

【居住誘導区域外における住宅開発等に係る開発行為又は建築等行為】 

 

 

出典：立地適正化計画の手引き【基本編】（R7.4改訂、国土交通省）  
  

※本市では、令和 8年 3月現在、条例を定めていません。 

※ 

※ 
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第6章 誘導施策について 

目指すべき都市構造の実現に向け、本計画における方針を踏まえ、都市機能誘導、居住誘導及び

交通ネットワークに係る施策に取り組みます。 

6-1 都市機能誘導に係る施策 

 

■中心拠点の都市機能の高度化・集約化 

・東京・名古屋間のリニア中央新幹線の開通に伴うスーパーメガリージョン形成効果を最大限享受

するため、リニア時代にふさわしいゲートウエイの整備を進めます。 

・利用者の増加が期待される中心拠点周辺において、訪れる人が歩きたくなるような歩行空間や公

園など公共空間の整備とともに回遊性の向上を図ります。 

・図書館などの拠点的な都市機能、大学やサテライトキャンパスなど学び・交流し・楽しむ都市機

能の誘導とともに、土地の高度利用や再開発の誘導を図ります。 

・都市型産業など産業政策と連携した企業立地や再編に必要な土地利用誘導を図ります。 

■地域拠点の拠点化の促進 

・北部地域を支える都市機能の維持・集約化を図るとともに、土地の高度利用や再開発の誘導を図

ります。 

・近鉄富田駅において、鉄道の利用環境の向上を図りながら、交通結節機能の強化に向けた取組の

検討を進めます。 

■生活サービス機能の維持 

・共働きを含む就業世代、子育て世代から高齢者まで多様な世代が暮らしやすいまちに向け、医療

と福祉が連携した地域包括ケアシステムの維持・充実を図るとともに、広く市民の生活を支え宅

配機能も備える買い物拠点の維持を図ります。 

・総合型地域スポーツクラブなど市民が健康で元気に暮らせる機能の充実を図ります。 

主な事業など 

▶中央通り再編事業※ 

▶知と交流の拠点施設整備事業（図書館を核とした複合施設） 

▶大学等拠点施設整備事業 

▶公園再整備事業（中央通り再編事業、みなとまちづくり関連） 

▶優良建築物等整備事業、市街地再開発事業、土地区画整理事業 

▶共同建替等誘導助成制度 

▶企業立地奨励金制度 

▶空き店舗等活用支援事業補助金制度 

▶駐輪場の整備 

▶都市・地域交通戦略推進事業 

▶まちなかウォーカブル推進事業 

▶官民連携まちなか再生推進事業 

▶都市構造再編集中支援事業 

▶新しい地方経済・生活環境創生交付金(第２世代交付金)拠点整備事業  など  

■都市機能誘導に係る施策 
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※中央通り再編事業〔「ニワミチよっかいち」中央通り再編基本計画(令和 5年 5月)〕 

〔中央通りの整備方針〕 

 
〔災害時の使われ方〕 

  

のイメージ

・全線を通して、歩行者空間を最大化することで、歩きたくなる空間の素地をつくる

・クスノキ並木を活かした緑豊かで高質なデザインとすることで、まち全体の都市景観形成の軸として空間の魅力向上を図る

・南側自転車道は、将来的な次世代モビリティの走行を見据えた幅員として、中央通り全線で4.0mを確保する

・災害時などの非常時を想定した、避難空間を確保する

まとまった歩行者空間の創出

市民公園

鵜の森公園・鵜森神社

諏訪公園・諏訪神社

東海道

市役所

商店街

A-A断面

B-B断面

車線の削減

車線の削減

幅員4.0mの自転車道整備

南側へ車線の集約

１－７－１．中央通りの空間構成

北

側

北

側

南

側

南

側

車線数を交通量に応じて削減し、
北側車道を南側に集約

北側にまとまった歩行者空間を創出
北側に2mの自転車道を整備

南側に4mの
自転車道を整備

【現況】

【計画】【計画】

車線数を交通量に応じて削減

歩行者空間の拡大

北側に2mの自転車道を整備

歩行者空間の拡大

南側に4mの自転車道を整備

北

側

北

側

南

側

南

側

■空間構成と連携する周辺施設

視点②：まちづくりと連動した交通機能の配置
「交通機能強化」

視点③：中央通りを活用した空間の魅力向上
「空間の魅力向上」

視点①：賑わい・もてなし空間の創出と回遊性の向上
「顔・賑わいづくり」

視点④：社会情勢の変化への対応
「スマート化、レジリエンスの向上」

・商店街に隣接する近鉄四日市駅東側に、バスターミナルを集約する（令和3年度バスタ四日市国直轄事業化）

・周辺の各種公園やバスターミナル、商店街等周辺施設との連携を図る

・西浦通り～市民公園東区間は、中央島を残しながら南北の車線数を減らす

・近鉄四日市駅東～JR四日市駅区間は、南側にすべての車線を集約し、北側にまとまった歩行者空間を確保する

【現況】

西浦通り～市民公園東区間の道路断面（A-A断面） 国道１号～JR四日市駅区間の道路断面（B-B断面）

１）中央通りの被災時の対応について

◆四日市市地域防災計画では、多くの避難者が想定される被災時に、被害の軽減を図るため、大きく２種類の避難所等を整備・指定

◆中央通りについては、今回の再編により屋外のオープンスペースが創出されるため、屋外空間の利用を想定し、避難所ではなく指定緊急避難場所等への活用が望ましい

・中央通りでは、バリアフリーに配慮した歩行者動線、徒歩2分程度の間隔で歩行者拠点広場を設置し、交通結節点となる近鉄四日市

駅周辺には歩行者デッキ、JR四日市駅とみなとを結ぶオーバーブリッジなどの整備を予定している

・全線を通して整備される歩行者動線や歩行者デッキ・オーバーブリッジについては、被災時の避難経路・代替輸送等への動線を基本

的な役割として想定

    

・災害時の  回避のため 時的に避難する場所 は   難者が公 交通  の回 まで  する場所
・災害種 に応じて らかじめ四日市市が指定
・避難指 などを 令する場 、この指定緊急避難場所への避難を  か 

指定緊急
避難場所

・地域の 民が 時的に災害時の  を回避するための避難場所
・地域からの 望により指定

緊急避難所
（ の の
避難場所）

    

・災害   が 用される程度の災害が   は  する れが り、または多数の避難者が予想
される場 に、市災害  本 が、 らかじめ指定されている避難場所の ち  に応じて 設
する の

指定避難所

・  が  等、 の との指定避難所に  ことが 難な が  するための避難所
・ らかじめ 定を 結した  施設などが  

  避難所
（2次避難所）

        所 ：  間  の    を   

・災害時の  を回避するため、 時的に避難する場所または   難者が公 交通  の回 までに  する場所

   所 ：    の    を   

・  を った 等の避難 活の場所で るとと に避難 活の  拠点となる施設

２－３－２．災害時の使われ方

バリアフリー動線（地上レベル）

バリアフリー動線（デッキレベル）

歩行者拠点広場

歩行者拠点広場
（交通事業者等との連携・調整が必要）

じばさん
（       所）
（津波  ビル）

(地区 防災資機材 配備)

市民公園
（  用貯水槽310t）

鵜の森公園
（       所）
（耐震性貯水槽100t）

安島防災倉庫
※帰宅困 者分含む

（拠点防災備蓄倉庫資機材 基本配備）

ユマニテク短期大学
（津波  ビル）

1.0～2.0m0.5～1.0m

  洪水最大浸水深境界ライン
（1,000年に1回  の豪雨を  ）

四 市シティホテル
アネックスビル
（津波  ビル）

  津波浸水範囲
（理論上最大を  ）

諏訪公園
（耐震性貯水槽100t）

四 市市総合会館
（       所）
（津波  ビル）

（地区 防災資機材 配備）

四 市商工会議所
（    所）
（津波  ビル）

2.0～5.0m1.0～2.0m

  洪水最大浸水深
境界ライン

（1,000年に1回  の豪雨を  ）

三栄公園
（耐震性貯水槽100t）

幸町ビル
（津波  ビル）

四 市建設業会館
（津波  ビル）

今後、公的施設の立地を
 途検討

都ホテル四 市
（津波  ビル）

四 市市役所
（津波  ビル）

市営駐車 
（津波  ビル）

消防施設（※消防車動線等については消防本部と協議）
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〔交通結節点のデザイン（バスターミナルの整備に係る事項） 基本目標〕 

 

〔交通結節点のデザイン（バスターミナルの整備に係る事項） 施設配置方針〕 

  

◆ 近鉄四日市駅周辺の現状と課題、「近鉄四日市駅周辺等整備基本構想」にお る近鉄四日市駅周辺等整備の基本的な方向性、バスタプロジェクトの狙いを踏まえ、
四日市バスターミナルの基本目標を設定

近鉄四日市駅周辺等
整備の基本的な方向性

近鉄四日市駅周辺の
現状と課題

バスタプロジェクトの
狙い

四日市バスターミナルの
基本目標

【現状】

◇近鉄四日市駅前広場はバスやタクシー等の交通機能に特化して
おり、駅西側に向かう歩行者動線、待ち合わせや集合場所とな
るような空間がない。

◇駅利用以外はほとんどがふれあいモールを通して人が移動して
いる。

◇駅前広場が四日市を印象付けるような美しい空間となっていない。
【課題】

◆駅北側のふれあいモールの歩行者動線に加え、駅南側の中央
通り側においても、駅西街区や市民公園から駅東側にかけて
の歩行者動線や滞留空間を確保し、回遊性を高めることが必
要ではないか。

◆信号交差点や乗り換えにおける垂直移動などのバリアを減らす
ことが必要ではないか。

◆駅前整備にあわせて民間投資を促し、賑わいを創出する必要
があるのではないか。

【現状】

◇交通ターミナルとしての広さが不足しており、各交通モードが混在
するとともに、バスのりばなどが分散しているため、分かりづらい。

◇バリアフリーに対応する送迎スペースがない。
◇中央通りの高架下には送迎車が多い。
◇近鉄パーキングを利用する車両とバスなどで混雑することがある。
【課題】
◆高齢化社会においてはバリアフリーに配慮したタクシーのりば
や送迎スペースを駅直近に配置する必要があるのではないか。

◆バスのりばをもっと分かりやすくする必要があるのではないか。

◆商店街の賑わいへの寄与等を考慮してバスのりばを配置する
必要があるのではないか。

◆各交通モードと歩行者を分離し、安全性を向上させる必要があ
るのではないか。

◆乗り継ぎ動線に屋根を設置するなど、快適性を向上させる必要
があるのではないか。

視点②：まちづくりと連動した交通機能の配置

【現状】
◇中央通りはクスノキの並木など良好な景観を有する。
◇車道は片側3車線で交通量に対して余裕がある。

【課題】
◆広い中央通りをバスのりばや歩行空間などに優先的に利用し
てはどうか。

◆クスノキの並木空間を歩行空間・緑道とし、文化的な交流が営
まれる場所として利用してはどうか。

◆四日市に訪れた人が美しい景観や眺望を観られる場所を確保
してはどうか。

視点③：中央通りを活用した空間の魅力向上視点①：賑わい・もてなし空間の創出と回遊性の向上

【配慮すべき事項】
①中心市街地の活性化 ②交通結節機能強化 ③都市機能施設への回遊性向上 ④バリアフリー環境の整備 ⑤都心居住の促進

地域の活性化

地域の実情に即した公共交通ネットワークの充実や賢く公共

交通を使う取組により、観光立国や一億総活躍社会を実現。

災害対応の強化

災害時の鉄道等の代替交通機関としてのバスの機能を強化し、

災害時の人流を確保。

生産性の向上

ドライバー不足が進行するバスの運行効率化を促進するとと

もに、バスの利用促進により都市部の渋滞損失を削減

バス停の集約・スマート化
による交通結節機能の強化

歩行者の円滑な移動・乗換
を支援する交通拠点の整備

並木空間の再編による
魅力あるスペースの創造

駅周辺と一体となった
賑わい・歩行空間の創出

防災機能の強化
新たなモビリティや

交通サービスとの連携

民間ノウハウを活用した事業スキーム

民間ノウハウを活用し、ターミナル使用料・商業施設等から
得られる収益によるターミナルの管理・運営を実現。

公益機能の強化

防災機能の強化、バリアフリーの強化、訪日外国人対応の強
化等。

他の交通、拠点、新技術との連携強化

他の交通やまちづくりとの連携、他の交通拠点との連携、新
たなモビリティとの連携

出典：近鉄四日市駅周辺にお る交通結節点整備計画

出典：近鉄四日市駅周辺にお る交通結節点整備計画

並木空間

情報提供施設

チケット販売所

待合空間・コインロッカー

子育て支援（授乳室）

賑わい施設トイレ・パウダーコーナー 魅力ある滞留スペース

防災機能

荷捌き・臨時バス乗降スペース

諏訪栄町交差点
（仮）ターミナル入口交差点

近鉄
四日市駅

あすなろう
四日市駅

近鉄
百貨店

1

タクシープール：8台程度

至 大阪

至 名古屋

凡例

バスのりば
タクシーのりば
エレベータ
エスカレータ

タクシー乗降場

広場

くすの木P入口（既存）

特定車両停留施設
区域設定エリア（案）

◆ ターミナル内に入構する車両は、路線バスおよ タクシー。
◆ 車両動線およ 歩行者空間の利便性・快 性のバランスを考慮の上、

バース・  広場を配置。

◆ 屋内  空間と各種 能を連携させ、  時のワンストップの利便性を高める。
◆ 各島に  ・券売の基本 能と賑わい施設を配置。
◆ 商店街に隣接した賑わい空間を形成する。
◆ 東海道との交差 には並木と賑わい施設を導入。

バスのりば・車路・待合広場の配置の考え方 各機能の配置の考え方

タクシープール：4台程度

横断デッキ

ペデストリアンデッキ

特定車両停留施設
区域設定エリア（案）

特定車両停留施設
区域設定エリア（案）

※バスバース数及 配置、車路、出入口、横断箇所等は、 係   議を行い詳細な配置を決定していく

重要な視点

景観への配慮から平面上に低層階での施設配置

基本目標に則り必要な機能を十分に確保

余裕のある配置に配慮するためには、必要に応じターミナル機能や防災機能等を優先

魅力的な賑わい機能の導入により、ターミナルの維持管理・運営に必要な収益性を確保

３）検討を進める上での視点
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6-2 居住誘導に係る施策 

 

■生活快適性の高い区域への居住の誘導 

・高次都市機能への鉄道によるアクセス性が高く生活サービス施設も徒歩圏にある区域に居住を誘

導するとともに、公共交通及び生活サービス施設が徒歩圏にある区域、一定の都市基盤が整った

住宅地への居住の誘導を図ります。 

■安全安心な居住環境の実現 

・災害リスクに配慮したまちづくりとともに災害リスクに係る情報の提供や既成市街地におけるリ

スク軽減策の検討など暮らしの安全度の向上を図ります。 

・被災時の対応や復旧に必要な道路や、多くの人が訪れる施設などの社会インフラの耐震化を進め

ます。 

・旧耐震建物の耐震化や除却、建替えを促進します。 

・空き家の適正管理とともに老朽危険家屋の除却を促進します。 

■利便性を享受できる中心拠点、地域拠点における都心居住の促進 

・急行停車駅などの主要駅周辺において、土地の高度利用や再開発などを誘導し、都心居住を促進

します。 

■居住誘導を図る区域の居住環境の向上 

・郊外住宅団地や既成市街地などの既成住宅地において、公園など公共空間の再編や遊休土地の活

用により、住環境の向上とともに新たな住宅の供給を図ります。 

・高経年住宅団地など高齢化の進行が顕著な区域において、多世代居住の促進を図ります。 

・臨海部既成市街地や高経年住宅団地などの道路や下水道などが整備された居住地において、空き

家の建替えやリノベーション、空き地の利活用を促進するなど、既存ストックを有効活用しなが

らゆとりある住空間の形成を図ります。 

・臨海部既成市街地などの木造家屋密集区域などにおいて、面的再編の誘導を図ります。 

・宅地と農地の混在地域における都市農地の保全とともに、都市と環境が調和したゆとりある居住

空間の形成に向けて必要な土地利用誘導に努めます。 

・子育て世帯から高齢者に加え、増加が予測される外国人市民も安心して暮らせる環境の検討を進

めます。 

■リニア時代を生かした既存住宅地の再生 

・リニア時代の名古屋駅へのアクセス性向上を生かし、広域幹線道路ネットワーク周辺の住宅地の

価値向上を図ります。 

■ストックとしての住宅の有効活用 

・高経年の住宅団地など道路や下水道などが整備された居住地において、子育て世帯や学生などの

住まいとして空き家や空き戸などの有効活用を図ります。 

  

■居住誘導に係る施策 
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■子育て機能の強化 

・誰もが安心して子育てしながら働き暮らしていけるよう、子育て支援施設の適正な受入れ枠の確

保や多様な保育サービスの向上、仕事と子育てが両立できる環境の整備など子育て環境の充実を

図ります。 

主な事業など 

▶優建築物等整備事業、市街地再開発事業、土地区画整理事業 

▶共同建替等誘導助成制度 

▶地区計画、建築協定 

▶都市公園ストック再編事業 

▶狭あい道路後退用地整備事業 

▶住み替え支援制度 

▶空き家・空き地バンク制度 

▶空き家の適正管理、利活用や除却の促進など空き家対策の推進 

▶狭小宅地改善支援制度 

▶橋梁の耐震化などの耐震化対策 

▶木造住宅耐震補強工事等補助制度 

▶ブロック塀撤去・生垣転換への支援 

▶生産緑地制度などによる都市農地の保全 

▶都市構造再編集中支援事業   など 
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6-3 ネットワークに係る施策 

 

■中心市街地を中心とした交通ネットワークの維持・再編 

・輸送力や定時性に優れる鉄道網や基幹的なバス路線について、中心拠点や地域拠点等の都市の

拠点を結ぶ都市の骨格となる公共交通軸として維持・強化を図るとともに、バスやタクシー等

の公共交通が相互に連携し、都市機能が集積する中心市街地を中心とした効率的な交通ネット

ワークを構築します。 

・鉄道事業再構築実施計画に基づき四日市あすなろう鉄道の施設などの計画的な更新等を進める

ことで、利用者の利便性向上や安全性強化を図るとともに、民間鉄道事業者が行う施設更新や

老朽化対策等の支援を行うほか、駅施設のバリアフリー化や駅周辺の整備などを進め、誰もが

利用しやすい環境を構築します。 

・居住誘導区域外や交通空白地域などにおける移動手段の確保に向けて、地区の特性にあわせ、

駅から自宅等、端末交通としてのラストワンマイルの合理的な移動手段として従来からの徒歩、

自転車に加え、デマンド交通や自動運転技術などの活用について実証実験の実施等、検討を進

めます。 

・ICT・IoT技術を活用し、公共交通の安全性・利便性の向上を図ります。 

・まちなかを回遊する移動手段の強化を図るとともに、近鉄四日市駅－ＪＲ四日市駅間等におい

て、新たな技術を取り入れた交通手段の実現に関係者とともに取り組みます。 

・端末交通への活用を視野に自動運転等の新技術の導入に取り組みます。 

・移動のニーズに応じ、多様な移動手段をサービスとして提供する MaaSへの対応を進めます。 

■広域幹線道路ネットワークを生かした交通利便性の向上 

・北勢バイパスの国道 477 号バイパスから国道 1 号（四日市市釆女町）間の早期工事着手、東海

環状自動車道・新名神高速道路や鈴鹿四日市道路の整備促進に向け、関係者と連携し取り組む

とともに、広域幹線道路やコミュニティターミナル、道の駅などを活用した交通ネットワーク

の形成を図ります。 

・道路整備の方針に基づき、広域高速道路と中心部や臨海部を結ぶ道路ネットワークを強化しイ

ンターアクセスの向上を図るとともに、渋滞が顕著な交差点や中心部周辺のネック点解消に必

要な道路整備を進めます。 

・連節バス等の導入により、機能集積が進むハイテク工業団地に向けた輸送力の強化と渋滞の軽

減を図ります。 

■リニア時代に向けた交通利便性の向上 

・リニア中央新幹線開通の効果を最大限享受できるよう、近鉄四日市駅や JR四日市駅周辺等にお

いて駅前広場やバスターミナル（バスタ四日市）、歩行空間等の整備を進めるなど、本市の玄関

口の交通結節機能を強化するとともに、郊外部の商業施設や駅などから基幹的な公共交通に快

適に乗り換えができるような交通結節点の整備に取り組みます。 

・広域的な道路ネットワークを生かしながら、名古屋へのアクセス性の向上を図ります。 

  

■ネットワークに係る施策 
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主な事業など 

▶公有民営方式での四日市あすなろう鉄道の運行継続及び利便性の向上 

▶鉄道軌道安全輸送設備等整備事業 

▶鉄道施設安全対策事業 

▶鉄道駅のバリアフリー化 

▶駅前広場の整備 

▶交通空白地域におけるデマンドタクシーなどの運行 

▶自動運転の導入に向けた取組推進 

▶パーソナルモビリティの導入に向けた取組推進 

▶ＭａａＳの活用 

▶郊外部や近郊の商業施設や駅などを活用した交流と交通の複合拠点（コミュニティターミナル）

の整備検討 

▶渋滞箇所の改善 

▶連接バスの拡充 

▶バスターミナル（バスタ四日市）の整備 

▶中央通りの空間づくり 

▶地域公共交通再構築事業 

▶都市・地域交通戦略推進事業 

▶新しい地方経済・生活環境創生交付金(第２世代交付金)拠点整備事業   など 
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第7章 防災指針 
 

7-1 防災指針とは 

防災指針は、居住や都市機能の誘導を図る上で必要となる都市の防災に関する機能の確保を図る

ための指針であり、当該指針に基づく具体的な取組とあわせて立地適正化計画に定めるものです

（第 13版都市計画運用指針（令和 7年 3月））。 

国土交通省の「立地適正化計画の手引き（令和 7 年 4 月改訂）」において、以下のとおり防災指

針検討のフローが示されており、このフローを基本に検討を行います。 

 

■防災指針の検討フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：立地適正化計画の手引き【基本編】（R7.4改訂、国土交通省） 
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7-2 災害リスクについて 

災害リスク分析は、災害ハザード情報に都市の情報などを重ねて行います。本市における災害ハザ

ードは以下のとおりです。 

表 本市における災害ハザード情報（令和7年10月時点） 

災害種別 所管 災害ハザード情報 規模・年超過確率等 根拠法令等 指定等 

土砂災害 

三重県 急傾斜地崩壊危険区域 

レッドゾーン 

42 箇所 

(うち対策済 40箇所) 

 急傾斜地法 S46.3～

R6.10 

土砂災害特別警戒区域 

レッドゾーン 

急傾斜地 353 箇所 

土石流 21 箇所 

計 

374 箇所 

土砂災害 

防止法 

H22.9～

R6.3 

土砂災害警戒区域 

イエローゾーン 

急傾斜地 387 箇所 

土石流 28 箇所 

計 

415 箇所 

地
震 

津波(南海トラフ地震) 

※30 年以内発生確率 

60～90％程度 

三重県 津波浸水想定区域 過去最大規模 1/100～150 津波防災法 H27.3 

津波浸水想定区域 理論上最大規模 極めて低いが

起こり得る 津波到達時間 

水
災
害 

洪
水 

鈴鹿川水系(鈴鹿

川・鈴鹿川派川,内部

川(指定区間含む),鎌

谷川,足見川,春雨川,

小池川,谷川) 

国土交通

省中部地

方整備局

三重河川

国道事務

所、三重県 

洪水浸水想定区域 計画規模 L1 1/150 水防法 H28.5、 

R2.5、 

R4.5 
洪水浸水想定区域 想定最大規模 L2 

(6時間総雨量 391mm) 

1/1000 

浸水継続時間 

家屋倒壊等氾濫想定区域 H28.6 

多段階の浸水想定図 高頻度～低頻度 
1/10,30,50

,100,150 

流域治水 

関連 

R4.9、 

R5.3 

朝明川水系(朝明

川(上流域含む),焼合

川,杉谷川,田口川,田

光川) 

三重県 洪水浸水想定区域 計画規模 L1 1/80 水防法 H29.3、 

R4.5 洪水浸水想定区域 想定最大規模 L2 

(24時間総雨量752㎜) 

1/1000 

浸水継続時間 

家屋倒壊等氾濫想定区域 

三滝川・海蔵川水

系(三滝川(上流域含

む),金渓川(上流域含

む),矢合川(上流域含

む),三滝新川,赤川,

海蔵川,竹谷川） 

三重県 洪水浸水想定区域 計画規模 L1 1/80 水防法 H29.9、 

R4.5 洪水浸水想定区域 想定最大規模 L2 

(24 時間総雨量三滝川

779㎜、海蔵川 828mm) 

1/1000 

浸水継続時間 

家屋倒壊等氾濫想定区域 

天白川水系(天白

川・鹿化川) 

三重県 洪水浸水想定区域 計画規模 L1 1/50 水防法 R1.5 

洪水浸水想定区域 想定最大規模 L2 

(24時間総雨量829㎜) 

1/1000 

浸水継続時間 

家屋倒壊等氾濫想定区域 

高潮 三重県 
浸水想定区域 

過去最大規模 

(伊勢湾台風級930hPa) 

堤防決壊無 水防法 R2.8 

浸水想定区域 想定最大規模 

(室戸台風級 910hPa） 

1/500～5000 

堤防決壊有 浸水継続時間 

雨水出水 

（内水） 

四日市市 
浸水想定区域 

計画規模降雨 L1 

(50～75mm/h) 

5 年確率～

10 年確率 

水防法 R3.10 

浸水想定区域 想定最大規模降雨 L2 

(147 ㎜/h) 

1/1000 

浸水継続時間 

そ
の
他 

揺れ（震度） 三重県 震度予測分布 南海トラフ地震(過去最大・理論上

最大規模)、内陸の直下型地震 

 H26.3 

液状化 三重県 液状化危険度  H26.3 

大規模盛土造成地 四日市市 大規模盛土造成地マップ 谷埋型、腹付型  盛土規制法 R2.3 

ため池 四日市市 浸水想定区域    R4.9 

※年超過確率 1/〇〇：毎年、1 年間にその規模を超える現象が発生する確率が 1/〇〇であることをいう。 

※洪水の浸水想定区域は、一定の条件で破堤等が生じたときの氾濫解析計算結果を基に作成。  
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【災害リスク分析の目安】 

災害リスクの高い地域を抽出するにあたり、国土交通省の資料から浸水被害に関する目安を以下

に示します。 

■浸水深に関する参考指標（立地適正化計画の手引き（国土交通省）） 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■浸水継続時間に関する参考指標（立地適正化計画の手引き（国土交通省）） 
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また、津波の浸水深については、別途、以下のような整理が行われており、これらについても

参考とします。 

■浸水深に関する参考指標（南海トラフの巨大地震モデル検討会（第二次報告）（平成 24年 8

月 29日）P28 

浸水した面積等の分類整理にあたり、目安とした浸水深の深さは、次の通り。 

 ○0.3ｍ以上：避難行動がとれなく（動くことができなく）なる 

○１ｍ以上 ：津波に巻き込まれた場合、ほとんどの人が亡くなる 

○２ｍ以上 ：木造家屋の半数が全壊する（注；３m 以上でほとんどが全壊する） 

○５ｍ以上 ：２階建ての建物（或いは２階部分まで）が水没する 

○10m 以上 ：３階建ての建物（或いは３階部分まで）が完全に水没する 

 

 

浸水時の避難行動については、以下のように整理が行われており、洪水の他、高潮、内水につ

いても同様に参考とします。 

■逃げどきマップ判定フロー（四日市市洪水ハザードマップ（朝明川水系）（令和 2年 6月） 
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■災害リスク分析【土砂災害】 

急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域・土砂災害警戒区域は、市街化区域内外におい

て分布しており、土砂災害の危険性が高い地区の一部では、住宅が立地している地区がみられま

す。 

  

※住宅は、令和5年度都市計画基礎調査における建物利用別現況(市街化区域内が対象）を基に、

住居系用途に分類される以下の建物を抽出(津波、洪水、高潮、雨水出水（内水）も同様） 

・住宅、共同住宅、店舗等併用住宅－1、店舗等併用住宅－2、店舗等併用共同住宅－1、店舗等

併用共同住宅－2、店舗等併用共同住宅－3、作業所併用住宅 
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●臨海部における住宅地では浸水

深 1ｍ～2ｍの浸水が想定 

●臨海部における住宅地では浸水

深 1ｍ～2ｍの浸水が想定 

●一部では 2ｍ以上の浸水が想定 

●臨海部における住宅地では浸水

深 1ｍ～2ｍの浸水が想定 

●臨海部における住宅地では浸水

深 1ｍ～2ｍの浸水が想定 

●JR 四日市駅周辺で浸水深 1ｍ未

満の浸水が想定される住宅が分

布 

●JR 四日市駅周辺で浸水深 1ｍ未

満の浸水が想定される住宅が分

布 

 

●居住誘導区域内で浸水深 1ｍ未

満の浸水が想定される住宅が分

布 

●臨海部市街地の海岸沿いを中心に

浸水が想定 

●臨海部市街地の海岸沿いを中心に

浸水が想定 

理論上最大に対応する課題 

過去最大に対応する課題 

■災害リスク分析【南海トラフ地震による津波】 

過去最大規模の地震による津波の浸水想定区域は、海岸沿いを中心に広範囲に浸水深１ｍ未

満の浸水が想定され、市北東部や南東部の臨海部における住宅地では浸水深 1ｍ～2ｍの浸水が

想定されています。 

理論上最大規模の地震による津波の浸水想定区域は、過去最大規模の津波と同様に、海岸沿い

の市街化区域を中心に浸水深１ｍ未満の浸水が広い範囲で想定され、市北東部等の市街地の一

部では 2ｍ以上の浸水が想定されている地区もみられます。 

理論上最大規模の地震による津波の到達時間は、津波浸水想定区域のほとんどで地震発生から

60分後以降となっています。 
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●居住誘導区域内外で、浸水深 0.5ｍ

～3ｍ未満の浸水が広い範囲で想定 

●居住誘導区域内に垂直避難が困難

な 1 階建ての住宅が分布 

●居住誘導区域外で垂直避難が困難

な 1 階建ての建物が分布 

●浸水深が 3.0ｍ以上で垂直避難が困

難な 2 階建て以下の建物が分布 

●中高頻度で浸水が想定 

●河川整備後も浸水が想定 

●居住誘導区域内外で、浸水深 0.5

ｍ～3ｍ未満の浸水が想定 

●居住誘導区域内外に垂直避難が

困難な 1 階建ての住宅が分布 

●浸水深が 3.0ｍ以上で垂直避難

が困難な 2 階建て以下の建物が

分布 

●浸水深 3ｍ以上の浸水が想定され

住宅が分布 

●氾濫流による家屋倒壊等氾濫想定

区域に木造住宅や既存集落が分布 

●浸水深 3ｍ以上の浸水

が想定され住宅が分布 

●浸水深 0.5ｍ～3ｍ未満の浸水が

想定され多くの住宅が分布 

●垂直避難が困難な 1 階建ての住宅、2 階建ての住宅が分布 

●浸水深が 3.0ｍ以上で垂直避難が困難な 2階建て以下の建物が分布 

●氾濫流による家屋倒壊等氾濫想定区域に木造住宅が分布 

●市街化調整区域の集落地で浸水深

0.5ｍ～3ｍ未満の浸水が想定 

●市街化調整区域の集落地で浸水深

0.5ｍ～3ｍ未満の浸水が想定 

●氾濫流による家屋倒壊等氾濫想定

区域に木造住宅や既存集落が分布 

●市街化調整区域の集落地で浸水

深 0.5ｍ～3ｍ未満の浸水が想定 

出典：中部地方整備局三重河川国道事務所「洪水浸水想定（鈴鹿川水系鈴鹿川・鈴鹿川派川、鈴鹿川水系内部川）」、三重県「洪水浸水
想定区域図（平成 28年以降作成）（朝明川水系、三滝川・海蔵川水系、天白川水系、鈴鹿川水系）」をもとに四日市市作成 

●氾濫流による家屋倒壊

等氾濫想定区域に木造

住宅が分布 

●避難所・避難場所の徒歩圏外に住宅が分布 

●市街化調整区域の集落地で浸水深 0.5ｍ～3ｍ未満の浸水が想定 

●市街化調整区域の集落地で浸水深 0.5ｍ～3ｍ未満の浸水が想定 

●氾濫流による家屋倒壊等氾濫想定区域に木造住宅や既存集落が分布 

●中高頻度で浸水が想定 

●河川整備後も浸水が想定 

●内陸部の居住誘導区域内におけ

る住宅地でも浸水深 0.5ｍ未満

の浸水が想定 

●市街化調整区域の集落地で浸水

深 0.5ｍ～3ｍ未満の浸水が想定 

●市街化調整区域の集落地で浸水

深 0.5ｍ～3ｍ未満の浸水が想定 

●市街化調整区域の集落地で浸水

深 0.5ｍ～3ｍ未満の浸水が想定 

想定最大規模に対応する課題 

計画規模に対応する課題 

多段階の規模に対応する課題 

●日永駅東側で浸水継続時間が 24 時間

以上と他地域と比較して長期間を要

することが想定され、住宅も多く分布 

●市北東部の臨海部で浸水継続時

間が 24時間以上と他地域と比較

して長期間を要することが想定

され、住宅も多く分布 

●浸水深 0.5ｍ～3ｍ未満の浸水が臨海

部の市街地の大部分に至っており、多

くの住宅が浸水することが想定 

●中心市街地においても浸水が想定 

■災害リスク分析【洪水】 

計画規模降雨による洪水は、市南東部や市北東部の臨海部における居住誘導区域内外で、浸水深 0.5

ｍ～3ｍ未満の浸水が想定され、住宅も多く立地しています。特に市南東部においては広い範囲で浸水

が想定されています。また、内陸部の居住誘導区域内における住宅地でも浸水深 0.5ｍ未満の浸水が想

定される地域もみられます。また、水平避難が必要となる１階建の建物が、市南東部や北東部の居住

誘導区域内外でみられます。特に南東部の居住誘導区域外では、水平避難が必要となる 1 階建ての工

場等の建物が多く分布しています。 

想定し得る最大規模の降雨による洪水は、市南東部や市北東部における臨海部の居住誘導区域内外

で、浸水深 3ｍ以上の浸水が想定され、住宅の分布もみられます。また、浸水深 0.5ｍ～3ｍ未満の浸

水区域が臨海部の市街地の大部分に至っており、多くの住宅が浸水することが想定され、中心市街地

においても浸水が想定されています。さらに、水平避難が必要となる１階建の建物が、 

市南東部及び北東部の居住誘導区域内外でみられ、浸水深が 3.0ｍ以上で水平避難が 

必要となる 2階建て以下の建物が市南東部及び北東部の臨海部における居住誘 

導区域内外に多くみられ、特に南東部において広い範囲で分布しています。 

浸水継続時間は、市北東部の臨海部や日永駅東側で 24時間以上と 

他地域と比較して長くなっていますが、浸水区域全域で 3日 

（72時間）以内に収まっています。 

家屋倒壊等氾濫想定区域は、河川沿いにおいて河岸侵食に 

よる家屋倒壊等氾濫想定区域がみられます。また、日永駅の 

北側及び南側の天白川・鹿化川沿岸の市街地や、南部の鈴 

鹿川・内部川沿岸の広い範囲において氾濫流による家屋倒 

壊等氾濫想定区域がみられ、木造住宅が多く立地するほか、 

市街化調整区域の既存集落も含まれています。 
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●臨海部の市街地の広い範囲が浸水想定区域と

なっており、その大部分が浸水深 3ｍ以上と大

きな被害が予想 

●浸水深が 3.0ｍ以上で垂直避難が困難な 2階建

て以下の建物が臨海部の市街地に多く分布 

●垂直避難が困難な１階建の工場等の

建物が居住誘導区域外に分布 

●垂直避難が困難な１階建の住宅が居

住誘導区域内に分布 

●垂直避難が困難な１階建の住宅

やその他建物が分布 

●浸水深 0.5ｍ～1ｍの浸水が想定

され住宅が分布 

●垂直避難が困難な１階建の住宅

やその他建物が分布 

●浸水深 0.5ｍ～1ｍの浸水が想定

され住宅が分布 

●垂直避難が困難な１階建の住宅

やその他建物が分布 

●JR 四日市駅近傍では浸水深 1ｍ

～3ｍの浸水が想定 

●JR 四日市駅周辺の一部で浸水継

続時間が 72時間以上の長期間の

避難を要することが想定され、

公共交通への影響が懸念 

想定最大規模に対応する課題 

伊勢湾台風級に対応する課題 

●臨海部の居住誘導区域内外で浸

水深 5ｍ以上の浸水が想定 

●臨海部の居住誘導区域内外で浸

水深 5ｍ以上の浸水が想定 

●市北東部の臨海部で浸水継続時

間が 72 時間以上の長期間の避難

を要することが想定され、住宅も

多く分布 

■災害リスク分析【高潮】 

過去最大規模（伊勢湾台風級 930hPa、堤防決壊なし）の高潮による浸水想定区域は、臨海部の市街

地の富田浜駅周辺や JR四日市駅周辺を中心に、浸水深 0.5ｍ～1ｍの浸水が想定され、住宅も分布し

ています。また、JR四日市駅近傍では浸水深 1ｍ～3ｍの浸水が想定される箇所もみられます。また、

水平避難が必要となる 1階建の建物が、北東部の富田浜駅周辺や JR四日市駅周辺でみられます。 

想定し得る最大規模（室戸台風級 910hPa、堤防決壊あり）の高潮による浸水想定区域は、臨海部の

市街地の広範囲にわたっており、その大部分が浸水深 3ｍ以上と大きな被害が予想されます。また、

北東部と南東部では、浸水深 5m以上の区域も存在します。また、浸水深が 3.0ｍ以上で水平 

避難が必要となる 2階建以下の建物が、臨海部の市街地の広い範囲に分布しています。 

また、内陸の鉄道の西側の区域や、日永地区南部や河原田地区などにおいて 

も、水平避難が必要となる１階建の建物が居住誘導区域内外にみられます。 

浸水継続時間は、市北東部の市街地や JR四日市駅周辺の一部で 

３日（72時間）以上の長期間の避難が必要になることが予測 

されます。また、南東部の市街地の一部で 24時間以上の 

比較的長期の避難を要する地域もみられます。 
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●浸水深 0.3ｍ未満の局所的な浸

水が想定 

●浸水深 0.3ｍ未満の局所的な浸

水が広い範囲で想定 

●浸水深 0.3ｍ未満の局所的な浸

水が広い範囲で想定 

●浸水深 0.3ｍ未満の局所的な浸

水が想定 

●浸水深 0.3ｍ未満の局所的な浸

水が想定 

●浸水深 0.5ｍ～3.0ｍの浸水が想

定され住宅も多く分布 

●垂直避難が困難な 1 階建ての住

宅が分布 

●居住誘導区域外で垂直避難が困

難な 1 階建ての工場等の建物が

分布 

●市街化調整区域の既存集落で浸

水深 0.5ｍ～3.0ｍの浸水が想定 

●浸水深 0.5ｍ～3.0ｍの浸水が想

定され住宅も多く分布 

●垂直避難が困難な 1 階建ての住

宅が分布 

想定最大規模に対応する課題 

計画規模に対応する課題 

■災害リスク分析【雨水出水（内水）】 

10年確率降雨（計画規模）による雨水出水（内水）は、浸水深 0.3ｍ未満の局所的な浸水が市街化

区域の広い範囲で想定されています。また、水平避難が必要となる建物は居住誘導区域内にもみられ

るものの、多く分布している状況にはありません。 

想定し得る最大規模の降雨による雨水出水（内水）は、浸水深 0.3ｍ未満の浸水が市街化区域の広

い範囲で想定されています。特に中心市街地の海寄りの地域で浸水区域が広範囲に広がっています。

また、釆女町や平津駅周辺における居住誘導区域の住宅地では、浸水深 0.5ｍ～3.0ｍの浸水が想定

され住宅も多く分布しています。また、水平避難が必要となる１階建の建物は、市南東部の居住誘導

区域外で多く分布している状況にあります。また、釆女町や平津駅周辺の市街化区域で水平避難が必

要となる住宅の分布がみられます。浸水継続時間は、ほとんどの浸水想定区域で 

6時間未満となっています。 
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■災害リスク分析【地震関連】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 南海トラフ地震（理論上最大規模）の震度分布図 図 養老－桑名—四日市断層帯地震の震度分布図 

南海トラフ（理論上最大）における地震に

よる液状化危険度は、東部の臨海部市街地

で液状化危険度が高い傾向にあり、多くの

建築物が分布しています。 

養老-桑名-四日市断層帯における地震に

よる液状化危険度は、東部の臨海部市街地

で液状化危険度が高い傾向にあり、多くの

建築物が分布しています。 

図 南海トラフ地震（理論上最大規模）の液状化危険度図 図 養老－桑名—四日市断層帯地震の液状化危険度図 

養老-桑名-四日市断層帯における地震によ

る揺れ（震度）は、市域全体で震度６強、臨

海部市街地の一部では震度７が予測され、新

耐震基準施行以前（昭和 56年以前）に建築

された建築物も多く分布しています。 

南海トラフ（理論上最大規模）における地

震による揺れ（震度）は、臨海部市街地全

体でおおむね震度６強の揺れが予測され、

新耐震基準施行以前（昭和 56 年以前）に

建築された建築物も多く分布しています。 
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■災害リスク分析【洪水（多段階）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■災害リスク分析【大規模盛土造成地】                                   ■災害リスク分析【ため池】 

 

 

  

【洪水（多段階）】 

●洪水による浸水が多

段階の規模で想定 

【洪水（中低頻度～低頻度）】 

●河川整備後も浸水が想定 

図 大規模盛土造成地の分布 
大規模盛土造成地は、調査にて、郊外部の住宅団地な

どを含む区域を確認しており、ただちに対策が必要と

なるような大規模盛土造成地はない状況です。 

出典：中部地方整備局三重河川国道事務所「水害リス
クマップ（鈴鹿川水系）」をもとに四日市市作成 

出典：中部地方整備局三重河川国道事務所「水害リスクマッ
プ（鈴鹿川水系）」をもとに四日市市作成 

図 計画規模降雨以下（多段階）の洪水で浸水する区域 図 河川整備完了後も浸水する区域 

※（管理者）対象河川等： 
（国）鈴鹿川水系鈴鹿川、
鈴鹿川派川、内部川 

※（管理者）対象河川等： 
（国）鈴鹿川水系鈴鹿川、
鈴鹿川派川、内部川 

発生確率が中高頻度（30年に一度程度）～中低頻度
（100年に一度程度）の洪水による浸水が、市南東
部の市街化区域で想定されています。浸水深はおお
むね 0.5ｍ～3ｍ未満ですが、一部深 3ｍ以上浸水す
る地域もみられます。 

河川の中長期整備後（鈴鹿川水系河川整備計
画が完了するおおむね 2046年ごろ）において
も、中低頻度（100 年に一度程度）～低頻度
（150年に一度程度）の浸水が、市南東部の居
住誘導区域内外でみられます。 

今後発生が予想される大規模地震や台風など

により、ため池の堤体が決壊した場合に、想

定される浸水被害が市内のため池周辺、居住

誘導区域の一部でもみられます。 

出典：四日市市ため池ハザードマップ 

図 ため池浸水の想定 

出典：四日市市データより 
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市全域 

●市街地全域に土砂災害のリスクが高

い地区が分布し、地区内に住宅の立地

もみられるため、安全の確保が必要 

7-3 防災上の課題の整理 

■防災上の課題の整理【土砂災害】 
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■防災上の課題の整理【津波】 

 

  

富田・富洲原地区 

●○地区全体で 1ｍ～2ｍ未満の浸

水が想定され、巻き込まれた場

合は生命の危機が生じる恐れが

あり、一部では 2ｍ以上の浸水に

より木造家屋への被害が想定 

楠地区南部（楠駅周辺） 

●○浸水深 1～2ｍ未満の浸水が想

定され、巻き込まれた場合は生

命の危機が生じることが懸念 

 

JR四日市駅周辺 

○浸水深 1ｍ未満の浸水により巻

き込まれた場合避難が困難にな

ることが懸念 

●JR四日市駅周辺で浸水深 1～2ｍ

未満の浸水が想定され、巻き込

まれた場合は生命の危機が生じ

ることが懸念 

塩浜・楠地区（塩浜駅、磯津等） 

●居住誘導区域での浸水により巻

き込まれた場合避難が困難にな

ることが懸念 

●：理論上最大に対応する課題 

○：過去最大に対応する課題 

臨海部既成市街地地区 

●○臨海部の海岸沿いを中心に浸

水が想定され安全の確保が必要 
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■防災上の課題の整理【洪水】 

 

  

富田・富洲原・大矢知地区 

●○浸水深 0.5ｍ～3.0ｍ未満の 1

階床上から 2 階床下部分までの

浸水が想定され、2 階以上への垂

直避難や浸水想定区域外への避

難が必要 

●浸水が 24 時間以上継続するた

め、他地域と比べて長時間の避

難が必要 

中心市街地 

●中心市街地で 3.0ｍ未満の 2 階

床下部分までの浸水が想定さ

れ、2 階以上への垂直避難や浸水

想定区域外への避難が必要 

日永地区（日永駅周辺） 

●家屋倒壊等氾濫想定区域があり、

木造住宅等への被害対策が必要 

●日永駅東側で浸水が 24 時間以上

継続するため、他地域と比べて長

時間の避難が必要 

塩浜地区 

●○居住誘導区域内外に垂直避難が困難な

住宅や工場等の建物が分布しており、居住

者・従業者等に対する安全確保対策が必要 

◎中高頻度の浸水に対する避難対策が必要 

◎河川整備後も浸水するため重点的な避難

対策が必要 

楠・河原田地区 

●浸水深 3ｍ以上の浸水が想定され、2 階建

ての住宅では垂直避難が困難であり、浸

水想定区域外への避難が必要 

○浸水深 0.5ｍ～3.0ｍ未満の 1階床上から

2 階床下部分までの浸水が想定され、2 階

以上への垂直避難や浸水想定区域外への

避難が必要 

●○居住誘導区域外の垂直避難が困難な工

場等の建物が分布しており、従業者等に

対する安全確保対策が必要 

●家屋倒壊等氾濫想定区域があり、木造住

宅等への被害対策が必要 

◎中高頻度の浸水に対する避難対策が必要 

◎河川整備後も浸水するため重点的な避難

対策が必要 

●：想定最大規模に対応する課題 

○：計画規模に対応する課題 

◎：多段階の規模に対応する課題 

富洲原地区（天カ須賀周辺） 

●沿岸部の富洲原町では浸水深 3

ｍ以上の浸水が想定され、2 階建

ての住宅では垂直避難が困難で

あり、浸水想定区域外への避難

が必要 

既存集落（堂ケ山周辺） 

●浸水深 0.5ｍ～3.0ｍ未満の 1 階床上

から 2 階床下部分までの浸水が想定

され、2 階以上への垂直避難や浸水想

定区域外への避難が必要 

既存集落（釆女・北小松周辺） 

●○浸水深 0.5ｍ～3.0ｍ未満の 1 階床上から 2

階床下部分までの浸水が想定され、2 階以上へ

の垂直避難や浸水想定区域外への避難が必要 

●北小松町では、浸水深 3ｍ～5ｍ未満の浸水が

想定され、2 階でも浸水するため、浸水想定区

域外への避難が必要 

●家屋倒壊等氾濫想定区域があり、木造住宅等へ

の被害対策が必要 

既存集落（桜・神前周辺） 

●○浸水深 0.5ｍ～3.0ｍ未満の 1階床上から 2階

床下部分までの浸水が想定され、2 階以上への

垂直避難や浸水想定区域外への避難が必要 

既存集落（野田周辺） 

●浸水深 0.5ｍ～3.0ｍ未満の 1 階

床上から 2 階床下部分までの浸

水が想定され、2 階以上への垂直

避難や浸水想定区域外への避難

が必要 

既存集落（朝明・千代田周辺） 

●○浸水深 0.5ｍ～3.0ｍ未満の 1

階床上から 2 階床下部分までの

浸水が想定され、2 階以上への垂

直避難や浸水想定区域外への避

難が必要 

既存集落（楠周辺） 

●○浸水深 0.5ｍ～3.0ｍ未満の 1 階床上から 2

階床下部分までの浸水が想定され、2 階以上へ

の垂直避難や浸水想定区域外への避難が必要 

●家屋倒壊等氾濫想定区域があり、木造住宅等へ

の被害対策が必要 

出典：中部地方整備局三重河川国道事務所「洪水
浸水想定（鈴鹿川水系鈴鹿川・鈴鹿川派川、
鈴鹿川水系内部川）」、三重県「洪水浸水想
定区域図（平成 28 年以降作成）（朝明川水
系、三滝川・海蔵川水系、天白川水系、鈴鹿
川水系）」をもとに四日市市作成 

※（管理者）対象河川等： 
（国）鈴鹿川水系鈴鹿川・鈴鹿川派川、鈴鹿川水
系内部川 
（県）朝明川水系朝明川、三滝川・海蔵川水系三
滝川・金渓川・矢合川・海蔵川・三滝新川、天白川
水系天白川・鹿化川、鈴鹿川水系内部川・鎌谷
川・足見川 

市内 

●避難所・避難場所の徒歩圏外に浸水する住

宅が分布しており、垂直避難や浸水想定区

域外への避難が必要 

内部地区（釆女周辺） 

●○浸水深 0.5ｍ～3.0ｍ未満に加えて浸水深 3.0ｍ以上の浸水が想定され、

2 階でも浸水するため、浸水想定区域外への避難が必要 

●家屋倒壊等氾濫想定区域があり、木造住宅等への被害対策が必要 

◎中高頻度の浸水に対する避難対策が必要 

◎河川整備後も浸水するため重点的な避難対策が必要 
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■防災上の課題の整理【高潮】 

 

  

日永地区南部・河原田地区 

●垂直避難が困難な 1 階建ての建

物が分布しており、避難による

安全確保が必要 

●居住誘導区域外の垂直避難が困

難な工場等の建物が分布してお

り、従業者等に対する安全確保

対策が必要 

●：想定最大規模に対応する課題 

○：伊勢湾台風級に対応する課題 

臨海部既成市街地 

●垂直避難が困難な建物が臨海部

の市街地に多く分布しており、

避難による安全確保が必要 

●地域の大半で浸水深 3ｍ以上の

浸水が想定され、2 階建ての住宅

では垂直避難が困難であり、浸

水想定区域外への避難が必要 

橋北・常磐・日永地区（川原町

駅～南日永駅周辺） 

●垂直避難が困難な 1 階建ての建

物が分布しており、避難による

安全確保が必要 

大矢知地区 

●垂直避難が困難な 1 階建ての建

物が分布しており、避難による

安全確保が必要 

 
富田地区（富田浜駅周辺） 

○垂直避難が困難な 1 階建ての建

物が分布しており、避難による

安全確保が必要 

中心市街地 

○垂直避難が困難な 1 階建ての建

物が分布しており、避難による

安全確保が必要 

中心市街地（JR四日市駅周辺） 

○JR 四日市駅近傍では浸水深 1ｍ

～3ｍの浸水が想定され、中心市

街地を訪れる人の安全を確保す

ることが必要 

●浸水が 72 時間以上継続するた

め、長期間の避難が必要 

富田・富洲原地区 

●浸水が 72 時間以上継続するた

め、長期間の避難が必要 
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中部・常磐・日永地区 

●○浸水深 0.3ｍ未満の 1 階床下

までの浸水が想定 

富田地区（富田駅周辺） 

●○浸水深 1.0ｍ未満の 1 階床下

までの浸水が想定 

楠・河原田地区 

●○浸水深 0.3ｍ未満の 1 階床下

までの浸水が想定 

塩浜・楠・河原田地区 

●○居住誘導区域外の垂直避難が

困難な工場等の建物が分布して

おり、従業者等に対する安全確

保対策が必要 

●：想定最大規模に対応する課題 

○：計画規模に対応する課題 

大矢知地区（平津駅、大矢知駅周辺） 

●浸水深 0.5ｍ～3.0ｍ未満の 1 階床上

から 2 階床下部分までの浸水が想定

され、2 階以上への垂直避難や浸水想

定区域外への避難が必要 

■防災上の課題の整理【雨水出水（内水）】 

  

富田地区（富田駅周辺） 

●○浸水深 1.0ｍ未満の 1 階床下

までの浸水が想定 

楠・河原田地区 

●○浸水深 0.3ｍ未満の 1 階床下

までの浸水が想定 

内部地区（釆女周辺） 

●浸水深 0.5ｍ～3.0ｍ未満の 1 階

床上から 2 階床下部分までの浸

水が想定され、2 階以上への垂直

避難や浸水想定区域外への避難

が必要 

既存集落（野田周辺） 

●浸水深 0.5ｍ～3.0ｍ未満の 1 階

床上から 2 階床下部分までの浸

水が想定され、2 階以上への垂直

避難や浸水想定区域外への避難

が必要 

大矢知地区（平津駅、大矢知駅周辺） 

●浸水深 0.5ｍ～3.0ｍ未満の 1 階床上

から 2 階床下部分までの浸水が想定

され、2 階以上への垂直避難や浸水想

定区域外への避難が必要 
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■防災上の課題の整理【まとめ】 

災害ハザード 規模・年超過確率等 防災上の課題 

地区ごとの状況 

中部ブロック（共同、同

和、中央、港、浜田) 

北部ブロック（富田、富洲

原、大矢知、八郷、下野、保々) 

東部ブロック（橋北、海

蔵、羽津) 

西部ブロック（三重、県、

桜、川島、神前) 

西南部ブロック（常磐、

四郷、小山田、水沢) 

南部ブロック（日永、塩

浜、内部、河原田、楠) 

土
砂
災
害 

急傾斜地崩壊危

険区域 

・市内42箇所で指定、う

ち40箇所で対策済、一

部住宅が立地 

・市街化区域の縁辺部や丘陵部の住宅地に

急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警

戒区域が分布→安全確保要 

 ・あり(大矢知、八郷、下

野、保々) 

・あり(羽津) ・あり(全地区) ・あり(全地区) ・あり(日永、内部、河原

田) 

土砂災害特別警

戒区域 

・市内374箇所で指定、

一定数の住宅が立地 

 ・あり(大矢知、八郷、下

野、保々) 

・あり(羽津) ・あり(全地区) ・あり(全地区) ・あり(日永、内部、河原

田) 

土砂災害警戒区

域 

・市内415箇所で指定、

一定数の住宅が立地 

 
・土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害警戒区域が丘陵部の住宅地に点在 

地
震 

津
波 

過去最大規

模 

・100年から150年間隔 

・市街化区域内の住宅の

約1割が立地 

・臨海部の市街地の広範囲で2ｍ未満の浸

水が想定→巻き込まれた場合は命の危険 

・1m未満の浸水(全地

区) 

・1m未満の浸水 (富田、

富洲原)、1～2mの浸水

(富洲原) 

・2m未満の浸水(橋北、

羽津) 

  ・0.5m未満の浸水(日

永) 

・2m未満の浸水が臨海部の市街地の広い範囲で想定 

理論上最大

規模 

・発生確率極めて低いが

理論上起こり得る 

・市街化区域内の住宅の

2割弱が立地 

・臨海部の市街地の広範囲で2ｍ未満の浸

水が想定→巻き込まれた場合は命の危険 

・富洲原、橋北、楠等の一部で2ｍ以上の浸

水が想定→木造家屋への被害が懸念 

・2m未満の浸水(全地

区) 

・1～2mの浸水(富田、富

洲原)、2m以上の浸水

(富洲原) 

・2m未満の浸水(橋北、

羽津)、2m以上の浸水

(羽津) 

  ・2m未満の浸水(塩浜、

日永、楠)、2m以上の

浸水(楠) 

・2m未満の浸水が臨海部の市街地の広い範囲で想定、2m以上の浸水が富洲原、橋北、楠等の一部で想定 

水
災
害 

洪
水 

計画規模 

・年超過確率1/50～150 

・市街化区域内の住宅の

2割強が立地、約1割が

垂直避難困難 

・北東部や楠、河原田、内部において3ｍ未

満の浸水が想定→避難による安全確保要 

・既存集落においても浸水が想定 

・中高頻度の浸水に対する避難対策要 

・0.5～3mの浸水(全地

区) 

・0.5～3mの浸水(富田、

富洲原) 

・0.5m未満の浸水 (海

蔵) 

・0.5m未満の浸水(桜、三

重)、0.5～3mの浸水(川

島) 

・0.5m未満の浸水 (四

郷) 

・0.5～3mの浸水(全地

区)、3m以上の浸水

(塩浜、内部、楠) 

・0.5～3mの浸水が河川沿い、および河口部の広い範囲で想定 

想定最大規

模 

・年超過確率1/1000 

・市街化区域内の住宅の

約4割が立地、1割強が

垂直避難困難 

・家屋倒壊等氾濫想定区

域にも一定数の住宅が

立地 

・中心市街地や北東部、内部において3m未

満の浸水が想定→避難による安全確保要 

・楠、河原田、内部において3m以上の浸水

が想定され、浸水区域外への避難要 

・家屋倒壊等氾濫想定区域があり木造住宅

等への被害対策が必要 

・0.5～3mの浸水(全地

区) 

・家屋倒壊等氾濫想定

区域(全地区) 

・0.5～3mの浸水 (全地

区)、3m以上の浸水(富

洲原) 

・家屋倒壊等氾濫想定区

域 (大矢知、八郷、下

野、保々) 

・0.5～3mの浸水(全地

区) 

・家屋倒壊等氾濫想定

区域(橋北、海蔵) 

・0.5～3mの浸水 (全地

区) 

・家屋倒壊等氾濫想定区

域(全地区) 

・0.5～3mの浸水(全地

区) 

・家屋倒壊等氾濫想定

区域(全地区) 

・0.5～3mの浸水(全地

区 )、 3m以上の浸水

(全地区) 

・家屋倒壊等氾濫想定

区域(全地区) 

・0.5～3mの浸水が河川沿い、および河口部の広い範囲で想定、・家屋倒壊等氾濫想定区域が河川沿いにみられる 

高
潮 

過去最大規

模 

・伊勢湾台風級 

・市街化区域内の住宅の1

割弱が立地、一部で垂直

避難困難な住宅が立地 

・臨海部の北東部、中心市街地で垂直避難

が困難な1階建ての建物が分布→避難によ

る安全確保要 

・1m未満の浸水 (全地

区) 

・1m未満の浸水 (富田、

富洲原) 

・1m未満の浸水(橋北、

羽津) 

  ・1m未満の浸水(塩浜) 

・1m未満の浸水が北部から中部の臨海部の市街地で想定 

想定最大規

模 

・室戸台風級、年超過

確率1/500～5000 

・市街化区域内の住宅

の4割弱が立地、2割強

が垂直避難困難 

・約1割の住宅が72時間

以上浸水 

・臨海部既成市街地の大半で3m以上浸水→

浸水想定区域外への避難が必要 

・浸水が72時間以上継続するため長期の避

難が必要 

・3～5mの浸水(全地区) ・3m以上の浸水 (富田、

富洲原) 

・浸水継続時間3日以上

(富田、富洲原) 

・3m以上の浸水(橋北、

羽津) 

 ・ 3m以上の浸水 (常

磐 )、0.5～3mの浸水

(常磐、四郷) 

・3m以上の浸水(日永、

塩浜、河原田、楠) 

・浸水継続時間3日以

上(日永、塩浜、河原

田、楠、内部) 

・0.5m以上の浸水が臨海部の広い範囲で想定、そのうち3m以上浸水する範囲も広い 

雨
水
出
水
（
内
水
） 

計画規模降

雨 

・年超過確率1/10 

・市街化区域内の住宅の

1割弱が立地 

・中心市街地や常磐、日永、臨海部の北東

部、南東部等において浸水が想定(1階床下) 

・居住誘導区域外にて垂直避難が困難な工

場等の建物分布→従業者等の安全確保要 

 ・0.3m未満の浸水 ・0.3m未満の浸水 ・0.3m未満の浸水(三重) ・0.3m未満の浸水(常

磐) 

・0.3m未満の浸水(日

永、河原田、楠) 

・0.3m未満の浸水が駅周辺等の市街地で想定 

想定最大規

模 

・年超過確率1/1000 

・市街化区域内の住宅の

2割が立地、一部で垂

直避難困難な住宅が立

地 

・中心市街地や常磐、日永、臨海部の北東

部、南東部等において浸水が想定(1階床下) 

・大矢知や内部、三重において0.5-3ｍ未満

の浸水が想定→2階以上への垂直避難や

浸水想定区域外への避難要 

・0.3m未満の浸水(全地

区) 

・1m未満の浸水(富田、

富洲原)、0.5～3mの浸

水(大矢知) 

・1m未満の浸水 ・0.3m未満の浸水(桜、川

島) 

・0.5～3mの浸水(三重) 

・0.3m未満の浸水(常

磐) 

・0.3m未満の浸水(日

永、河原田、楠) 

・0.5～3mの浸水(内部) 

・1m未満の浸水が臨海部の市街地の広い範囲で想定 
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7-4 防災まちづくりの取組方針 

(1) 防災まちづくりの取組方針 

本市では、土砂災害のリスクが高い区域が、市街化区域郊外部、住宅団地の縁辺部や丘陵部等

において存在しており、住宅も立地しています。 

南海トラフ地震による津波の浸水想定区域は、過去最大規模・想定最大規模ともに海岸沿いを

中心に広範囲に浸水が想定され、過去最大規模では市北東部や南東部の臨海部における住宅地で

浸水深1ｍ～2ｍの浸水、理論上最大規模では市北東部等の市街地の一部で2ｍ以上の浸水が想定さ

れます。津波到達時間は、おおむね地震発生から60分後以降となっています。 

洪水浸水想定区域は、計画規模で市南東部や北東部の臨海部の居住誘導区域内外で浸水が想定

され、特に南東部は広範囲となります。また、内陸部の居住誘導区域内の住宅地でも浸水が想定

される地域もみられます。なお、水平避難が必要となる１階建の建物が、市南東部や北東部の居

住誘導区域内外でみられます。 

想定最大規模では、市南東部や北東部の臨海部の居住誘導区域内外で3ｍ以上の浸水が想定され

るほか、臨海部の市街地の大部分（中心市街地含む）で0.5ｍ～3ｍ未満の浸水が想定されます。

なお、水平避難が必要となる１階建の建物が、市南東部や北東部の居住誘導区域内外でみられ、3

ｍ以上で水平避難が必要となる2階建以下の建物が市南東部及び北東部の臨海部における居住誘導

区域内外にみられ、特に南東部で広範囲に立地しています。浸水継続時間は、市北東部の臨海部

等で24時間以上想定されるものの、3日(72時間)以上の地域はない状況です。さらに、河川沿いで

河岸侵食による家屋倒壊等氾濫想定区域が想定され、日永駅周辺の天白川・鹿化川沿岸の市街地

や、鈴鹿川・内部川沿岸の広範囲で氾濫流による家屋倒壊等氾濫想定区域が想定され、木造住宅

が多く立地しています。市街化調整区域の既存集落も含まれています。 

高潮浸水想定区域は、過去最大規模で臨海部の富田浜駅周辺やJR四日市駅周辺を中心に浸水が

想定され、JR四日市駅近傍では浸水深1ｍ～3ｍの浸水が想定される箇所もみられます。想定最大

規模では、臨海部の市街地の広範囲で3ｍ以上の浸水が想定され、北東部や南東部では5m以上の区

域も存在します。また、浸水深が3ｍ以上で水平避難が必要となる2階建以下の建物が、臨海部の

市街地の広範囲で立地しており、内陸の鉄道の西側や、日永地区南部や河原田地区などにおいて

も、水平避難が必要となる１階建の建物が居住誘導区域内外にみられます。浸水継続時間は、市

北東部の市街地やJR四日市駅周辺の一部で3日(72時間)以上の長期間の避難が必要になることが予

測され、南東部の市街地の一部で24時間以上の比較的長期の避難を要する地域もみられます。 

雨水出水（内水）浸水想定区域は、計画規模（10年確率降雨）で0.3ｍ未満の局所的な浸水が市

街化区域の広範囲で想定され、水平避難が必要となる建物は居住誘導区域内に一部みられます。

想定最大規模では、市街化区域の広い範囲で浸水が想定され、特に中心市街地の海寄りの地域で

広範囲に広がっています。また、釆女町や平津駅周辺などの居住誘導区域の住宅地で0.5ｍ～3.0

ｍの浸水が想定されます。水平避難が必要となる建物は、市南東部の居住誘導区域外、釆女町や

平津駅周辺の市街化区域でみられます。浸水継続時間は、おおむね6時間未満となっています。 
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こうした災害リスクを踏まえ、災害ハザードエリアにおける立地規制や建築規制、災害ハザー

ドエリアからの移転促進、誘導区域からの除外による立地誘導などの「災害リスクの回避」策を

進めるとともに、居住誘導区域等における安全性の向上に向けたハード・ソフト両面の防災・減

災対策などの「災害リスクの低減」策を進めるなど、災害対応力のあるまちづくりを進めます。 

①災害リスクの回避 

災害レッドゾーンなど災害リスクが特に高い区域において、開発行為や建築行為の規制、移転

の促進、居住誘導区域からの除外など、被害を事前に回避する取組を推進します。 

 ②災害リスクの低減(ハード) 

  計画規模や過去最大規模の大雨等による浸水が想定される区域など災害イエローゾーンを中心

に、河川改修や下水道、調整池の整備、砂防等土砂災害対策施設整備などのハード対策により

災害の発生抑制を目指します。また、災害ハザードを完全に抑制することは困難であることを

踏まえ、建物の安全性の向上や社会インフラの耐震化などのハード対策も推進します。 

③災害リスクの低減(ソフト) 

  想定最大規模の災害ハザードなど、ハード対策だけでは対応しきれない災害リスクについて、

情報発信等による市民の意識啓発や避難体制の構築等を推進し、災害発生時における事前の避

難や緊急避難などのソフト対策を推進します。 

 

【災害ハザードとリスク対策の基本的な考え方イメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

①災害リスクの回避 

災害レッドゾーンなど災害リスクが特に高い区域に

ついて、被害を事前に回避する取組 

・災害リスクの高い区域の居住誘導区域からの除外 

・開発行為や建築行為の規制  等 災
害
対
応
力
の
あ
る
ま
ち 

災害ハザード リスク対策 目指す姿 

③災害リスクの低減（ソフト） 

想定最大規模の災害ハザードなど、ハード対策だけで

は対策しきれない災害リスクについて、災害リスクを

できるだけ低減させる取組 

・情報収集・提供手段の多様化、確実化 

・警戒避難体制整備     等 

②災害リスクの低減（ハード） 

計画規模、過去最大規模の災害ハザードなど災害イエ

ローゾーンを中心にハード対策により、浸水等の災害

リスクをできるだけ低減させる取組 

・河川整備事業、雨水排水対策事業 

・住宅・建築物の耐震化 

・土砂災害警戒区域に関する砂防等土砂災害対策施設

整備の推進             等 

洪水浸水想定区域

家屋倒壊等氾濫想定区域

高潮浸水想定区域

内水浸水想定区域

洪水浸水想定区域

高潮浸水想定区域

内水浸水想定区域

災害ハザード

レ
ッ

ド
ゾ
ー

ン

急傾斜地崩壊危険区域

土砂災害特別警戒区域

イ
エ
ロ
ー

ゾ
ー

ン

土砂災害警戒区域

津波浸水想定区域
※南海トラフ地震の
理論上最大規模、
過去最大規模

想
定
最
大
規
模

計
画
規
模
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①災害リスクの回避の考え方 

▶災害リスクを踏まえた土地利用規制、誘導 

 

【四日市市における災害リスクの特徴】 

土砂災害の恐れのある区域に住宅が立地 

大矢知、下野、日永などの丘陵部の住宅地には、土砂災害特別警戒区域や急傾斜地崩壊危険区

域が点在しており、これらの区域に住宅が立地。 

津波による浸水区域の分布 

いつ地震が発生するか予測が困難なうえに津波発生時に特に被害が大きくなると想定される、津波

の想定浸水深2ｍ以上の区域が、富洲原、橋北、楠などの一部地域に分布。これらの区域では、津

波による建物の全壊や避難の遅れによる重大な人的被害のリスクが懸念。 

河川整備後も浸水が解消しない区域の分布 

河川の中長期整備後においても、中低頻度（100年に一度程度）～低頻度（150年に一度程度）の浸

水が、市南東部の居住誘導区域内外でみられる。 

 

 取組の考え方   

✓土砂災害特別警戒区域及び急傾斜地崩壊危険区域は、都市再生特別措置法において、「居

住誘導区域に含まないこと」とされています。土砂災害は人命に直結する極めて危険な災害

であることを踏まえ、これらの区域に新たな居住を誘導しない土地利用が求められます。 

✓津波や大雨による浸水想定区域について、都市計画運用指針において、「災害リスクや災害

を防止・軽減するための施設状況等を総合的に勘案し適当でないと判断される場合、原則とし

て、居住誘導区域に含まない」とされています。 

✓このうち、津波については、事前予測が困難であるうえに、浸水深が2ｍ以上になると木造家屋

が全壊する危険性が飛躍的に高まるため、特に災害リスクが高く、新たな居住を誘導しない土

地利用が求められます。 

✓洪水や高潮による浸水については、気象情報や避難情報を踏まえ、事前に予測や準備、避

難を行うことが可能です。 

 

土砂災害特別警戒区域や急傾斜地崩壊危険区域、津波による2ｍ以上の浸水が想定される区域

は、人命に関わる極めて危険な災害ハザードであることから、こうした区域においては、居住を誘導し

ないなどの土地利用誘導が求められます。 

洪水や高潮による浸水区域については、河川整備後も洪水による浸水が一定見込まれる区域も含

めて、事前予測や準備、避難が可能なことも踏まえ、居住誘導区域からの除外など土地利用上の制

限は設けないものの、地域の人口動向や災害の発生状況等を注視し、将来的な土地利用について

検討を進める必要があります。  
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②災害リスクの低減（ハード）の考え方 

▶計画規模を中心とした災害の発生リスク低減、災害対応力のある市街地の形成 

【四日市市における災害リスクの特徴】 

多様な災害リスクが市内広範囲で想定 

想定最大規模の範囲、浸水深には至らないものの、河川沿いや臨海部の広い地域で、洪水・雨水出水

（内水）・津波・高潮による浸水が想定され、広範囲にわたる災害への備えが必要。洪水については、市

街化区域の約2割の住宅が計画規模で浸水する想定であり、多くの市民が影響を受ける可能性。 

人口・都市機能が集積するエリアで浸水が想定 

計画規模の浸水想定区域には、中心市街地や富田駅周辺、塩浜駅周辺など、人口や都市機能が

集積し、交通の拠点でもあるエリアが含まれ、駅などの機能低減など都市運営への影響が懸念。 

土砂災害の恐れのある区域に住宅が立地 

大矢知、下野、日永などの丘陵部の住宅地には、土砂災害(特別)警戒区域や急傾斜地崩壊危険

区域が点在しており、これらの区域に住宅が立地。 

災害時に避難行動が困難となるおそれ 

大規模災害の発生時には、冠水や倒木等によって避難経路が使用できない可能性があり、避難施

設の配置や容量が不十分な場合には、住民が安全な避難行動をとることが難しくなるおそれ。 

災害に脆弱な建物が立地 

浸水が想定される区域には、平屋建てや老朽化した木造住宅など、災害に対して構造的に脆弱な

建物が多く立地しており、災害発生時には建物被害が拡大するおそれ。 

 取組の考え方   

✓計画規模の災害は、発生そのものを抑制する対策が求められ、河川や海岸の整備は、こうし

た計画規模の災害に対応できるよう段階的に進められています。 

✓人口や都市機能が集積する区域において住宅や都市施設が浸水すれば都市活動に大きな

支障を来すため、浸水の発生自体を抑制する施設整備などの対策が重要です。 

✓土砂災害の発生は人命に直結する危険があるため、住宅が立地する区域における対策など

災害発生のリスクそのものを低減する対策が求められます。 

✓災害発生時であっても、都市活動や市民生活が早期に再開できるよう、平時から復旧性や被

害抑制に配慮した都市構造の形成が求められます。 

✓市民の適切な避難行動を促すには、意識啓発などのソフト対策に加えて、避難道路の確保や

避難施設の機能強化などハード対策もあわせて推進する必要があります。 

想定最大規模に比べて浸水範囲や深さが小さい計画規模の水災害は、一定の頻度で発生するこ

とが想定され、人口集積地に影響を及ぼすおそれがあり、土砂災害については、人命に直結する危

険性があるため、住宅地などの対象区域では対策が必要です。 

こうした災害リスクに対しては、河川改修や土砂災害防止施設の整備などにより、災害ハザードの発

生自体を可能な限り抑制することが必要です。 

また、災害発生時に市民が安全に避難できる環境を確保し、都市への被害を最小限に抑え、速や

かに復旧できるよう、避難路の整備や浸水リスクを踏まえた建築物の安全対策、社会インフラの防災

性向上などのハード対策を進めていくことが必要です。  
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③災害リスクの低減（ソフト）の考え方 

▶余裕を持った事前避難、事前避難が出来なかった場合等における緊急避難対策 

 

【四日市市における災害リスクの特徴】 

広い範囲で浸水が想定 

近鉄四日市駅をはじめとする、河川沿いや臨海部の広い地域で洪水、雨水出水（内水）、津波、高

潮による浸水が想定され、想定最大規模の洪水については、市街化区域内の約4割の住宅が浸水

する想定となっており、多くの市民への影響が懸念。 

垂直避難が困難となる住宅が立地 

上記浸水の発生時に垂直避難が困難となる住宅が、富洲原や楠などの臨海部の既成市街地に立

地しており、高潮発生時には、市街化区域内の約2割の住宅が垂直避難が困難となる想定。 

家屋倒壊のおそれがある区域に住宅が立地 

三滝川や鈴鹿川等の河川沿いで想定最大規模の洪水時に家屋倒壊のおそれがある住宅が立地。 

土砂災害の恐れのある区域に住宅が立地 

大矢知、下野、日永などの丘陵の住宅地には、土砂災害(特別)警戒区域や急傾斜地崩壊危険区

域が点在しており、これらの区域に住宅が立地。 

 

 取組の考え方   

✓災害ハザードに対しては、自らの判断で避難行動をとることが基本となります。 

✓洪水、雨水出水（内水）、高潮、土砂災害については、気象情報や避難情報を踏まえ、事前に

避難を行うことが可能です。 

✓広い範囲で浸水が想定されており、避難行動が困難となる住宅も多いことから、早めに浸水の

おそれのない区域への避難が必要です。 

✓余裕を持った事前避難が基本ですが、すべての住民が確実に事前避難を実施できるとは限り

ません。特に津波については、事前予測が困難であり、迅速な避難が困難となる可能性も考

慮する必要があります。 

 

こうした災害リスクから市民の生命や財産を守るためには、大雨の発生時などに災害が想定される

区域にとどまらず、災害の兆候が現れた段階で、余裕を持って事前に避難行動をとることが重要で

す。 

また、事前避難ができなかった場合においては、自宅内の浸水が想定されない上階への移動や、

近隣の安全な建物などへの垂直避難、緊急避難が重要となります。 

また、避難後に長期間にわたり孤立するおそれもあることから、食料・飲料水・生活必需品の備蓄な

ど、平時からの備えが求められます。 
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(2) 災害リスクと取組方針の関係 

 

 

災害ハザード 
災害リスク 

(市街化区域内) 

取組方針 

(◎：重点的取組 〇：取組 

△：将来的に検討) 

リスク

回避 

リスク低減 

（ソフト） 

リスク低減 

（ハード） 

土地 

利用 

事前 

避難 

緊急 

避難 

発生 

抑制 

避難 

環境等 

土
砂
災
害 

土砂災害特別警戒区域 

急傾斜地崩壊危険区域 

・市街化区域の縁辺部や丘陵部の住宅

地に土砂災害特別警戒区域が分布 ◎ ◎ ◎ 〇  

土砂災害警戒区域  ○ ○ 〇  

地
震 

津
波 

過去最大規模 
・臨海部の市街地の広範囲で2ｍ未満

の浸水が想定 
 ○ ○ ◎ ◎ 

理論上最大規模 

・臨海部の市街地の広範囲で2ｍ未満

の浸水が想定 

・富洲原、橋北、楠等の一部で2ｍ以上

の浸水が想定 

◎ ◎ ◎  ◎ 

水
害 

洪
水 

計画規模 

・北東部や楠・河原田、内部において3

ｍ未満の浸水が想定 

・既存集落においても浸水が想定 

・中高頻度の浸水に対する避難対策が

必要 

 ○ ○ ◎ ◎ 

想定最大規模 

・中心市街地や北東部、内部において

3m未満の浸水が想定 

・楠、河原田、内部において3m以上の

浸水が想定 

・家屋倒壊等氾濫想定区域があり木造

住宅等への被害対策が必要 

 ◎ ◎  ◎ 

高
潮 

過去最大規模 

（伊勢湾台風級） 

・臨海部の北東部、中心市街地で垂直

避難が困難な1階建ての建物が分布 
 ○ ○ ◎ ◎ 

想定最大規模 

（室戸台風級） 

・臨海部既成市街地の大半で3m以上

浸水 

・浸水が72時間以上継続するため長

期の避難が必要 

 ◎ ◎  ◎ 

雨
水
出
水 

計画規模 

・中心市街地や常磐、日永、臨海部の

北東部、南東部等において浸水が想

定(1階床下) 

・居住誘導区域外にて垂直避難が困難

な工場等の建物分布 

 ○ ○ ◎ 〇 

想定最大規模 

・中心市街地や常磐、日永、臨海部の

北東部、南東部等において浸水が想

定(1階床下) 

・大矢知や内部、三重において0.5‐3

ｍ未満の浸水が想定→2階以上への

垂直避難や浸水想定区域外へ避難要 

 ◎ ◎  〇 
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(3) 誘導区域の考え方 

本市では、リスク分析で示すとおり、居住誘導区域内外において、大規模地震に伴う津波や大

雨に起因する洪水、高潮、内水氾濫による浸水、土砂災害などの発生が想定され、浸水被害につ

いては、中心市街地を含む臨海部を中心に市街地の広範囲に及ぶことが予測されます。 

本市は、古くから東海道の宿場町であるとともに港町として栄え、太平洋戦争後には中心市街

地の復興とともに臨海部で石油化学コンビナートの形成が進み、居住地は東海道沿道や鉄道沿線

から形成され、高度経済成長期には郊外丘陵部に大規模な住宅団地が造成されるなど、臨海部を

中心に都市が発展してきました。 

こうした中で、昭和19 年に発生した東南海地震等の地震災害、伊勢湾台風や昭和49 年集中豪

雨、東海豪雨等の風水害などにより、市街地で度々大きな被害を受けてきましたが、道路や鉄道

施設の耐震化、河川・海岸・下水道等の整備などまちの安全性の向上に取り組んできました。 

また、あわせて、ハザードマップ等による災害リスクの周知や避難の啓発、多様な手段（電

話・FAX、ラジオ、防災メール、防災行政無線、広報車等）による避難情報の伝達、市民総ぐるみ

の防災訓練などのソフト対策も進めてきました。 

こうしたこれまでの都市形成過程や防災・減災関連の取組状況、観測データの充実やAIも活用

した予測モデルの構築などにより気象予報精度の向上が図られていることなどを踏まえ、今後も

継続してハード・ソフト両面の対策を進めることを前提に、基本的に津波、洪水、高潮、雨水出

水（内水）などの浸水や土砂災害が想定される災害ハザードエリアを居住誘導区域から除外しない

こととします。 

ただし、都市再生特別措置法において居住誘導区域に含めないこととされている災害レッドゾ

ーンの「急傾斜地崩壊危険区域」と「土砂災害特別警戒区域」は居住誘導区域から除外します。 

さらに、今後30年以内の発生確率が60～90％程度以上とされる南海トラフ地震について、事前

予測が困難であるうえ、木造家屋が全壊する可能性が飛躍的に高くなる「津波の想定浸水深2ｍ以

上の区域」は特に災害リスクの高い区域とし、居住誘導区域から除外することとします。 

また、都市機能誘導区域として設定した中心市街地において、1000年に一度の頻度とされる想

定最大規模の高潮による浸水深が4.5m程度と想定されるものの、過去最大規模の高潮では1～2m程

度、津波・洪水・雨水出水による浸水深は想定最大規模で1m程度の想定浸水深となっています。 

一方、中心市街地は、長い歴史の中で商業のみならず地域の文化や伝統を育み、都市基盤が整

い様々な機能が集積した市の活力の中心となる区域で、官民により相当な投資がなされてきたの

に加え、現在、市が取り組んでいる中心市街地再開発プロジェクトに呼応して人口が増加基調と

なるとともに民間投資も進んでいる状況です。 

こうしたことから、一定の災害リスクはあるものの、これまでのまちづくりの経緯や拠点性、

生活利便性の高さなどを踏まえ、本市の活力の維持に向け、引き続き、都市機能誘導区域の設定

を継続し、災害リスクにも配慮しながら中央通り再編や高次都市機能の誘導などの施策を進め、

関係人口の拡大とともに市の活力の創出を図ります。 

なお、誘導区域内においても災害種別ごとに様々な災害リスクが存在していることから、ハザ

ードマップなどにより災害リスクの周知を図るとともに、災害が発生しても市民の生命や財産、

社会インフラなどに致命的な被害が生じないよう災害対応力のあるまちづくりを進めます。 

また、本計画はおおむね5年ごとに施策の実施状況などを評価し、見直しを図ることとしてお

り、今後の人口動向や都市基盤の整備状況、災害の発生状況などを注視しながら、居住誘導区域

の設定などについて必要に応じて適宜見直しを検討していきます。  
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表 本市における災害ハザードと居住誘導区域としての考え方 

   

居住誘導の考え方 【参考】安全対策等対応状況

リスクの周知とともに、危険度が高まった
場合の避難の迅速化に向けた体制の整備な
ど対応も図られており、こうした取組を継
続することとし、居住誘導区域から除外し
ない

・ハザードマップ等による災害リスク周知、避難啓発
・三重県土砂災害情報提供システム等による情報収集
・電話・FAX、ラジオ、防災メール、防災アプリ、各種SNS、
防災行政無線、広報車等による避難情報伝達体制　等

ハード対策のほか、リスクの周知とともに
津波避難ビルの指定や危険度が高まった場
合の避難の迅速化に向けた体制の整備など
ソフト対策の充実が図られており、こうし
た取組を継続することとし、基本的に居住
誘導区域から除外しない
ただし、事前予測が困難である点を踏ま
え、木造家屋が全壊する危険性が飛躍的に
高くなる浸水深２ｍ以上の区域について、
居住誘導区域から除外

・河川、海岸の堤防・護岸の整備促進、河川改修、津波防護
施設の管理・補強促進
・津波避難マップ（各戸配布）による浸水区域等の明示、災
害リスクの周知、率先避難の啓発
・津波避難ビルの指定
・電話・FAX、ラジオ、防災メール、防災アプリ、各種SNS、
防災行政無線、広報車等による避難情報伝達体制
・津波警報はJアラート連動で防災行政無線を通じて情報発
信、緊急速報メール・市安全安心防災メールも発信　等

洪水浸水想定区域
(水防法)

家屋倒壊等氾濫想定区域
(水防法)

高潮浸水想定区域
(水防法)

雨水出水浸水想定区域
(水防法)

洪水浸水想定区域
(水防法)

高潮浸水想定区域
(水防法)

雨水出水浸水想定区域
(水防法)

慎重に判断を行うことが望ましい区域（市独自）

市域全域にわたる大地震となる等、除外す
ることは現実的でないことから、各対策の
推進を前提とし、居住誘導区域から除外し
ない

・建築物の耐震不燃化の促進
・災害対応力向上に向けた道路網の整備、道路施設やライフ
ライン施設等の安全化等
・オープンスペースの確保、既成市街地の再編などの対策
・ハザードマップによる啓発活動や警戒避難体制の整備をは
じめとしたソフト対策

液状化区域はほぼ全域に鉄道駅が配置され
る等、除外することは現実的でないことか
ら、各対策の推進を前提とし、居住誘導区
域から除外しない

・大規模盛土造成地の基礎調査の推進
・広範囲にわたり発生箇所の特定が困難であることなども踏
まえ、緊急輸送道路の指定、避難所・避難対策の充実等発生
後の迅速な対応を目指す

南海トラフ地震や断層帯に係
る地震により地震被害が想定
される区域

南海トラフ地震や断層帯に係
る地震による液状化の危険度
が高い区域

都市計画運用指針において災害ﾘｽｸ、警戒避難体制の状況、災害を防止・軽減するための施設状況や整備見込み等を総合的に勘案し適当でな
いと判断される場合、原則として、居住誘導区域に含まないこととすべきとされている区域

災
害
イ
エ
ロ
ー

ゾ
ー

ン

土砂災害警戒区域
(土砂災害防止法)

津波浸水想定区域
(津波防災法)
※南海トラフ地震の
　理論上最大規模、
　過去最大規模

想
定
最
大
規
模

リスクの周知とともに河川水位の監視によ
る避難情報の発令体制などソフト対策が図
られており、浸水区域は市街地の広範囲に
渡るものの、想定し得る最大規模(年超過
確率1/1000)の降雨の想定であり、事前に
ある程度の予測・準備ができる可能性が高
い点なども考慮し、ハード・ソフト両面の
対策の推進を前提に居住誘導区域から除外
しない

・河川護岸整備や河川改修、下水道整備等の推進
・ハザードマップ等による浸水区域等の明示、災害リスクの
周知、避難の啓発
・河川水位監視による避難情報　(高齢者等避難、避難指
示、緊急安全確保）の発令
・電話・FAX、ラジオ、防災メール、防災アプリ、各種SNS、
防災行政無線、広報車等による避難情報伝達体制　等

計
画
規
模

ハード対策のほか、リスクの周知とともに
河川水位の監視による避難情報の発令体制
などソフト対策も図られており、浸水区域
は市街地の広範囲に渡るものの、事前に予
測・準備ができる可能性が高い点なども考
慮し、ハード・ソフト両面の対策の推進を
前提に居住誘導区域から除外しない

ハザード

都市再生特別措置法において居住誘導区域に含まないこととされている区域

　
レ
ッ

ド
ゾ
ー

ン

急傾斜地崩壊危険区域
(急傾斜地法)

ハード対策のほか、リスクの周知ととも
に、危険度が高まった場合の避難の迅速化
に向けた体制の整備など対応も図られてい
るものの、都市再生特別措置法にて「含ま
ないこと」とされていることから、土砂災
害特別警戒区域と急傾斜地崩壊危険区域に
ついては、居住誘導区域から除外

・土砂災害特別警戒区域からの移転補助
・急傾斜地崩壊対策事業
・宅地造成等の開発に伴う指導・監督
・ハザードマップ等による災害リスク周知、避難啓発
・三重県土砂災害情報提供システム等による情報収集
・電話・FAX、ラジオ、防災メール、防災アプリ、各種SNS、
防災行政無線、広報車等による避難情報伝達体制　等

土砂災害特別警戒区域
(土砂災害防止法)
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7-5 具体的な取組 

取組方針に基づく各災害リスクに対する具体的な取組を以下に整理します。 

具体的な取組（施策） 
対応する災害 

実施主体 
洪水 内水 津波 高潮 土砂 

取組方針① リスク回避 

災害リスクの高い区域の居住誘導区域からの除外   〇  〇 市 

災害ハザードエリアにおける開発許可規制 ○ ○  ○ ○ 市 

がけ地近接等危険住宅移転事業（土砂災害防止法

第 26 条に基づく移転勧告の活用） 
    ○ 県、市 

誘導区域に係る届出制度の活用等による立地誘

導 
○ ○ ○ ○ ○ 市 

取組方針② リスクの低減(ハード) 

緊急輸送道路の指定、機能確保 〇 〇 〇 〇 〇 国、県、市 

避難路等の整備、保全 〇 〇 〇 〇 〇 国、県、市 

都市の発展と命を支える道づくり（都市計画道路

整備等） 
〇 〇 〇 〇 〇 市 

公園施設の整備・長寿命化の推進 〇 〇 〇 〇 〇 市 

避難地機能を有する大規模公園の整備   ○   市 

河川の整備 〇   〇  国、県、市 

河川・海岸堤防等の整備・耐震化及び機能保全 〇  〇 〇  国、県、市 

雨水排水対策整備事業  〇    県、市 

田んぼダム活動への支援 〇 ○    国、市 

ため池の適正な管理と整備、活用 〇 ○    市 

都市農地・里山などの樹林地の保全 〇    〇 県、市 

密度の高い既成市街地の解消に向けた取組   〇   市 

狭あい道路後退用地整備事業 ○ ○ ○ ○  市 

住宅の耐震化、不燃化   ○   市 

空き家の除却、利活用の促進 〇 〇 〇 〇 〇 市 

地区計画等による誘導（居室床面高さの嵩上げ等） ○ ○ ○ ○  市 

急傾斜地崩壊対策事業     ○ 県、市 

砂防事業     ○ 県 

防災教育センター整備事業 〇 〇 〇 〇 〇 市 

防災倉庫の整備 〇 〇 〇 〇 〇 市 

拠点となる指定避難所の機能強化への支援等 〇 〇 〇 〇 〇 市 

指定緊急避難場所等の整備 〇 〇 〇 〇 〇 市、民間 

津波避難ビルの指定等避難場所の確保   〇   市 
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具体的な取組（施策） 
対応する災害 

実施主体 
洪水 内水 津波 高潮 土砂 

取組方針③ リスクの低減(ソフト) 

ハザードマップの作成、更新 〇 〇 〇 〇 〇 市 

情報収集手段及び情報提供手段の多様化・確実化 〇 〇 〇 〇 〇 市 

防災知識と技術の普及及び意識の向上 〇 〇 〇 〇 〇 市 

継続的な防災訓練や防災教育等の推進 〇 〇 〇 〇 〇 市 

AR防災学習アプリ「ARLook（あるっく）」の開発・

展開 
〇 〇 〇 〇 〇 市 

防災マップ改正ワークショップ 〇 〇 〇 〇 〇 市 

広域的な連携体制の構築、強化 〇  〇 〇  市 

地域や企業の自発的な防災活動の促進 〇 〇 〇 〇 〇 市、市民 

大規模地震に備えた協力体制の構築   〇   市 

市民による自発的な防災活動の促進 〇 〇 〇 〇 〇 市、市民 

警戒避難体制整備等のソフト対策 〇 〇 〇 〇 〇 市 

避難体制整備の支援 〇 〇 〇 〇 〇 市 

各家庭における備蓄量の確保 〇  〇 〇  市民 

民間備蓄等との連携 〇 〇 〇 〇 〇 市、民間 

被災時の適切な活動体制の整備・人材育成 〇 〇 〇 〇 〇 市 

要配慮者への対応 〇 〇 〇 〇 〇 市、民間、市民 

地域のコミュニティ力の向上、強化のための支援 〇 〇 〇 〇 〇 市、地域 

災害に対応できる人材の育成 〇 〇 〇 〇 〇 市 

自主防災組織の結成や育成 〇 〇 〇 〇 〇 市、地域 

要配慮者施設の避難確保計画作成の促進 〇 〇 〇 〇 〇 市、民間 

企業等と連携した避難体制等の確保 〇 〇 〇 〇 〇 市、民間 
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第8章 計画の評価と進行管理 
 

(1) 目標値 

本計画に位置付けた「いきいきと働き暮らし続けられるまち」の実現に向け、実施する都市機能

誘導や居住誘導に係る施策、ネットワークに係る施策、防災指針の進捗状況やその効果等について、

計画の進行による評価検証を行うための目標値を設定し、PDCAサイクルによる適切な評価、見直し

を行いながら計画の推進を図っていきます。 

 

基本方針において示した、「居心地がよく歩きたくなる魅力的なまちなか」の形成に向け、「方針

①リニア時代に輝くまち」における主要な施策として、都市機能誘導区域における中心市街地の都

市機能の高度化・集約化などの施策を推進していくことから（P15～17参照）、その効果を図る指標

として中心市街地における歩行者数の維持を目標とします。 

目標項目 

基準値 

（策定時） 

実績値 

（中間評価） 
目標値 

2018 2024 2030(中間) 2040(目標年次） 

中心市街地における 

歩行者数（主要 8地点） 

平日 60,116人 

休日 58,406人 

平日 52,793人 

休日 59,250人 

平日 61,000 人 

休日 64,000 人 

平日 70,000人 

休日 70,000人 

 ※主要 8地点（参考）：トナリエ東出口前、メディアシップビス前、近鉄四日市駅北口、 

キタオカ前、ナガサワカバン前、タケコシ本店前、ミヤザキ靴店前、中川無線前 

 

 

基本方針において示した、「働きやすく暮らしやすいまちづくり」に向け、「方針②住み慣れた場

所でいつまでも元気に暮らせるまち」「方針③子育てしながら働いていけるまち」における主要な

施策として、居住誘導区域における都心居住の促進や既成住宅地の居住環境の向上を図ることとし

ています。また、ネットワークに係る施策では、居住地と各拠点を結ぶ公共交通ネットワークの維

持・再編を図るとともに輸送力の強化などに取り組んでいくことから（P15～17参照）、居住の誘導

と交通ネットワークの向上が連携した指標として、基幹的公共交通の徒歩圏人口カバー率の向上を

目標とします。 

目標項目 

基準値 

（策定時） 

実績値 

（中間評価） 
目標値 

2015 2023 2030(中間) 2040(目標年次） 

基幹的公共交通の 

徒歩圏※人口カバー率 
62.8％ 63.1％ 64.7％ 

66.0％ 

（三大都市圏数値） 

※鉄道駅から 800m 圏域もしくはバス停（30 本/ 日以上相当）から 300m 圏域 

 

  

■方針①と都市機能誘導に係る目標値 

■方針②及び方針③と居住誘導に係る目標値 
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防災指針で示したように、本市の都市形成過程やこれまでの防災・減災の取組状況、一定規模以

上の降雨は事前に予測や準備が可能なことなどを踏まえ、各災害リスクに対するハード・ソフト両

面の対策を進めていくことから、ソフト対策において災害リスクの周知と事前の準備・避難の浸透

を図る指標として、防災訓練参加人数を目標とします。また、災害時の市街地の安全性の向上を図

る指標として、耐震性の低い旧耐震木造住宅の除却工事費の補助件数を目標とします。さらに、ハ

ード対策における社会インフラの整備推進の指標として、本市が所管する準用河川の整備率の向上

を目標とします。 

目標項目 
基準値(現在) 目標値 

2023 2030(中間) 2040(目標年次） 

防災訓練参加人数 

（市民総ぐるみ防災訓練や地域

における防災訓練等の参加人数） 

29,214人 

（2023） 

33,000人 

(2029) 
33,000人 

耐震性の低い旧耐震木造住宅の

除却工事費の補助件数 

297件／年 

（2020-2024平均） 
300件／年 300件／年 

準用河川の整備率 
66.0％ 

（2023） 

85.8％ 

(2029) 
100％ 

 

(2) 進行管理 

本計画はおおむね 20 年後の 2040年の都市の姿を展望した長期的な計画です。そのため、以下に

示す PDCA サイクルの考え方に基づき、おおむね 5 年ごとに施策や事業の実施状況を評価し、進捗

状況や妥当性の検証、必要に応じた見直しを行っていきます。 

■進捗管理の方法 PDCAサイクル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Plan：課題の抽出、 係者間の 意形成、計画 定 

↓ 

Do：各取組の実施、進捗管理 

↓ 

Check：モニタリング、効果検証、事後評価 

↓ 

Action：課題の再抽出、計画の見直し 

■防災指針に係る目標値 
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【中間評価について】 

■都市機能誘導に係る目標値の状況 

・2024(R6)年時点で、平日は基準値より少ないものの、休日は基準値を上回るなど新型コロナの影

響から回復基調にあることから、中央通り再編事業が工事途中であることなどを踏まえ現目標値を

継続しながら達成を目指す 

目標項目 
基準値(人) 実績値(人) 目標値(人) 

2018(策定時) 2024 増減 2030(中間年次) 2040(目標年次) 

歩行者数 
(主要 8地点) 

平日 60,116 
休日 58,406 

平日 52,793 
休日 59,250 

△7,323 
＋844 

平日 61,000 
休日 64,000 

平日 70,000 
休日 70,000 

◇高次都市機能の立地状況 

・現在、市主導で図書館及び大学の都市機能誘導区域内への設置の検討を進めている 

・中央通り再編に呼応して沿道を中心に民間投資が進む(共同住宅、オフィスビル、ホテル) 

⇒中央通り周辺で民間投資や都心居住が進んでおり、引き続き都市機能誘導区域や誘導施設の指定

を継続しつつ、中央通り再編事業を推進 

■居住誘導に係る目標値の状況（交通ネットワークの向上と連携した指標） 

・2023(R5)年時点で基準値に対して実績値が 0.3％上昇しているものの、立地適正化計画策定前の人

口動向(H27→R2)であり、引き続き現計画に位置付けた取組を推進しながら今後の動向等を注視 

目標項目 
基準値(%) 実績値(%) 目標値(%) 

2015(策定時) 2023 増減 2030(中間年次) 2040(目標年次） 

基幹的公共交通の徒

歩圏人口ｶﾊﾞｰ率 
62.8 63.1 ＋0.3 64.7 

66.0 

（三大都市圏数値） 

◇居住誘導の状況 

・居住誘導区域外への一定規模以上の住宅立地について、現在までで 30件の届出あり 

・最新の国勢調査(R2)では、全市人口が前回(H27)から約 5,600人減少(-1.8％)しており、市街化調

整区域(居住誘導区域外)で減少が大きいものの、立地適正化計画策定前の人口動向(H27→R2)であ

り、引き続き現計画に位置付けた取組を推進しながら今後の動向等を注視  
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用語集 

あ行  頁 

アクションプ

ラン 

ある政策や企画を実施するための基本方針や行動計画のこと。 1 

イエローゾー

ン 

土砂災害が発生した場合に、住民等の生命または身体に危害が生じるお

それがある区域など、建築や開発行為等の規制はなく、区域内の警戒避

難体制の整備等を求めている区域で、土砂災害警戒区域や浸水想定区

域、津波浸水想定区域などが該当。 

26,43,60,66 

伊勢湾台風 昭和34年9月26日に発生した大規模な台風。台風通過時が伊勢湾の満潮

時と重なり、気圧の低下(上陸時929.5ミリバール)と強風(瞬間最大風速

50m/s超)で潮位が高くなった(平均潮位より2m高い5m近い高波)ことか

ら、四日市市では富田・富洲原地区を中心に、死者115人、家屋の全半壊

合わせて3,695戸、床上浸水15,125戸、床下浸水3,064戸という未曾有の

高潮被害を出した。 

43,49,56,58, 

64,65 

インターアク

セス 

高速道路のインターチェンジ（I.C）と臨海部や都市部を接続する道路ネ

ットワーク。アクセス性向上による移動時間短縮、交通渋滞の軽減、地

域経済の活性化などが期待される。 

40 

オーバーブリ

ッジ 

道路などの既設物の上空を横断する道路や歩道などのための橋梁のこ

と。 

36 

か行   

開発行為 都市計画法に基づき、主に建築物の建築や特定工作物（コンクリートプ

ラント、ゴルフ場など）の建設を目的として、土地の区画、形質を変更

する行為。 

2,23,34,60 

家屋倒壊等氾

濫想定区域 

想定しうる最大規模の洪水が発生した場合に、家屋の流失・倒壊をもた

らすような氾濫が発生するおそれがある範囲。 

26,43,48,55, 

58～60,64,66 

がけ地近接等

危険住宅移転

事業 

がけ地の崩壊等（土石流、地すべり等含む）により、市民の生命に危険

を及ぼす恐れのある区域において、危険な住宅を除却し安全な場所に新

たな住宅を建築又は購入する市民に対して費用の一部を補助する制度。 

67 

過去最大規模 過去に周期的（約100年から150年周期）に発生していて、歴史的に地域

で起こり得ることが実証されている規模の災害。 

26,43,47,49, 

58～60,64～66 

可住地 人が住むことができる土地のこと。元々人が住んでいる市街地のほか、

畑、水田、草地など開発することで人が住めるようになる土地も含む。 

※本計画P5における可住地は市街化区域から工業専用地域、臨港地区、

用途地域無指定地区を除いた区域をいう。 

5～13 

関係人口 地域に関心を持ち、継続的に地域と多様に関わる人の数。 14,15,65 

基幹的公共交

通 

１日30本以上の運行頻度(概ねピーク時片道３本以上に相当)の鉄道路

線及びバス路線。 

5～12,30,69, 

71 
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既存ストック これまでに整備された膨大な社会インフラ（道路、公園、上下水道、電

気、ガスなど）や建築資産（公共施設、住宅、ビルなど）の蓄積のこと。 

1,15,24,30, 

38 

旧耐震 建築物の耐震設計基準が大きく改正された1981年(昭和56年)6月より前

の耐震基準のこと。旧耐震基準で建築確認を受けた建物は震度5強程度

の地震を想定した基準となっている。 

7,8,9,11,13,

38,70 

狭あい（な）

道路 
道路幅員が4ｍ未満の道路。 

9,12,13 

緊急輸送道路 地震など大規模な災害が起きた場合には、救助、救急、消火活動、応急

復旧や物資の供給など広域的に緊急活動を実施する必要があり、そのた

め、災害などの異常事態に対応した交通の確保を図ることを目的に、主

要な道路や県、市町村の庁舎、救援物資等の備蓄地点などの防災拠点を

連絡する道路として指定される道路。 

26,66,67 

計画規模 河川整備において、施設整備により将来的に防ごうとしている目標の降

雨規模。河川によって目標降雨の規模は異なる。 

26,43,48,50,

52,55,57～60, 

62,64,66 

建築等行為 建築基準法第2条第1号に規定する建築物を建築する行為。建築物を新

築、増改築、又は移転すること、および建築物又は特定工作物を新築又

は新設すること、建築物等の用途、形態、意匠を変更することをいう。 

23,34 

ゲートウエイ 門のある道、出入口、玄関などの意。本計画では、「市の玄関口」を指す。 17,35 

高経年住宅団

地 

造成から一定期間が経過した団地。本計画では、昭和56年より以前に造

成された団地を指す。 

11,14,38 

工業専用地域 都市計画において都市を住宅地、商業地、工業地などいくつかの種類に

区分する用途地域のうち、工業の利便を増進するための地域をいう。 

5,24,28 

工業地域 都市計画において都市を住宅地、商業地、工業地などに区分する用途地

域のうち、主として工業の利便を増進するため定める地域。 

24,28 

高次都市機能 中枢的な行政機能や様々なニーズに対応した拠点的な商業機能、市民全

体を対象としたサービスを提供する教育文化機能などの都市機能。 

6,13,15～18, 

21,24,38,65,

71 

交通空白地域 鉄道やバスなどの公共交通機関が利用しにくい、あるいは全くない地域

のこと。自治体等により定義が異なり、四日市市では鉄道駅から800m、

バス停留所から300m以上離れた地域を指す。 

17,40,41 

交通結節機能 駅やバスターミナルなど、複数の交通手段（鉄道、バス、自動車など）

の乗り継ぎ、乗り換えを円滑に行うことができる機能のこと。 

17,20,35,37,

40 

交通結節点 鉄道やバス、自転車、徒歩などの交通手段相互を連絡する乗り継ぎ施設。

具体的な施設としては、鉄道駅、バスターミナル、駅前広場などがある。 

13,15,21,36,

37,40 

国勢調査 統計法に基づき行われる国の最も重要かつ基本的な統計調査のこと。人

口、世帯、産業構造等の調査が原則5年ごとに行われ、各種行政施策その

他の基礎資料を得ることを目的とする。 

 

5～12,19,32, 

71 
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国立社会保

障・人口問題

研究所 

社会保障と人口問題に関する調査研究を行い、国民の福祉向上に貢献す

ることを目的とする厚生労働省の研究機関で、主業務に将来推計人口・

世帯数の策定があり、これらの研究成果は政策立案の基礎資料となる。 

5 

子育て支援セ

ンター 

主に乳幼児（0歳～3歳）とその保護者が気軽に利用し、交流や育児相談

ができる場、子育て情報の提供の場のこと。 

21 

コミュニティ

ターミナル 

近郊・郊外部における商業施設や公共公益施設、駅など、地域のコミュ

ニティの場となる拠点において、鉄道やバスなどの乗り継ぎ機能を併設

した交流と交通の複合拠点。 

17,40,41 

コンパクトシ

ティ・プラス・

ネットワーク 

都市の無秩序な拡大を抑制し、既存の市街地などを生かしながら、居住

や都市機能を誘導・集積するとともに、まちづくりと連携して居住地と

中心市街地をはじめとする都市の拠点や就業地などが公共交通ネット

ワークで効率的に結ばれた持続可能な都市構造の形成を目指すこと。 

1 

コンベンショ

ン 

大会、会議、セミナー、イベント、式典など目的を持って人々が多く集

まる大規模な催し物のこと。 

22 

さ行   

災害ハザード

エリア 

地震による津波や洪水などによる浸水被害や土砂災害が発生するおそ

れがある区域のこと。 

60,65,67 

サテライトキ

ャンパス 

大学など教育機関が、校舎以外の場所に設置して授業などを行う施設。

公開講座や社会人向けの夜間授業などに利用される。 

17,35 

三大都市圏 東京圏、大阪圏、名古屋圏をいう。東京圏は首都圏整備法による既成市

街地及び近郊整備地帯を含む市区町の区域、大阪圏は近畿圏整備法によ

る既成都市区域及び近郊整備区域を含む市町村の区域、名古屋圏は中部

圏開発整備法による都市整備区域を含む市町村の区域をいう。 

5,69,71 

市街化区域 都市計画法による区域区分のひとつで、都市計画区域内において、すで

に市街地を形成している区域及び概ね10年以内に優先的かつ計画的に

市街化を図るべき区域のこと。 

2,5～13,16, 

18,19,24,25,

28,29,31～33, 

46～59,62～64 

市街化調整区

域 

都市計画法による区域区分のひとつで、都市計画区域内において、市街

化を抑制すべき区域のこと。 

5,16,31,33,4

8,50,59,71 

指定緊急避難

場所 

災害から命を守るために緊急的に避難する施設や場所（公園等）で、災

害種別に応じて、市が予め指定する。 

 

36,46～57,67 

指定避難所 災害により家に戻れなくなった住民等が一定期間、滞在するための施設

で、学校等を指定している。開設している避難所であれば、他地区であ

っても利用することができる。 

 

36,46～57,67 

自動運転技術 運転者ではなくシステムが、運転操作に関わる認知、予測、判断、操作

のすべてを代替して行い、車両を自動で走らせる技術。 

 

40 
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市民総ぐるみ

防災訓練 

市民の防災意識の高揚と地域防災力の強化を図り、災害発生時の被害を

軽減すべく、防災関係機関や自主防災組織が連携して行う、南海トラフ

を震源域とした大規模地震の発生を想定した地震被害と津波避難の複

合訓練。地区防災組織の中・北・南・西ブロックに分けて順番で実施。 

70 

住民基本台帳 氏名、生年月日、性別、住所などが記載された住民票を編成したもので、

住民の方々に関する事務処理の基礎となるもの。 

5 

準工業地域 都市計画において都市を住宅地、商業地、工業地などいくつかの種類に

区分する用途地域のうち、主として環境の悪化をもたらすおそれのない

工業の利便を増進するため定める地域をいう。 

24,28 

昭和49年集中

豪雨 

昭和49年7月25日に発生した集中豪雨。梅雨末期の集中豪雨で、内部川・

鹿化川・天白川など多くの中小河川が決壊・氾濫した。 

65 

除却 建築物を解体して敷地を更地にすること。 17,38,39,67,

70 

人口カバー率 鉄道駅やバス停、生活サービス施設や公共施設などの都市機能を中心と

した一定の圏域内に居住する人口の総人口に占める割合のこと。 

5,69 

浸水継続時間 氾濫水到達後、一定の浸水深に達してから、その浸水深を下回るまでの

時間のこと。本計画においては浸水深0.5ｍ以上の浸水が継続する時間

を示す。 

43,44,48～50, 

58,59 

垂直避難 水害等の災害発生時に、自宅や近隣の建物の2階以上のなるべく高層階

へ避難すること。 

48～50,55～58, 

63,64 

水平避難 指定避難場所や安全な場所へ移動して避難すること。家屋流出の危険が

ある場合や、上階まで浸水してしまうほど水深が深い場合などは水平避

難が必須となる。立ち退き避難ともいう。 

48～50,59 

ストック効果 整備された社会資本が機能することで、整備直後から継続的かつ中長期

にわたって得られる効果のこと。また、耐震性の向上や水害リスクの低

減といった「安全・安心効果」や、移動時間の短縮等による「生産性向

上効果」などの社会ベースの生産性を高める効果がある。 

3,14 

スマート化 情報通信技術（ICT）を駆使し、状況に応じて運用を最適化するシステム

を構築すること。 

36,37 

スーパーメガ

リージョン 

リニア中央新幹線の全線開業により東京圏、大阪圏、名古屋圏の個性あ

る三大都市圏が約1時間で結ばれ一体化することで形成される巨大都市

圏のこと。世界有数の経済規模となる約7000万人の交流圏が誕生するこ

とで、ヒト・モノ・カネ・情報の対流の活発化が期待される。名古屋駅

ではスーパーメガリージョンのセンターとしてスーパーターミナル化

が進められる。 

14,15,17,35 

総合型地域ス

ポーツクラブ 

地域住民のみなさんのアイデアによって自主的に運営される、誰でも、

いつでも、世代を超えて、好きなレベルで、いろいろなスポーツを楽し

める地域のコミュニティ。 

 

17,35 
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想定最大規模 現状の科学的な知見や研究成果を踏まえて、利用可能な降雨データや気

象観測等の結果を用い、現時点においてある程度の見込みをもって想定

し得る最大規模のこと。 

26,43,48,49,

50,55～60, 

62～66 

た行   

大規模盛土造

成地 

盛土造成地のうち、谷埋め型大規模盛土造成地（谷や沢を埋め立てた造

成地で、盛土の面積が3000㎡以上のもの）及び腹付け型大規模盛土造成

地（傾斜地に盛土をした造成宅地で盛土する前の地盤面の水平面に対す

る角度が20度以上かつ盛土の高さが5ｍ以上のもの）に該当するもの。 

26,43,52,66 

多段階の浸水

想定図 

より頻度の高い複数の年超過確率毎（1/10、1/30、1/50 等）の降雨想定

により作成した浸水想定図。発生頻度が高い降雨規模の場合に想定され

る浸水範囲や浸水深を明らかにするためのもの。 

43 

ため池 降水量が少なく、流域の大きな河川に恵まれない地域をはじめとして、

農業用水を確保するために水を貯え取水ができるよう、人工的に造成さ

れた池のこと。 

43,52,67 

端末交通 鉄道駅やバス停と出発地や目的地との間を結ぶ、短距離の移動手段のこ

と。 

40 

地域包括ケア

システム 

地域の実情に応じて、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で能力に応じ

自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防、住

まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制を指す。 

17,18,35 

知的産業 知識を商品として生産、販売、サービスする産業。情報技術、教育、研

究開発、コンサルティングなどの業種が挙げられる。 

17 

中心市街地再

開発プロジェ

クト 

近鉄四日市駅やJR四日市駅周辺等における駅前広場やバスタ四日市を

含む歩行空間整備、公園の高質化などの中央通り再編事業、知と交流の

拠点施設や大学など広域的な都市機能の集積、JR四日市駅周辺から港に

いたる自転車、歩行者動線の整備や都市と港が一体となったまちづくり

など、中心市街地の活性化に向けた一連の取組の総称。 

65 

津波避難ビル 津波浸水想定区域内の市民が、津波から命を守るため、浸水が解消し地

上を安全に歩行できるまでの期間、緊急的に避難できるよう予め指定し

た施設。 

26,66,67 

鉄道事業再構

築実施計画 

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づき、経営の改善を図

るとともに、国や自治体の支援を受けながら事業構造の変更や利用者の

利便を確保することで、輸送の維持を図る計画のこと。 

40 

デマンド交通 正式には、DRT(Demand Responsive Transport:需要応答型交通システム)

と呼ばれ、路線バスとタクシーの中間的な位置にある交通機関。事前予

約により運行するという特徴があり、運行方式や運行ダイヤ、発着地

(OD)の自由度のある組み合わせにより、多様な運行形態が存在する。 

40 

東海豪雨 平成12年9月11日から12日にかけて、本州上の前線に台風からの暖かい

湿った空気が継続的に流入したため、長時間にわたって雷雲が発生・発

達し、市内北部および中部の臨海部において浸水等の被害が出た。 

65 
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東南海地震 昭和19（1944）年に発生した前回の南海トラフ地震。東海・近畿地方を

襲い、熊野灘沿岸で6～8メートルの津波が発生し、紀伊半島東岸では30

～40センチメートル地盤が沈下した。死者・行方不明者1223人。 

65 

道路密度 1km2当たりの道路延長。 6～13 

都市型産業 工場などの本部機能を有する事業所や、情報処理、ソフトウェア・コン

テンツ制作、通信業などの「情報通信業」、銀行、保険業、証券業などの

「金融業・保険業」、研究機関、各種法務サービス、経営コンサルタント

業などの「学術研究・専門技術サービス業」、人材派遣業、ビルメンテナ

ンス業などの「他に分類されないサービス業」などの産業をいう。 

14,17,21,35 

都市基盤 道路・街路、鉄道、河川、上下水道、公園・緑地等の都市施設に、ガス・

電力・電気通信施設等のライフラインや宅地を加えたものの総称。 

1,6～15,17, 

20,24,30,31,

38,65 

都市計画区域 都市計画法において、「市の中心市街地を含み、自然的・社会的条件及び

人口・土地利用・交通量等に関する状況を勘案して、一体の都市として

総合的に整備・開発・保全する必要がある区域」を都市計画区域として

指定することとされている。土地利用に関する制限も都市施設の計画

も、この区域を一まとまりの単位として検討され実施される。 

2,5,31,46～57 

都市計画公園 主として自然的環境の中で、休息、鑑賞、散歩、遊戯、運動等のレクリ

エーション及び災害時の避難等の用に供することを目的とする公共空

地。都市計画法に基づき都市計画決定された都市公園・緑地のこと。 

29 

都市公園 地方公共団体が設置する都市計画公園・緑地、および都市計画区域内に

おいて設置・開設する公園・緑地など。 

24,29,39 

徒歩圏 歩いて行ける範囲。本市においては、国のハンドブックなどを踏まえ、

鉄道駅から800ｍ、バス停からは300ｍを徒歩圏としている。 

5,14,24,30,38

,48,55,69,71 

な行   

南海トラフ地

震 

駿河湾から日向灘沖にかけてのプレート境界を震源域として、概ね100

～150年間隔で繰り返し発生してきた大規模地震。 

25,26,43,47,5

1,59,60,65,66 

ネック点 ボトルネック（交通容量が低い場所）のこと。 40 

年超過確率 降雨や地震などの事象が、1年間にその規模を超えて1回以上発生する確

率のこと。 

26,43,58,66 

は行   

ハイテク工業

団地 

世界規模の半導体製造工場をはじめとした事業所が集積する工業団地。

四日市市土地開発公社により平成3年度に造成された。 

7,20,28,40 

バスタ バスやタクシー、鉄道の発着場が集まる公共交通ターミナル。分散する

バス停の集約や商業施設の設置などにより利用者の利便性向上に加え、

防災・観光拠点としての機能も有する。 

17,37,40,41 

パーソナルモ

ビリティ 

自動車よりコンパクトで小回りが利き、環境性能に優れ、地域の手軽な

移動の足となる1人～2人乗り程度の車両。 

 

41 
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避難所 自宅に被害があった方が一定期間、生活する施設。 26,36,48,55,

66,67 

避難場所 災害から命を守るために緊急的に避難する場所や施設。 36,48,55,67 

福祉避難所 

(2次避難所) 

高齢者や障害者など、一般の避難所での生活が困難な人のための避難

所。災害の発生が予想される場合や、発生した場合は、まず最寄りの指

定緊急避難場所等への避難が推奨される。 

36 

ま行   

道の駅 交通量の多い幹線道路等におけるドライバーのための駐車場やトイレ

などの休憩施設で、併せて道路や地域に関する情報発信施設、文化教養、

観光レクリエーションのための地域振興施設などの機能を有する施設。

平成初期に制度化され、その後、時代の変化とともに道の駅自体を目的

地とする第2ステージへと変化し、現在では第3ステージとして、地方創

生、観光、防災といった多様な機能を果たすものへと進化してきている。 

40 

木造家屋密集

区域 

古くからの市街地などに存在する、狭小な敷地や狭あい道路が多く、老

朽化した木造住宅等の建築物が密集している地域。 

17,38 

モータリゼー

ション 

日常生活での自動車の一般化、自動車使用の普及をいう。 3 

や行   

四日市市総合

計画 

四日市市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構

想を定めるものであり、市のすべての計画の基本となる最上位計画。 

1 

四日市市地域

公共交通計画 

四日市市にとって望ましい地域旅客運送サービスの姿を明らかにする

マスタープラン。地域の移動手段を確保するために、住民などの移動ニ

ーズにきめ細かく対応できる立場にある四日市市が中心となって、交通

事業者等や住民などの地域の関係者と協議しながら策定するもの。 

1,35,69 

四日市市都市

計画マスター

プラン全体構

想 

都市計画法第18条の2に基づく「市の都市計画に関する基本的な方針」で

あり、おおむね20年後の市の将来像を展望し、土地利用や都市基盤施設

整備などのまちづくりの基本方針を示す。 

1,4,6,33 

ら行   

ラストワンマ

イル 

最寄り駅やバス停などから自宅や目的地までの最終区間のこと。 40 

リノベーショ

ン 

既存の建物に大規模な工事を行うことで、住まいの性能を新築の状態よ

りも向上させたり、価値を高めたりすること。 

17,38 

リーマンショ

ック 

2008年9月に米国の投資銀行大手リーマン・ブラザーズが負債総額6000

億ドル超となる史上最大級の規模で経営破綻したことを契機として発

生した世界的な金融・経済危機のこと。 

14 

理論上最大規

模 

東日本大震災を踏まえた最新の科学的知見に基づく、発生頻度は極めて

低いが理論上起こり得る最大の規模の災害（地震・津波）を想定したモ

デルのこと。 

26,43,47,51,

58,59,60,64,

66 
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臨港地区 港湾機能を円滑に管理・運営するため、都市計画法に基づき定める地域

地区。港湾施設のほか、官公署や臨海工場など港湾を管理・運営する上

で必要な施設が立地する地域として、港湾法に基づき、分区条例等によ

る必要な土地利用規制が課せられる地域である。 

5,24,28 

レッドゾーン 土砂災害が発生した場合に、建築物に損壊が生じ住民等の生命または身

体に著しい危害が生ずるおそれがある区域など、住宅等の建築や開発行

為等を規制する区域で、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域、

災害危険区域などが該当。 

26,43,60,65,

66 

連節バス 連節部により結合された2つの堅ろうな車室で構成され、車体が屈折す

る特殊な構造を有し、旅客が前後の車室間を自由に移動できる構造のバ

ス。 

40 

A-Z行   

AI 人工的につくられた人間のような知能またはこれをつくる技術。また、

これらの機能を備えたコンピューターシステム。 

65 

AR Augmented Reality の略。拡張現実のこと。現実の環境から視覚や聴覚、

触覚などの知覚に与えられる情報をコンピューターによる処理で追加、

削減、変化させる技術の総称。現実に存在するものに対して、コンピュ

ーターが情報をさらに付与し、さらに強い、深い知覚を可能にすること。 

68 

ICT Information and Communications Technologyの略。通信技術を活用し

たコミュニケーションを指す。情報処理だけではなく、インターネット

のような通信技術を利用した産業やサービスなどの総称。 

40 

IoT Internet of Things の略。従来インターネットに接続されていなかっ

た様々なモノ（センサー機器、駆動装置、建物、車、電子機器など）が、

ネットワークを通じてサーバーやクラウドサービスに接続され、相互に

情報交換をする仕組み。 

40 

MaaS Mobility as a Service の略。出発地から目的地まで複数の移動手段を

1つのサービスとして捉え、シームレスにつなぐ新たな「移動」の概念。 

40 

PDCAサイクル 計画（Plan）を実行（Do）し、評価（Check）して改善（Act）に結びつ

け、その結果を次の計画に活かすプロセス。品質管理の取組（ISO9000 シ

リーズなど）などに広く採用されている。 

69,70 
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計画策定の経過 

【当初策定時】 

■市民の皆さまの意見の反映 

 令和 元年１０月 ４日 パブリックコメントの実施（１１月１日まで） 

■四日市市議会の意見の反映 

 令和 元年 ６月２４日 都市・環境常任委員会協議会（６月議会） 

 令和 元年 ８月 ７日 議員説明会 

 令和 元年 ９月１９日 都市・環境常任委員会協議会（８月議会） 

 令和 元年１２月 ９日 都市・環境常任委員会協議会（１１月議会） 

■四日市市都市計画審議会の意見の反映 

 令和 元年１０月 ３日 第５１回 四日市市都市計画審議会 

 令和 ２年 １月２３日 第５３回 四日市市都市計画審議会 

■有識者の意見の反映 

 平成３０年１２月２７日 第１回 立地適正化計画検討会議（計画策定に係る有識者会議） 

 平成３１年 ２月 ８日 第２回 立地適正化計画検討会議（計画策定に係る有識者会議） 

 平成３１年 ３月２９日 第３回 立地適正化計画検討会議（計画策定に係る有識者会議） 

 令和 元年 ７月１２日 第４回 立地適正化計画検討会議（計画策定に係る有識者会議） 

 令和 ２年 １月１４日 第５回 立地適正化計画検討会議（計画策定に係る有識者会議） 

※立地適正化計画検討会議（計画策定に係る有識者会議）委員（◎印は座長、敬称略、五十音順） 

  朝日 幸代（三重大学 教授） 

 有賀 隆 （早稲田大学理工学術院 教授） 

  大塚 俊幸（中部大学 教授） 

◎奥野 信宏（名古屋都市センター長） 

  松本 幸正（名城大学大学院 教授） 

村山 顕人（東京大学大学院 教授） 
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【中間見直し時】※都市計画マスタープラン全体構想とともに見直し 

■市民の皆さまの意見の反映 

 令和７年 ３月 ４日～４月３０日 地域課題ヒアリング、WEBアンケート、関係団体意見聴取 

 令和７年 ８月 １日～９月３０日 ２４地区市民センター説明会（あわせて関係団体等意見聴取） 

 令和７年１２月１２日 パブリックコメントの実施（令和８年１月９日まで） 

■四日市市議会の意見の反映 

 令和６年 １月１９日 議員説明会 

 令和７年 ５月２３日 議員説明会 

 令和７年１２月１１日 都市・環境常任委員会（１１月議会） 

■四日市市都市計画審議会の意見の反映 

 令和６年 ２月 ７日 第６５回 四日市市都市計画審議会 

 令和７年 ２月 ４日 第６７回 四日市市都市計画審議会 

 令和７年 ７月３０日 第６８回 四日市市都市計画審議会 

 令和７年１１月２６日 第６９回 四日市市都市計画審議会 

■有識者の意見の反映 

 令和６年１０月２２日 意見聴取１回目（１０月３０日まで） 

 令和６年１２月２５日 意見聴取２回目（令和７年１月１５日まで） 

 令和７年 ５月２９日 意見聴取３回目（６月２日まで） 

 令和７年１０月２２日 意見聴取４回目（１１月６日まで） 

 令和８年 １月１６日 意見聴取５回目（１月２２日まで） 

※有識者（敬称略、五十音順） 

  浅野 純一郎（豊橋技術科学大学 教授） 

 中居 楓子 （東京大学 講師） 

  松本 幸正 （名城大学大学院 教授） 

村山 顕人 （東京大学大学院 教授）  
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３.令和７年度自動運転実証実験の結果について 

 

中心市街地における回遊性向上を目的に、中央通り再編にあわせた自動運転の定常運行を目

指し、引き続き自動運転バスの実証実験を実施した。 

 

（１）実証実験概要 

車両 

 

期間 12 月 9 日 ～12 月 26日 月曜日除く（16 日間） 

時間 10：00～17：00（9便／日） 

延べ乗車人数 505 人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）検証内容 

  ①定常運行時の走行予定区間（南側に集約された道路）での実施 

   令和７年１０月２３日に中央通りの車線が南側に集約されたことから、完成した道路で

走行することで社会受容性の醸成を図るとともに、走行環境について検証を行った。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

NAVYA EVO３（１台） 

完成道路で走行 
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≪結果≫ 

 新しい道路での走行検証において、自動運転車両は安定して高い自動運転率（約９５％）

を維持することができた。過年度と比べ、自転車専用道の整備による走行空間のすみ

分けや、実証期間中において、路上駐車が少なかったことにより、自動運転車両の手動

介入の要因が軽減された。 

 本区間における自動運転車両の走行が、後続車両の交通渋滞を引き起こすことは、ほ

とんどなかった。 

 

  ②車両に搭載された AIカメラによる信号機の色の認識 

道路交通法においては、信号機が表示する灯火の色に従う必要があることから、自動運

転車両には、カメラを活用した安全な通行システムが求められている。今年度の実証実験

では、車両に搭載された AIカメラによる信号機の色の識別能力を検証した。 

 

≪結果≫ 

 AI カメラによる識別は、天候や日差しの影響を受けることなく、通行判断を行う上で

有効であることが確認できた。 

 一方で、自動運転車両の前方に大型車両が走行している場合等、カメラの視界が遮ら

れる状況では、信号機の認識が困難であった。 

 将来的には、信号がある交差点や横断歩道において、自動運転車両が安全かつ円滑に

通過するために、令和８年度に実施予定の信号協調システム※と今回実施した AI カメ

ラによる信号機の色認識を併用した走行が必要であると考えられる。 

 

※信号協調システム：信号機から提供される信号の残秒数により通行判断を行うシステム。 

 

③自動運転車両における運転状態の可視化 

自動運転車両内に手動運転か自動運転かをランプで表示し、利用者が視覚的に確認でき

る仕組みを導入した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪結果≫ 

 ランプ表示は誤作動なく機能し、また、高い自動運転率であることを車内に周知でき

たことから、乗車された方から好評であった。 

 

 

車内のランプ 車内モニターで表示 
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（３）自動運転実証実験のアンケート結果 

 

乗車前と乗車後の印象  自動運転の安全性  自動運転の実装期待 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

自動運転の乗車理由 

 

 

将来、地域公共交通として自動運転サービスが実装される場合、移動以外の効果として何を期待するか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・昨年度と同様に実装の期待

は９割以上と高い結果と

なった。 

 

・車両のセンサ性能の向上と

車両自体の乗り心地改善に

より、利用者の高い安心感に

繋がったと考えられる。 

 

・新車両の性能、及び、道路

環境の向上により、乗車

後の印象は良くなる傾向

であったと考えられる。 

・移動以外の効果として、ドライバー不足の解消が一番期待される結果であった。 

・次に、地域内の回遊性向上について、期待がされており、自動運転の実装はまちなかの 

回遊性向上を促すと考えられる。 

ｎ＝133 ｎ＝133 ｎ＝133 

78%

20%

2%

期待する

少し期待する

あまり期待しない

期待しない

・「自動運転に興味があった」との回答が最も多く、これは、自動運転技術への関心が高いことがうか

がえる。 

※複数回答可 

ｎ＝133 

47%

50%

3%

安心

どちらかといえば安心

どちらかといえば危険

危険

97％ 98％ 
65%

33%

2%

良くなった

変わらない

悪くなった

※複数回答可 

ｎ＝133 

1%

30%

55%

22%

50%

18%

69%

40%

42%

0% 20% 40% 60% 80%

その他

先進性のある生活の享受

地域内の回遊性向上

観光需要喚起

地域経済の活性化

地域住民の交流機会創出

バスドライバー不足解消

バスの減便抑止

交通事故の減少

10%

10%

2%

10%

38%

42%

88%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

その他

視察

偶然立ち寄った

バス停近くで用事があった

市の取組に関心があった

技術や安全性を確認したかった

自動運転に興味があった
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（４）今後について 

  令和８年度は、近鉄四日市駅から JR四日市駅間で、早ければ８月頃から約３カ月程度の実

証実験を行い、併せて、道路インフラへの協調システムとして、路車協調※及び信号協調の導

入を図る予定である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※路車協調システム  
一般車や歩行者・自転車が混在する一般道でのレベル４自動運転サービスの実現に向けて、車載セン
サでは把握が困難な交差点等において、道路インフラのカメラ等によって道路交通状況を検知し、自
動運転車両や遠隔監視室へ情報提供を行うシステム。 

 

  令和９年度以降は、前年度の実験で生じた課題に対する対策の立案と検証作業、また、通

年運行実施に向けた準備として長期間運行することで、中央通り再編事業に合わせたレベル

２での定常運行やレベル４認可取得を目指す。 

路車協調システムのイメージ（国交省ＨＰ） 
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４．市営住宅へのエレベーター設置について 
 
 
既存の市営住宅の上層階の空家対策や高齢者などの移動のしやすさに配慮するため、

エレベーター設置による効果を検証する目的で、令和４年度に三重市営住宅にエレベー
ターの設置を計画した。        
この事業実施においては、事前に自治会などへの説明を行い、理解を求めるため数回

協議を重ねたが、事業の理解が得られず、自治会の総意としてエレベーター設置工事の
反対を受け、令和５年２月に、三重市営住宅へのエレベーター設置を断念した。 

その後、令和５年度に策定した『四日市市営住宅等長寿化計画』を都市・環境常任員会

に報告し、高層階への移動に有効な高齢化対策として、既存市営住宅の現況調査や設置

位置などの詳細調査を行うこととした。 

既存の市営住宅に、新たにエレベーターの設置を検討する考え方として、４階建て以上

の中層住宅であること、エレベーターの耐用年数より建物の残りの耐用年数が長く、設置

後に一定期間利用できること、エレベーターなどの設置に必要な敷地に余裕があること、さ

らに既存の建物にエレベーターが一体的に接続でき、効率的な整備が可能であることなど

の要件に基づき、既存資料などにより調査し、設置の可能性がある北条町市営住宅につ

いて検討を行った。 

  
（１）北条町市営住宅の現状 
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（２）設置検討の経過 

   令和６年度は、耐用年数や敷地条件などの資料収集や現地確認など、エレベータ

ーを設置する上で必要となる考え方の整理を行った。 

令和７年度からは、北条町市営住宅の敷地の北側に三滝川が近接していることか

ら、河川管理者である三重県と河川区域内の建築制限等について協議を行い、さら

に、既存図面を基に簡易な測量を実施し、建築基準法など法的な基準への適合など、

エレベーター設置可能場所及び設置工事の際の影響について検討を行った。 

また、エレベーターの設置に関しては、入居者の理解と協力は必要であることから、

聞き取りを実施した。 

 

 

 

（３）入居者の意見について 
エレベーター設置に向けての詳細設計に先立ち、入居者の実情を把握し、設置に対

する理解を得ることが重要であるため、入居者に直接聞き取りを行った。 
 
 
１） 聞き取りの対象 

 対 象 備  考 

入居世帯数 19世帯 60歳以上を含む世帯：5世帯 

聞き取りできた 
世帯数 

14世帯 １階（３世帯） ２階（２世帯） ３階（３世帯） ４階（３世帯） ５階（３世帯） 

２０代（１名） ３０代（３名） ４０代（３名） ５０代（５名） ６０代以上（２名（１階と４階）） 

 

 

 

 

北条町市営住宅 配置図 

① 

① 

② 

③ 

② ③ 

北条町市営住宅 
１９８０年（S55）建築 
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造５階建 
全２０戸（入居世帯１９／２０） 
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２）聞き取りの結果 

北条町市営住宅へのエレベーター設置に向けて、入居者の実情やニーズを的確に

把握するため、聞き取り調査を実施したが、現在の階段利用について不便を感じてい

る入居者は少数にとどまり、不便に感じていない人が約７割を占めた。 

さらに、エレベーター設置に伴い家賃や共益費の増額が見込まれることについては、

約８割の人が、費用負担の増加があるならば、エレベーターは不要であるという意見が

あった。 

また、工事期間中の騒音・振動など生活環境への影響については、生活に影響が

あるのであれば設置に反対する意見が約８割と多数を占め、日常生活への支障を懸念

する声が多くあった。 

そのほか、入居者からは、「これまで何年も暮らしているので今さらエレベーターの設

置は不要」「家賃や共益費の増額は困る」といった個別の意見があった。 

エレベーターの必要性に理解を示す声もあったが、大半の入居者は、エレベーター

の設置は不要であるという結果となった。 

   

 

（４）今後の高齢者などへの配慮について 

将来的な高齢化などへの配慮は重要な課題であり、その対策のひとつであるエレベ

ーターの設置を検討してきたものの、整備に対し、入居者の理解と協力が得られている

状況ではないことから、北条町市営住宅へのエレベーター設置は困難であると判断し

た。 

既存の市営住宅へのエレベーター設置に向け、諸条件を総合的に勘案し、唯一の

設置候補であった北条町市営住宅への設置が困難であるという判断に至ったことから、

市営住宅でのエレベーター設置は断念する。 

そのため、今後の高齢者などへの対策については、空家となった住宅を修繕する際

に、トイレや浴室などへの手すり設置や段差の解消などを行い、高齢者や障害者など

に対応する住戸を確保していくなど、住環境の改善を継続して実施する。 

   また、市営住宅の低層階の空家には限りがある状況であるが、高層階の入居者から、

階段の利用に関する相談があった場合には、医師の診断書に基づき低層階への住み

替えを案内するとともに、介護認定制度、生活保護制度の対応など福祉部局との連携

を一層強め、入居者の相談内容に応じた対応を行っていく。 
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